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第１章 序 論 

 

１．研究の背景  

 

開発途上国における、特に農村部での貧困問題は今なお深刻であり、貧困の

削減は、開発の最終目標であり、国際目標である。今日の開発においては、貧

困削減や持続的な経済開発の観点から、人びとの健康（保健医療）や教育とい

った人的資本（ human capital）の形成・蓄積が果たす役割が重要視されてい

る（大塚・黒崎  2003； World Bank 2006b）。その理由は、健康の改善や教育

水準の向上は、生産性の向上をもたらし、経済・社会の開発のための原動力と

なりうるからである。その重要性は、2000 年９月の国連ミレニアム・サミット

において、2015 年までに国際社会が達成すべき目標として制定された「ミレニ

アム開発目標（ Mil lennium Development Goals： MDGs）」でも、人的資本に

関わるターゲットが複数含まれていることからもわかる 1 )。とりわけ子供の健

康・栄養改善や教育水準の向上は、貧困削減や将来の持続的発展にとって大き

な意味をもっている（ Martorel l  1999；佐藤・青山  2005）。  

国際開発において、このように人的資本の形成・蓄積が果たす役割が注目さ

れるようになったのは、従来の成長優先主義の開発により、貧富・地域格差や

社会的弱者の増大など多くの社会問題が拡大したこと、また貧困削減という目

標が十分に達成されなかったことを受け、国連の開発援助機関である国連開発

計画（ United Nat ions Development Programme：UNDP）が、1990 年より『人

間開発報告書（ Human Development Report）』と題する新しい年次報告書を

公刊し始め、開発の目的の「人間開発（ human development）」への転換をよ

びかけたことを契機とする。  

UNDP の「人間開発」アプローチに大きな影響を与え、その思想的根源とな

っているのが、インドの経済学者アマルティア・セン（ Amartya Sen）の理念

である。センは、開発の意味を根本的に問い返し、「ケーパビリティ（ capabi l i ty）」

といわれる「個々人に与えられた潜在的な能力（潜在能力）」という概念を軸

にした潜在能力アプローチを提唱した（ Sen 1985,  1992）。潜在能力とは、「人

が 善 い 生 活 や 善 い 人 生 を 生 き る た め に 、 ど の よ う な 状 態 （ being） に あ り た い

の か 、 そ し て ど の よ う な 行 動 （ doing） を と り た い の か を 結 び つ け る こ と か ら

生じる機能（ funct ioning）の集合」のことだとされる（セン 2002）。  

 このようなセンが提唱した潜在能力アプローチにもとづき、 UNDP は 1990

年に公刊した『人間開発報告書』において、人間開発について、「人間開発は、
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人びとの選択を拡大する過程である。これらの多様な選択の中でもっとも重要

なものとしては、永く健康な生活を送ること、教育を受けること、人間らしい

生活にふさわしい資源へのアクセス手段をもつこと、がある。さらに政治的自

由、人権の保障、自己尊厳も重要な選択である」としている（ UNDP 1990；日

本語訳は西川  2000 に準ずる）。その後、 21 世紀に入り、この人間開発の理念

は国際開発協力において定着しつつある。  

本論文では、この人間開発のなかでも持続的発展や貧困削減に大きな役割を

果たすとされる、人的資本の構成要素である「子供の健康・栄養」に着目する。

「子供」に特に焦点をあてる理由は、子供が成人と比べてより脆弱であること、

また子供の健康・栄養の改善、人的資本のより多くの蓄積は、将来の経済成長

や社会開発、貧困問題の解決にとって、もっとも重要な要素の一つといえるこ

とからである。  

しかし現状では、多くの開発途上国の、特に農村部に居住する子供の健康・

栄養状態は劣悪である。貧困と健康は相互に関連しており、貧困が不健康・栄

養不良をもたらす一方で、不健康・栄養不良であるが故に生産性が低く、低所

得となり、また医療費負担が家計支出を圧迫し、慢性的な貧困に陥っている可

能性がある。また、子供の不健康・栄養不良が教育や将来の生産性に影響を及

ぼし、貧困の罠から抜け出せなくなる可能性も考えられる。したがって、子供

の健康・栄養状態の改善は、貧困削減や農村開発にとっても大きな意味をもつ

といえる。  

本論文の目的は、開発途上国のひとつであるカンボジアの農村部を事例とし

て、子供の健康・栄養の決定要因や不測のショックの影響を実証的に分析し、

またそれの教育との関連性を明らかにすることで、健康・栄養改善や貧困削減

政策に必要な新たな知見を提示することである。  

本論文の研究対象国であるカンボジアは、1970 年代後半のポル・ポト政権に

よる社会的・政治的混乱と、その後の内戦を経て、1990 年代から本格的な復興・

開発の道を歩み始めた。2000 年以降は高い経済成長率を維持し、今日では、国

内総生産（ GDP）と人びとの生活水準は向上しつつある。しかし、依然として

低所得国の一つであり、また、東南アジア諸国のなかでも、国民の健康水準は

もっとも低いといえる（ UNDP 2007；具体的な健康水準については、次章１節

参照）。また、経済・所得水準が同程度の他の国と比べても健康水準は低く、

将来の国家開発・発展の重要な担い手となる子供の栄養不良も貧困と関連した

重大な問題として存在しており（ World Bank 2006a）、その問題解決が求め

られている。  

このような国民の健康水準の低さの大きな要因の一つとして、カンボジアの
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ガバナンスの問題が挙げられるだろう 2 )。しかし、ガバナンスは国の固有の歴

史や社会状況と密接に関連しているため、それを援助などの外からの働きかけ

により改善することは非常に困難であり、また長期的な取り組みが必要である

とされている。そのため、人びとの健康水準の向上には、より短期的な取り組

みも求められている。短期的な取り組みとしては、人的資本（あるいは社会開

発分野）への援助が必要であるが、その援助をより効果的に実施するためには、

先ず、なぜカンボジアにおいて人びとの健康水準が低いのか、そのメカニズム

を明らかにすることが重要な課題であるといえる。  

 矢倉  (2008)も指摘しているように、貧困問題の解決が国家の政策において最

重要課題とされているにも関わらず、カンボジアにおける貧困問題に関する学

術的研究は少ない。特に健康や教育などの人的資本に関しては、それらと貧困

や所得との関連性がデータにより示されているだけで、厳密な実証研究は行わ

れておらず、その背後にある問題やメカニズム、人的資本の形成・蓄積のため

に具体的にどのような政策が必要なのかといった点までは明確にされていない。 

そこで、カンボジアでも特に貧困が深刻な農村部で、独自に収集したデータ

も用いて、子供の健康・栄養に焦点をあてた実証研究を行うことで、カンボジ

ア特有の要因や貧困との関連性などを探ることが可能であると考える。また、

このような研究分析は、カンボジア農村での人びとの健康・栄養改善や貧困削

減政策を検討する際の基礎的情報としても重要な意味をもつといえる。  

 以下第２節では、開発途上国での人的資本、特に「子供の健康・栄養」に関

する先行研究を概観し、その後、第３節で、本論文の課題と分析方法を示す。

第４節では、本論文の構成を述べる。  

  

２．開発途上国の子供の健康・栄養に関する先行研究  

 

 今日、経済成長や貧困削減と健康・栄養の間の相互関係についての理解が広

まり、それに関する研究が盛んになされている。貧困と不健康・栄養不良は密

接に関連しており、Osmani  (1992,  pp.1)も指摘しているように、貧困を研究す

ることは人びとの栄養状態を研究することでもあるといえる 3 )。  

 人びとの健康状態が、経済成長や貧困の削減をもたらしうる所得や経済活動

（特に労働の供給量・生産性）に対して、正の影響を与えていることを Tamura 

(2006)などは明らかにしているが 4 )、開発途上国において、今後も持続的な開

発・発展を達成するためには、将来の開発の担い手となる、子供の健康を向上

させることが必要不可欠であるといえる。それは、幼少年期の栄養状態や成長

過程が、成人になった際の健康状態に強い影響を与えていることが実証されて
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いることからでもある。 Martorel l  (1999)や Walker  et  a l .  (2007)は、出生時低

体重を防止し 5 )、幼少期の成長過程で十分な栄養を摂取することで栄養不良と

はならず、より健康的な成長が可能となり、就労年齢に達した際に生産性が高

くなるとし、子供の健康・栄養を改善するための投資こそが、ベストな長期的

な経済戦略であるとしている（これら関係については、図 1-1 参照）。  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出 所 ： M ar tore l l  ( 1999 ,  F IG .1 )を 参 考 に 、 筆 者 作 成  

 

このような観点から、子供の健康・栄養については、多くの研究がなされて

いる。先行研究において議論されている、子供の健康・栄養の決定要因として

は、家計所得・貧困をはじめ、親・家計の子供の健康・栄養への投資 6 )、親の

教育水準と健康・栄養に関する知識やその情報へのアクセス（詳しくは第３章

２節を参照）、親の健康状態（ Thomas,  Strauss  and Henriques  1990）、母親

の家計内での地位（エンパワーメント、 Maitra 2004）、家族やきょうだいの

人数（ Horton 1986； Wolfe  and Berhrman 1982）などがある。これらの親や

家 計 の 特 性 に 加 え 、 保 健 衛 生 に 関 す る イ ン フ ラ や 公 共 サ ー ビ ス へ の ア ク セ ス

（ Valdvia  2004； Fay et  al .  2005）など、その家計が居住する地域やコミュニ

ティーの特性も挙げられており、多くの要因が子供の健康・栄養に対して影響

を与えていることが明確となっている 7 )。  

さらに、近年、社会的組織のなかに存在する信頼や規範、ネットワークとい

った意味の社会関係資本（ social  capital）の役割が見直され、社会関係資本が

経済活動や人的資本の形成・蓄積に対して重要な役割を果たすことが明らかに

なりつつある（ Coleman 1988；佐藤  2001；宮川・大守  2004；Fafchamps 2006）。

人的資本の向上

子 供の健康 ・栄養

状 態の改善  

貧 困削減  

所得向上

人的資本

への投資  
生産性

の向上  

図 1‐ 1 子 供の健康 ・栄養と 貧困  
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また、社会関係資本の人びとの健康に対する正の影響も Miller  et  a l .  (2006)や

Yip et  al .  (Undated)らの実証研究により示されている 8 )。ただし、これらの研

究は成人の健康に焦点をあてた分析であり、子供の健康・栄養に対する影響に

ついての言及はなされていない。  

本論文では、これらの子供の健康・栄養の決定要因のうちで特に、両親の教

育と社会関係資本に焦点をあてた実証的な分析を行う。  

 親の教育だけでなく、子供の健康・栄養状態と子供自身の教育との関連性に

ついても研究がなされており、子供の健康・栄養改善が、子供の教育の向上に

対して大きな影響をもつことが明らかとなっている。先行研究において、子供

の教育を測る指標としては、（主に初等教育へ）入学・就学するかどうかと、

その時期（入学する年齢）をはじめ、留年や中退の可能性、テストの点数など

で測られる教育成果（ school  achievement）などが挙げられる（子供の健康と

教育の関連性についての先行研究は、第４章２節参照）。これらの教育指標の

な か で 、 本 論 文 で は 、 初 等 教 育 へ の 就 学 の 可 能 性 と 、 「 入 学 遅 延 （ delayed 

enrol lment）」という概念で捉えられる子供が入学する時期（年齢）に特に着

目し、それらに対する健康・栄養状態の影響を考察し、その関係を明らかにし

ていく。  

 親 の 教 育 水 準 や 健 康 状 態 な ど の 特 性 が 、 出 生 時 体 重 も 含 め 、 そ の 子 供 の 健

康・栄養に対して有意な影響を与えていることからも、現在の子供の健康・栄

養や教育などの人的資本の向上、より多くの蓄積は、次世代にも多くの影響を

もたらすといえる。  

これらの、子供の健康・栄養に関する実証分析は、多くの国や地域を対象に

行われているが、それぞれにおいて決定要因や、教育に対する影響には差異が

みられる。したがって、この分野の政策を検討する際には、当該地域における

研究が必要不可欠であるといえる。しかし、本研究の対象であるカンボジア農

村において、このような子供の健康・栄養に関する実証研究は、筆者の知る限

りではこれまでのところなされておらず、カンボジア特有の要因や栄養不良が

もたらされているメカニズム、健康と教育との関連性などについては明らかに

されていない。  

 一方、子供の成長には、リスクが伴う。たとえば、病気にかかることや、干

ばつや洪水などの自然災害などによる住環境の破壊や農作物への被害、および

それらによる家計所得の減少と支出の増大などのリスクが考えられる。これら

の予期せぬショックを受けたことにより、子供の健康・栄養状態が一時的に落

ち込み、その結果として、その後の成長にマイナスの影響がもたらされること

が、 Hoddinott  and Kinsey (2001)や del  Ninno and Lundberg (2005)などの研



6 

 

究により明確となっている（ショックの健康・栄養への影響に関する先行研究

は、第５章２節参照）。また、ショックによる家計所得の変動や家計内の労働

力を補う・確保するために児童労働（ chi ld labor）の可能性が高まることが指

摘 さ れ て お り （ Beegle ,  Dehej ia  and Gatt i  2006； Guarcel lo ,  Kovrova and 

Rosat i  2007）、その児童労働は子供の健康や教育などの人的資本に負の影響を

もたらすとされる 9 )。このことより、ショックを受けたことによる直接的な健

康・栄養状態の悪化と、児童労働の高まりを通じての間接的な人的資本への影

響が、将来の低生産性、低所得をもたらし、経済成長の阻害や貧困から抜け出

すことを困難にする可能性は否定できないだろう。  

 カンボジアにおいて、このようなショックがもたらす影響を検証した研究に

は、先述の Guarce l lo ,  Kovrova and Rosati  (2007)と、 Yagura (2005)がある。

Guarcel lo ,  Kovrova and Rosat i  (2007)は、カンボジア社会経済調査の村レベル

のデータを用いて、洪水と干ばつ、および不作（ crop fai lure）のショックが、

子供の教育と児童労働に与える影響を検証し、（特に不作の）ショックを受け

たことにより、児童労働の可能性が高まることを示している。 Yagura (2005)

は病気と不作のショックに、カンボジア農村に居住する家計がどのように対処

するかを考察し、家計は不作に対しては追加的な収入を得ることにより対処す

ることが可能であるが、病気（およびそれに伴う医療費負担）に対してはそれ

が困難であり、資金の借入や資産の売却などにより対処していることを指摘し、

病気の方が不作と比べ、家計にとって経済的ダメージが大きいとしている。  

 このように、カンボジアにおいてもショックの影響に関する研究はなされて

いるが、そのような不測のショックが子供の健康・栄養に与える影響について

の実証研究は行われていないのが現状である。  

以上のような子供の健康・栄養に関する議論の他にも、開発途上国での保健

医療分野における研究では、水と衛生や、（家族計画を含む）母子保健、伝染

病・風土病、保健医療サービスの供給など、さまざまな問題とその対策が論じ

られている 1 0 )。これらの研究については、本論文の直接の課題ではないため、

詳しく述べることはしないが、保健医療分野の諸要因は相互に関係しており、

子供の健康・栄養は、このような問題の影響も受けている可能性があることに

留意する必要があろう。  

 

３．研究の課題と方法・データ  

 

既述のように、子供の健康・栄養に関しては、それぞれの国や地域によって

その決定要因や、教育、経済活動などに与える影響には差異がみられる。その
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ため、この分野を検討する際には、当該地域における研究が不可欠であるとい

えるが、カンボジアにおける子供の健康・栄養に関する厳密な実証研究は、筆

者の知る限りではこれまでのところなされていない。そこで、本論文において、

カンボジアで特に貧困が深刻な農村部での、子供の健康・栄養に焦点をあて、

その改善をテーマに実証研究を行うことで、カンボジア特有の要因や貧困との

関連性などを探ることが可能となり、カンボジア農村での健康・栄養改善や貧

困削減政策を検討する際の基礎的情報としても重要な意味をもつといえる。  

本論文では、前節で示した先行研究での議論のうち、子供の健康・栄養の決

定要因として、特に親の教育と社会関係資本に焦点をおく。社会関係資本に関

して、これまでの先行研究では子供の健康・栄養に対する影響は明らかとなっ

ていないが、次のような理由から、カンボジア農村部における社会関係資本に

着目する。  

カンボジアでは、ポル・ポト政権時代の大虐殺や強制移動、およびその後の

内戦などにより、多くの社会経済基盤が破壊された（天川  2001）。ここで、

天川  (2001)は「社会的基盤とは、人々の社会関係を律して秩序をもたらすもの

であり、ここには家族・親族、村落内組織や村落内労働交換制度などが含まれ

よう」としている。この社会的基盤が破壊されたということは、カンボジア社

会において、社会関係資本が破壊されたということとほぼ同義であるととらえ

ることができよう。しかし、今日では、国民のほとんどが仏教徒であるカンボ

ジアにおいて、仏教組織が社会関係資本の形成・蓄積を促進し、また、その仏

教組織を通じた社会関係資本がコミュニティー・ベースの開発・発展に重要な

役割を果たしていることが指摘されている（野田  1998； Pel l in i  2005）。  

過去に社会関係資本が破壊されたカンボジアにおいても、住民のほとんどが

仏教徒で、何世代も同じ村落に住み、他家計との長期的な関係が保持されてい

るような農村部の共同体内では、一度消滅した社会関係資本が再び形成・蓄積

されている可能性が高いと考えられる。その社会関係資本と子供の健康・栄養

との関連性を考察することで、人的資本の形成・蓄積に社会関係資本が果たす

役割についての情報が得られるものと期待される。このような理由から、子供

の健康の決定要因のひとつとして、社会関係資本に着目する。  

次に、子供の健康・栄養状態が教育（就学の決定と入学遅延）に与える影響

についても考察する。この健康と教育との関連性についても、カンボジアにお

いてはこれまでに厳密な実証研究は知られておらず、人的資本である、健康と

教育との関係を明確にすることは、カンボジア農村における人的資本の向上や、

ひいては貧困の削減に重要な示唆を与え、この分野の政策を検討する際に大き

な意味をもつといえる。  
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子供でも、特に脆弱とされるのは、幼少期の子供（乳幼児）であり、その成

長には多くのリスクを伴う。そこで、家計所得や消費変動のリスクとなりうる、

不測のショックの健康・栄養に与える影響について、特に乳幼児に焦点をあて

検証していく。本論文では、そのショックの影響を、開発プロジェクトのイン

パクト評価などに多く用いられている、 “Average Treatment Effect”の概念を

用いて検証し、その手法として “Propensity  Score  Matching”を用いる。この分

析手法は、比較的新しい手法であり、これによりショックの影響を推計する際

の、推計バイアスの問題を回避することが可能となる（詳しくは第５章１節を

参照）。  

この手法を用いて、ショックの影響を考察した研究には、児童労働へのイン

パクトを検証した Guarce l lo ,  Kovrova and Rosati  (2007)がある。しかし、子

供の健康・栄養に関しては、この分析手法によりショックの影響を検証した研

究は、これまでになされていない。  

家計が被った予期せぬショックは、子供の健康・栄養に対して何らかの影響

をもたらすと考えられるが、そのショックの影響は、家計間の所得移転による

インフォーマルなリスクシェアリングなどにより、緩和されている可能性が考

えられる（リスクシェアリングに関する先行研究は、第６章２節参照）。そこ

で、カンボジア農村で観察されるインフォーマルなリスクシェアリングのメカ

ニズム、決定要因についても考察していく。  

これまでに、家計間の所得移転によるリスクシェアリングを、不完全なコミ

ットメント（ l imited commitment）の下で理論的に示し、それを実証的にも検

討した代表的な研究には Ligon,  Thomas and Worrel l  (2002)があり、また、彼

らのモデルを利他主義（ altruism）と関連づけたモデルに拡張し、そのモデル

の実証分析を行った Foster  and Rosenzweig (2001)などがある。しかし、本論

文ではこれらの研究とは異なり、Fafchamps (1999)が示した、純粋な移転（贈

与）と（返済時期が貸し手・借り手の状況に応じて変更されうる）ローンを組

み合わせた所得移転による、不完全なコミットメントの下での相互保険契約の

理論モデルを実証的に検証する。Fafchamps (1999)では、理論モデルの実証的

な検証は行われていないため、これは方法論的にも新しい研究であるといえる。 

また、本論文では、インフォーマルなリスクシェアリングの決定要因のひと

つとして、社会関係資本を考慮する。先行研究において、社会関係資本とリス

クシェアリングとの関連性についての議論はこれまでになされておらず、これ

により、社会関係資本が人的資本に与える影響だけでなく、家計が一時的な貧

困に陥ることを回避する際に、社会関係資本が果たす役割についても情報が得

られるものと考える。  
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さらに、リスクシェアリングに関しては、これまでにカンボジア農村におけ

る実証研究はなされていないため、その決定要因を明確にすることで、ショッ

ク の 人 び と の 健 康 へ の 影 響 の 緩 和 や 、 カ ン ボ ジ ア 農 村 に 居 住 す る 家 計 が 慢 性

的・一時的な貧困状態に陥ることを防止する政策、貧困削減政策を検討する際

の基礎的情報が得られるものと期待される。  

以上の課題について検証するために、本論文では、2005 年および 2006 年に、

カンボジアのコンポンスプー（ Kompong Speu）州およびタケオ（ Takeo） 州

で実施した独自の家計調査により得られたデータを、第３章と第４章ならびに

第６章での分析に、カンボジア全土を対象に 2003 年から 2004 年にかけて実施

された、カンボジア社会経済調査（ Cambodia Socio -Economic  Survey 2003－

2004：CSES03/041 1 )）のデータを第５章での分析にそれぞれ用いる（調査村落

の概要については、第２章２節を参照）。  

 

４．本論文の構成  

 

本論文の構成は次の通りである。  

はじめに、第２章でカンボジアの貧困と保健分野の現状を周辺諸国との比較

を交えて概観し、また、本研究の調査村落の概要を示す。  

第３章から第５章は、前節で示した課題のうち、主に子供の健康・栄養に関

する実証的な分析を行う。第３章では、子供の健康・栄養の決定要因として、

親の教育と家計の社会関係資本に焦点をあて、カンボジア農村での家計聞き取

り調査により収集された独自のデータを用いて、その関係を明らかにする。こ

の章での分析対象は、５～ 14 歳の子供とする。つづく第４章では、第３章と同

じ子供を分析対象として、その子供の健康・栄養状態と教育（初等教育への就

学と入学遅延）との関連性について考察するとともに、慢性（長期的な）の栄

養不良と急性（短期的な）のそれとの、教育に対する影響の大きさも比較する。  

第５章では、特に脆弱とされる幼少期の子供（年齢が０～ 60 カ月の乳幼児）

に焦点をあて、家計所得や消費変動のリスクともなりうる、不測のショックが、

乳幼児の健康・栄養に与える影響について、CSES03/04 の家計レベルのデータ

を用いて、カンボジア農村部に居住する子供を対象に検証していく。  

 第６章は、ショックの影響を緩和する手段の１つとされる、主に家計間の所

得移転によるインフォーマルなリスクシェアリングのメカニズム、決定要因に

ついて、カンボジア農村での家計調査からのデータを用いて考察する。  

 最後に第７章では、第３章から第６章までの分析結果を要約し、カンボジア

農村における子供の健康・栄養の改善に向けた政策に対する含意を導く。  
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 注  

1） MDGs は 、 下 表 で 示 し た ８ つ の 目 標 か ら な る （ 表 A1-1） 。 山 形  ( 2008 )に 、 こ の

MDGs の 各 目 標 の 2005 年 ま で の 達 成 度 が 示 さ れ て い る 。  

 

表 A1-1 ミ レ ニ ア ム 開 発 目 標  

目 標 １  極 度 の 貧 困 と 飢 餓 の 撲 滅  
目 標 ２  普 遍 的 初 等 教 育 の 達 成  
目 標 ３  ジ ェ ン ダ ー の 平 等 の 推 進 と 女 性 の 地 位 向 上  
目 標 ４  幼 児 死 亡 率 の 削 減  
目 標 ５  妊 産 婦 の 健 康 の 改 善  
目 標 ６  HIV／ エ イ ズ 、 マ ラ リ ア 、 そ の 他 の 疾 病 の 蔓 延 防 止  
目 標 ７  環 境 の 持 続 可 能 性 の 確 保  
目 標 ８  開 発 の た め の グ ロ ー バ ル ・ パ ー ト ナ ー シ ッ プ の 推 進  

出 所 ： 国 連 開 発 計 画 東 京 事 務 所 ウ ェ ブ サ イ ト  

（ h t t p : / / w w w . u n d p . o r . j p / a b o u t u n d p / m d g / m d g s . s h t m l）  

 

2）カ ン ボ ジ ア の 開 発 に お け る ガ バ ナ ン ス に つ い て は 、Kato  e t  a l .  (2000 )や Te (2007)

な ど を 参 照 。  

3） 実 際 、 Pri t chet t  and  Summers  (1996)は ク ロ ス カ ン ト リ ー の デ ー タ に よ り 、 １ 人

あ た り 所 得 水 準 が 高 い 国 ほ ど 、健 康 指 標 が よ り よ い こ と を 示 し て い る 。ま た 、Smith  

(1999 )も 高 い 経 済 水 準 が よ り よ い 健 康 状 態 を 導 く と し 、 そ の 一 方 で 、 健 康 が 将 来 の

所 得 や 消 費 な ど の 経 済 活 動 に 影 響 を 与 え て い る こ と を 指 摘 し て い る こ と か ら も 、貧

困 （ 所 得 ） と 健 康 は 密 接 に か つ 相 互 に 関 連 し て い る こ と が わ か る 。  

4）健 康 と 経 済 活 動 の 関 係 を 示 し た 研 究 は 、 Strauss  and  Thomas  (1998)に ま と め ら れ

て い る 。  

5） 出 生 時 低 体 重 の 短 期 的 ・ 長 期 的 な 影 響 に 関 す る 研 究 は 、 Alderman and  Behrman 

(2006 )に ま と め ら れ て お り 、 彼 ら は 出 生 時 低 体 重 を 防 止 す る こ と が 、 経 済 的 な 利 益

を も た ら す と し て い る 。な お 、そ の 出 生 体 重 に 対 し て は 、母 親 の 健 康 や 妊 娠 中 の 行

動 （ 飲 酒 や 喫 煙 な ど ） が 影 響 を 与 え て い る こ と を 、 Rosenzweig  and  Schu lz  (1983)

は 示 し て い る 。  

6） 子 供 の 健 康 ・ 栄 養 に 対 す る 投 資 や 家 計 内 の 資 源 配 分 に 対 し て 、 子 供 の 生 ま れ た 順

番 （ bi r th  order） が 強 い 影 響 を 与 え て い る こ と が 、 Horton  (1988)の フ ィ リ ピ ン 、  

Behrman  (1988)の イ ン ド 農 村 、 Haughton  and  Haughton  (1997 )  の ベ ト ナ ム か ら

の デ ー タ を 用 い た 実 証 分 析 に よ り そ れ ぞ れ 示 さ れ て お り 、家 計（ 親 ）は 、先 に 生 ま

れ た 子 供 に 対 し て よ り 多 く の 投 資 や 資 源 配 分 を 行 う と し て い る 。  

7） 地 域 の 特 性 と 関 連 し て 、 所 得 の 不 平 等 度 が 高 い 国 ・ 地 域 ほ ど 、 人 び と の 健 康 水 準

が 低 い こ と も 先 行 研 究 に お い て 指 摘 さ れ て い る 。こ の 不 平 等 と 健 康 に 関 す る 研 究 は 、
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Deaton  (2003)に ま と め ら れ て い る 。  

8） 先 進 国 を 対 象 と し た 研 究 で は 、 Rose  (2000)は ロ シ ア 、 Poort inga  (2006)は ヨ ー ロ

ッ パ の 22 ヵ 国 を 対 象 と し た 社 会 調 査 の デ ー タ を 用 い た 分 析 に お い て 、 社 会 関 係 資

本 が 自 己 評 価 に よ る 健 康 状 態 を 有 意 に 向 上 さ せ る こ と を 、 ま た 、 Lochner  e t  a l .  

( 2003 )は ア メ リ カ の シ カ ゴ 地 域 に お い て 、 そ れ が 成 人 の 死 亡 率 を 低 下 さ せ る 役 割 を

果 た し て い る こ と を そ れ ぞ れ 示 し て い る 。 な お 、 Poorg inga  (2006)に は こ れ と 関 連

し た 先 行 研 究 が よ く ま と め ら れ て い る 。  

9） た だ し 、 Fan  (2004)や Dehej ia ,  Beeg le  and  Gatt i  ( 2005)、 Miwa,  Han and  Fukui  

(2008 )な ど 、 い く つ か の 先 行 研 究 は 、 児 童 労 働 が 子 供 の 人 的 資 本 に 対 し て 、 必 ず し

も 負 の 影 響 を 与 え な い と し て い る 。児 童 労 働 に 関 す る 先 行 研 究 の レ ビ ュ ー は 、Udry  

(2006 )や Miwa,  Han  and  Fukui  (2008)な ど を 参 照 。 な お 、 児 童 労 働 に つ い て は 、

本 論 文 の 直 接 の 課 題 で は な い の で 、 以 下 で 詳 し く 述 べ る こ と は し な い 。  

10）近 年 、保 健 分 野 の 最 も 新 し い イ シ ュ ー と し て 、「 障 害 者 」の 問 題 が 国 際 開 発 の 枠

組 み で そ の 重 要 性 が 強 く 認 識 さ れ 始 め て お り 、障 害 と 人 的 資 本 や 貧 困 と の 因 果 関 係

が 問 題 視 さ れ て い る こ と を 言 及 し て お く 。障 害 者 と 開 発 に つ い て 詳 し く は 、森 ( 2008 )

な ど を 参 照 。  

11） CSES03 /04 は 、 貧 困 の 政 策 研 究 を 目 的 と し て 、 2003 年 か ら 2004 年 に わ た り 、

カ ン ボ ジ ア 全 24 州（ prov ince）の 900 村（ vi l lage）か ら の 、 15 ,000 世 帯 を 対 象 に

実 施 さ れ た 、家 計 の 社 会 経 済 状 況 に 関 す る 聞 き 取 り 調 査 で あ る 。こ の 調 査 に 関 す る

詳 細 は 、 カ ン ボ ジ ア 国 家 統 計 局 （ National  Ins t i tute  o f  S tat i s t i cs  o f  Cambodia）

ウ ェ ブ サ イ ト  

h t tp : / /www.s ta ts .n is .gov .kh /SURVEYS/CSES2003-04 / index- cses .h tm 参 照 。  
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第２章 カンボジアの貧困および調査村落の概要 

 

１．カンボジアの貧困問題と保健分野の概要 

 

カンボジア政府は、貧困問題の解決を国の最重要課題として位置づけており、

その貧困削減のために、保健医療や教育分野などの人的資本の蓄積を重視して

いる（ World Bank 2006a,  2007）。本節では、カンボジアの貧困問題と保健分

野（特に人びとの健康・栄養）に関する現状を、東南アジア諸国との比較も交

えて概観する。  

World Bank (2006a)に よ る と 、 カ ン ボ ジ ア の 貧 困 ラ イ ン で あ る 「 １ 人 １ 日

0.47 ドル」1 )を下回る水準で生活している人びとの総人口に占める割合は、1994

年時点では 47％であったが、その 10 年後の 2004 年には 35％（農村部 38％、

都市部 18％）に減少している。しかし、（各国独自の貧困ラインにもとづいて

算出された）貧困人口の割合は、表 2-1 からもわかる通り、データの入手可能

な東南アジア諸国のなかでもっとも高い。また、貧困ラインの世界的基準とさ

れる「１人１日１ドル」で算出した貧困層の割合は 34％であり、これを１日２

ドルとすると、その割合は約 78％にのぼる。  

さらに、東南アジア諸国の経済指標を示した表 2-1 によると、2000 年～ 2006

年のカンボジアの年間平均成長率は 9.5％と、東南アジア諸国のなかでもっと

も高い成長率となっているが、国内総生産の規模は小さく、1 人あたり GDP も

440 ドルと、2005 年時点でもっとも低いことがわかる。以上のことから、東南

アジア諸国のなかでも、カンボジアは貧困がもっとも深刻な国であるといえる。 

カンボジアの貧困層の、 91％は農村部に居住しており、農村部での貧困は特

に深刻である（ World Bank 2006a）。今日では、農村開発の重要性が認識さ

れ 、 カ ン ボ ジ ア 政 府 が 打 ち 出 し た 、 2006 年 ～ 2010 年 の 国 家 戦 略 開 発 計 画

（ National  Strategic  Development  Plan 2006－ 2010： NSDP）において、農

村部に居住する貧困層の生活および生活水準の改善が優先課題として位置づけ

られている。農村の貧困を緩和するためには、農業生産と所得の向上が必要で

あり、農業経済において、生産性と収益性の改善により貧困緩和を加速させる

ために必要不可欠な項目の一つとして、「教育と健康の基礎的サービスの提供

による人間開発と人的資本の改善」が挙げられている（ RGC 2006）。このこ

とからも、カンボジア農村部において、人的資本の改善が農村開発や貧困削減

にとって重要な要素であるといえる。  

その人間開発の度合いを測る各国共通の指標として、UNDP は、「人間開発
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指数（ Human Development Indicator：HDI2 )）」を用いている。UNDP (2007)

によると、カンボジアの HDI の値は 0.598 であり、全世界 177 ヵ国中 131 位

となっている。表 2-1 より、この値は東南アジア諸国ではミャンマーに次ぐ低

い値であり、カンボジアにおいて、人間開発や人的資本の形成・蓄積は、農村

開発や貧困削減のために急務であるといえるだろう。  

なお、カンボジアの NSDP での健康に関する具体的な目標には、乳児および

幼児死亡率の減少、妊産婦死亡率の減少、助産師等の立ち合いによる出産の推

進、マラリアによる死亡者数の減少などが挙げられている。また、健康にも影

響を与えうる農村開発の目標として、安全な水へのアクセスと衛生施設へのア

クセスの改善も掲げられている（ RGC 2006） 3 )。  

 

表 2-1 東南 アジア諸 国の経済 指標およ び人間開 発指数  

 国内総生産 １人あた 年間平均 貧困ライン未満の人口   
人間開発指数   （ GDP）  り GDP 成長率 a   １日１ １日２   

 (10 億ドル ) (ドル )  (％ )  (％ ) a  観測年 ドル (％ ) ドル (％ )   

国名  
2005 年  2005 年  

2000～   1990－ 1990－   
2005 年 順位

06 年    2005 年 2005 年   
カンボジア    6 .2    440  9 .5  35 .0  2004  34 .1  77 .7   0 .598  131 
インドネシア 287 .2   1 ,302  4 .9  16 .7  2004   7 .5  52 .4   0 .728  107 
シンガポール 116.8  26 ,893  5 .0   …    …   …   0 .922   25  
タイ  176.6   2 ,750  5 .4  13 .6  1998  <  2  25 .2   0 .781   78  
フィリピン   99 .0   1 ,192  4 .9  25 .1  1997  14 .8  43 .0   0 .771   90  
ベトナム   52 .4    631  7 .6   6 .6  2002   …   …   0 .733  105 
マレーシア  130.3   5 ,142  5 .0   …   <  2   9 .3   0 .811   63  
ミャンマー   …   …  9 .2   …    …   …   0 .583  132 
ラオス    2 .9    485  6 .4  33 .0  2002-03 27.0  74 .1   0 .601  130 
出 所 ： UND P (2007)、 a は Wor ld  Bank  (2008 )   

注：デ ー タ の 観 測 年 が 1990－ 2005 年 は 、各 国 の デ ー タ が そ の 期 間 内 の 最 新 年 の も の が 記 載 さ れ て い る こ と

  を 示 し 、 … は 該 当 デ ー タ が な い こ と を 示 す  

 

次に、カンボジアの保健分野について概観する。カンボジアの人びとの健康

水準を示す指標は、いずれも改善傾向にあるものの、東南アジア諸国のなかで

は、ラオスとミャンマーと並び依然として低い水準にある（表 2-2） 4 )。東南ア

ジア諸国の健康指標を示した表 2-2 より、HDI を構成する質問項目の一つであ

る出生時平均余命は、2005 年時点で 58 歳となっている 5 )。また、40 歳まで生

存できない出生時確率は 24.1％と、どちらの指標とも東南アジア諸国のなかで

もっとも低水準であることがわかる。また、2006 年時点でのカンボジアの乳児

死亡率は 65（千対）、５歳未満児死亡率は 82（千対）であり、ミャンマーに

次いで高い死亡率となっている。なお、 World Bank (2006a,  Ch.6)によると、

妊産婦死亡率は 450（ 10 万対）である。  
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人びとの栄養状態に関しては、栄養不良の人の割合が総人口の 33％と、他の

国と比較しても著しく高いといえる。さらに、５歳未満児の栄養不良の割合も、

年齢別体重で測った低体重（ underweight）の子供の割合が 28.4％、年齢別身

長で測った成長阻害（ stunting）の子供の割合が 43.7％と、ラオスに次ぐ高さ

となっている 6 )。また、カンボジアの子供の栄養不良は、慢性的なものである

傾向がみられる。  

しかし、子供の健康・栄養に関して NIPH and NIS (2006)は、 2000 年に実

施 さ れ た カ ン ボ ジ ア 人 口 保 健 調 査 （ Cambodia  Demographic  and Health 

Survey 2000： CDHS2000）と、 2005 年に実施された CDHS2005 を比較し、

５歳未満児の健康・栄養状態は改善傾向にあることを示している 7 )。具体的に

は、乳児死亡率が CDHS2000 では 95（千対）だったのに対し、 CDHS2005 で

は 65（千対）に、５歳未満児死亡率は 124 から 83（ともに千対）に減少して

いる。５歳未満児の栄養状態を比べると、栄養阻害の割合が CDHS2000 の 45％

から CDHS2005 では 37.3％に、低体重は 45％から 35.6％に、そして身長別低

体重（ wast ing）は 15％から 7.3％にそれぞれ減少している。  

どの指標をとっても子供の栄養状態は改善傾向にあるが、これらは依然とし

て高い数値であり、カンボジアにおいて、子供の栄養不良がいまだ大きな問題

として存在しているといえる。  

また、その栄養不良の子供の割合は低所得な家計の子供ほど高く、さらに、  

 

表 2-2 東南 アジア諸 国の健康 指標  

 
出生時  

平均余命

40 歳まで生 
乳児  

死亡率 a

５歳未
満児死
亡率 a  

栄養不良
の人口  

５歳未満児の栄養不良a

 存できない 
低体重  成長阻害

 出生時確率 
 （歳）  （％）  (対千人 ) (対千人 ) （％）  （％）  （％）  

国名  
2005 年

2000－  
2006 年 2006 年

2002－ 2000－  2000－  
05 年  04 年  06 年  06 年  

カンボジア  58 .0  24 .1  65   82  33  28 .4  43 .7  
インドネシア 69 .7   8 .7  26   34   6  24 .4  28 .6  
シンガポール 79 .4   1 .8   2    3  …   3 .3   4 .4  
タイ  69 .6  12 .1   7    8  22  18  b  16  b  
フィリピン  71 .0   7 .0  24   32  18  20 .7  33 .8  
ベトナム  73 .7   6 .7  15   17  16  26 .7  43 .4  
マレーシア  73 .7   4 .4  10   12   3  11  b  20  b  
ミャンマー  60 .8  21 .0  74  104  5  29 .6  40 .6  
ラオス  63 .2  16 .6  59   75  19  36 .4  48 .2  
出 所 ： UND P (2007)、 a は Wor ld  Bank  (2008 )   

注 ： デ ー タ の 観 測 年 が 2000－ 05 年 の よ う に 幅 が あ る も の は 、 各 国 の デ ー タ が そ の 期 間 内 の  

  最 新 年 の も の が 記 載 さ れ て い る こ と を 示 し 、 … は 該 当 デ ー タ が な い こ と を 示 す  
b  UNDP (2007)よ り  
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親 の 教育水 準 が低い 子 供ほど よ り栄養 不 良に陥 って いる こと を、 World Bank 

(2006a,  Ch.6)  は指摘している。  

子供の栄養状態を悪化させる一つの要因として、病気が考えられるが、World 

Bank (2007,  Ch.6)は、 CDHS2005 において、５歳未満児で過去２週間に熱を

出した子供の割合は 35％、下痢をした子供の割合は 20％であり、その割合は

2000 年 の CDHS と 比 べ て 変 化 し て い な い と し て い る 。 ま た 、 World Bank 

(2006a)はカンボジアにおいて、マラリアや結核、はしか、デング熱などの伝染

病の問題も深刻であり、CSES03/04 での過去４週間の病気に関する質問におい

て、報告されたすべての病気のうち、 83％を伝染病が占めており、０～５歳の

年齢グループに限ると、伝染病の割合は 96％にものぼるとしている。その伝染

病は、事故・負傷による死亡に次ぎ、カンボジア国民の死亡原因の第２位とな

っている。  

 その伝染病を予防する手段として、乳児期の予防接種が効果的であるとされ

る。カンボジアにおいて、世界保健機構（ World Health Organizat ion：WHO）

が推奨するすべての予防接種 8 )を受けた 12～ 23 ヵ月の子供の割合は 67％であ

るが（ World Bank 2007,  Ch.6）、予防接種を受ける（受けさせる）かどうか

は 、 貧 富 と 母 親 の 教 育 水 準 に よ っ て 差 が あ る こ と が 指 摘 さ れ て い る （ World 

Bank 2006a,  2007） 9 )。  

 その貧富の差は、安全な水と公衆衛生へのアクセスにも反映され、貧しい家

計ほど、それらへのアクセスが困難であるために、病気に対してより脆弱とな

り、また伝染性の下痢や腸内寄生虫、肝炎などの水が原因の病気を発病するリ

スクが高いとされる（ World Bank 2007,  Ch.6）。  

 これらの点について、 UNDP (2007)に記載されているデータより、東南アジ

ア諸国と比較すると、カンボジアの１歳未満児の結核とはしかの予防接種率は

他国と比べて、決して低水準ではないものの、結核の感染率は突出しているこ

とがわかる（表 2-3）。  

また表 2-3 より、安全な水を利用できる国民の割合は 41％、衛生施設を利用

できる割合は 17％と、東南アジア諸国のなかでもっとも低く、これらの衛生に

関わる問題も、カンボジアの人びとの健康・栄養状態の改善のために、解決し

ていく必要があるといえる。  

 ここで、東南アジア諸国の健康指標を示した表 2-2、保健分野の指標を示し

た表 2-3 をみると、既述のように、カンボジアは周辺諸国と比較して、それら

の水準が低いことがわかる。また、各国間において、それぞれの指標について

格差もみられる。この健康・保健指標を、東南アジア諸国の経済指標を示した

表 2-1 と比較すると、やはり、１人あたり GDP の値が高い国ほど、健康・栄  
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表 2-3 東南アジア諸国の保健分野の指標  

 
結核の   
感染率  

１歳未満児の  安全な水源 適切な衛生 
 予防接種率  を利用でき 施設を利用 
 結核  はしか る割合  できる割合 

国名  
(対 10 万人) （％） （％） （％）  （％）  
2005 年  2005 年 2005 年 2004 年  2004 年  

カンボジア 703 87 79  41   17  
インドネシア 262 82 72  77   55  
シンガポール  28  98 96 100 100 
タイ  204 99 96  99   99  
フィリピン 450 91 80  85   72  
ベトナム  235 95 95  85   61  
マレーシア 131 99 90  99   94  
ミャンマー 170 76 72  78   77  
ラオス  206 65 41  51   29  
出 所 ： UND P (2007)  

 

養および保健分野の指標がよりよい傾向にあるといえ、経済状況や貧困が人的

資本の形成・蓄積に影響を与えていることが示唆される。  

また、カンボジア国内においても、貧困が子供の健康・栄養に負の影響を与

えていることを World Bank (2006a,  Ch.6)や World Bank (2007,  Ch.6)が指摘

しているように、貧困と人的資本の形成・蓄積は密接に関連しているものと考

えられる。  

以上の議論から、カンボジアは近年、高い経済成長率を記録しているものの、

依然として低所得国に分類され（ World Bank 2008）、また、東南アジア諸国

のなかでも１人あたり GDP は低く、貧困がもっとも深刻な国であるといえる。

その貧困問題の解決や将来の持続的発展に重要な役割と果たすとされる人的資

本に関する指標も、改善傾向にはあるものの、周辺諸国と比較しても依然とし

て低水準にあることがわかる。  

高所得国ほど、人的資本の指標がよりよいことからも、カンボジアにおける

人間開発や人的資本の向上は、貧困削減にとって重要な鍵であるといえ、子供

の健康・栄養状態を改善することは、将来の生産性・労働市場へのアクセスの

改善や経済成長の促進、そして人びとが貧困の罠から抜け出すことを可能にす

ると期待される。したがって、カンボジアの人的資本について実証的な研究を

することは、この分野の政策を検討する際に大きな意味をもつといえる。  

 

２．調査村落の概要 

 

ここでは、カンボジア農村部で 2005 年と 2006 年に実施した、独自の農村聞
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き取り調査について、その調査村落の概要を示す。なお、この農村聞き取り調

査により得られたデータは、第３章と第４章ならびに第６章での実証分析に用

いている。  

本研究の調査は、2005 年９月にカンボジアの首都プノンペンの南西に位置す

るコンポンスプー州の２村落、 2006 年９～ 10 月にコンポンスプー州およびタ

ケオ州の４村落において実施された 1 0 )。 2006 年の調査は、日本学術振興会の

「魅力ある大学院教育」イニシアティブのプログラムの一環として、神戸大学

大学院国際協力研究科が実施したものである。なお、2005 年のコンポンスプー

州での２村落と、2006 年のそれは、同一の村落であり、調査対象の家計も同一

である 1 1 )。  

こ の ４ 村 落 は 、 1992～ 2004年 に か け て コ ン ポ ン ス プ ー 州 お よ び タ ケ オ 州 の

242村落で実施された、農村開発プロジェクト（ Rural  Development Pro ject：

RDP― プ ロジェク ト開始時 の名称は 、農村開 発・再定 住プロジ ェクト： Rural  

Development and Resett lement Project―）の対象地域であった（このプロジ

ェクトに関する詳細は、 RDP 2004および UNOPS 2004を参照）。  

 この RDPの目的は、農村の貧困軽減と生活水準の改善を実現することで、持

続的な発展を達成することであり、そのために、農業や所得創出、保健教育、

学校建設、識字教育などの技術指導・移転のプロジェクトが数多く実施された。

また、コミュニティー組織の強化と自助努力の推進も同時に行なわれた。この

プロジェクトを実施した結果、対象地域において、農業生産技術や所得創出能

力、公衆衛生・保健、教育、そしてインフラが改善されたとされる（ UNOPS 2004）。

また、村落委員会や農業グループなどの村組織の強化と、コミュニティー・ベ

ースの活動（リボルビング式のクレジット― credit -revolv ing  scheme―など）

の促進を通して、コミュニティーの自助努力を導いたことも、プロジェクトの

主要な成果の一つといえる。  

なお、このプロジェクトは日本政府の資金供与のもと、日本側の実施機関で

ある国際協力機構（ Japan International  Cooperat ion Agency）と UNDP が主

導して実施されたものである。  

このような農村開発プロジェクトが過去に実施された４村落において、本研

究の調査の対象となった家計は、各村落の住民台帳よりランダムに抽出された

168 世帯である。表 2-4 は、（ 2006 年の調査データにもとづく）標本家計の概

要を示している 1 2 )。  

４村落ともカンボジアの平野部に位置し、家計の主な生業は稲作中心の農業

であり、その主な形態は天水農業である（標本家計の 94％が農家）。また、乾

季には果物や野菜などを栽培し、雨季の稲作とあわせて２毛作を行なっている
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家計もみられる。調査村落においては、トラクターなどの農業機械は導入され

ておらず、農作業はすべて人的労働により行われ、耕耘作業と堆肥や収穫物の

運搬などには牛（牛車）を使っている家計がほとんどである。牛の平均所有頭

数は 2.32 頭である。なお、その牛は、調査村落において役畜としてのみならず、

貯蓄の手段として所有されていることが観察されている。  

主要な農業作物である米（籾米）の収量は、平均で１ヘクタールあたり 2.29

ト ン と な っ て い る 。 こ れ は 、 国 連 食 糧 農 業 機 構 （ Food and Agriculture 

Organizat ion o f  the  United Nations： FAO）のデータ 1 3 )による、 2005 年のカ

ンボジアの籾米の平均収量が約 2.48 トンであることから、カンボジア全体の平

均よりも低いといえる。また、東南アジアの平均収量が 3.86 トン（ 2005 年時

点）であり、カンボジアと経済指標が同水準であるラオスが 3.49 トン、ミャン

マーが 3.62 トンであることを考えると、カンボジアおよび調査村落の米の土地

生産性は非常に低いことがわかる 1 4 )。  

農業所得も含めた標本家計の平均家計所得をみると、表 2-4 より、１年間で

約 703 ドル（ 4,000 リエルを１ドルとして換算）であり、これを１人あたりに

換算すると、約 146 ドルとなる。この１人あたり家計所得の平均値は、カンボ

ジア農村部の貧困ライン「１人１日 0.45 ドル」を下回る水準である。また、貧

困ライン以下の家計の割合が 58～ 80％（平均 65％）となっていることからも、

貧困（低所得）が調査村落での問題の一つであるといえる。  

Ｃ村においては、住民が共同で管理している大きな貯水池があり、（村全体

ではないものの）灌漑設備も整っているため、他の村落よりも水資源に恵まれ

ているといえ、乾季にも積極的に畑作を行なっている。そのため、１年を通し

て農業所得が得られ、農業所得が家計所得の半分以上を占めている 1 5 )。また、

Ａ村にも住民が共同で管理しているため池があるが、その規模は小さく、灌漑

設備を整えるまでには至っていない。  

一方、Ｄ村は平野部でも比較的高地に位置するため、水資源が他の村落と比

べて乏しいため、雨季でも干ばつなどの被害を受けやすく、また乾季に作物を

栽培することは困難である。そのためＤ村では、農業以外の所得創出の手段と

して「ほうき」の生産が盛んで、ほとんどの家計がそれを生産し多くの非農業

所得を得ており、非農業所得比率は６割近くになっている。その他の村落では、

村落内に特筆すべき農業以外の産業は存在しない。  

B 村は他の村落と比べて家計所得が低く、貧困家計の割合が高い。これは、

平均的な農地所有面積が小さいにも関わらず、貯水池やため池などの水利施設

が無く、その上、 D 村のように村内やその周辺での非農業就労機会が存在しな

いためであると考えられる。  
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調査村落における非農業所得を得られる職種の内訳は、（自家農業以外での）

農業労働などの日雇い労働と、商業や大工、運輸業、家内工業、および公務員

などの賃金労働である。また、家計所得の 16～ 28％を占める送金は、都市部や

海外で暮らしている家族からのものであるが、その家族の就業先としては、女

性の場合、プノンペンでの繊維縫製工場での従業員としての労働が多く、また、

男性ではバイクタクシーのドライバーなどが多くみられる 1 6 )。  

保健医療分野と関連した指標として、（公立の）コミューン・ヘルス・セン

ター（ commune health center）までの距離をみると、各村落内にはヘルス・

センターは存在せず、もっとも近いセンターまではそれぞれ１～３ km となっ

ている。ただし、 C 村には、２つの私立診療所が存在し、深刻な病気や大ケガ

でない限りは、村人はそこで治療することが可能である。また、 A 村には私立

診療所はないが、看護師が２名おり、軽い病気／ケガであれば治療することが

できる。  

 

表 2-4 標本 家計の概 要（調査 年： 2006 年）  

村落  

コンポンスプー州  タケオ州  

A 村  B 村  C 村  D 村  

標本家計数  46 41 45 36
 標本農家家計数  44 39  43  32  
世帯員数（人）   4 .50   4 .85   4 .62   5 .28  
家計労働者数（人）   2 .37   2 .59   2 .18   2 .56  
世帯主の年齢（歳）  46.94  41 .85  47 .31  43 .72  
世帯員の最大教育年数（年）   8 .65   6 .07   8 .49   6 .97  
家計所得（リエル a/年）  2 ,646 ,799 2,177 ,413 3,116 ,004  3 ,304 ,018
 農業所得率（％）  36.55  34 .91  52 .50  23 .00  
 非農業所得率（％）  35.91  40 .19  31 .42  60 .42  
 送金率（％）  27.54  24 .91  16 .08  16 .58  
１人あたり家計所得 (リエル /年）  588,178  448,951  674,460  625,761  
貧困ライン b 以下の家計（％）  63.04  80 .49  57 .78  61 .11  

農地所有面積（ m 2）  11,049  6 ,111  7 ,160  5 ,508  
米（籾米）の収量（ ton/ha）  1.97  2 .69  2 .34  2 .14  
牛の所有頭数（頭） c 2.26  2 .05  3 .22  1 .75  

村からヘルス・センターまでの距離（ km） 1 3  2  1 .5  
村内の私立診療所または看護師の数（人 ） 2 0  2   0  
村から小学校までの距離（ km）  1 3  1   1  
村から中高等学校までの距離（ km）  2 3  4  1 .5  
出 所 ： 2006 年 農 村 聞 き 取 り 調 査 よ り 、 筆 者 作 成  

注 ： 標 本 家 計 数 以 外 の 値 は 、 各 村 の 平 均 値 を 示 す （ 農 地 所 有 面 積 は 農 地 保 有 家 計 の み の 平 均 値 ）

a  4 , 000 リ エ ル ＝ １ ド ル  

b  カ ン ボ ジ ア 政 府 が 定 め る 農 村 部 の 貧 困 ラ イ ン は 、 １ 人 １ 日 0 . 45 ド ル  

c  子 牛 は 0 . 5 頭 と し て 算 出  



20 

 

同じ人的資本である、教育分野と関連した指標として、村落からもっとも近

い学校までの距離をみると、どの村落にも村内に学校はなく、小学校までの距

離は B 村以外の３村落は１ km、B 村は３ km である。B 村から小学校までは徒

歩で通うには遠く、時間もかかるため、ほとんどの子供が自転車で通学してい

るが、自転車がない子供や自転車に１人では乗れない低学年の子供は学校に通

うことが困難であるという現状がみられた 1 7 )。中高等学校は小学校よりも数が

少ないためにさらに遠く、村から 1.5km～４ km である 1 8 )。（子供の人的資本

に関する指標は、次章以降で示す。）  

 以上のような特徴をもつ調査村落における、家計聞き取り調査により得られ

たデータを用いて、次章では子供の健康・栄養の決定要因について考察してい

く。  

 

 

注  

1） 以 下 、 本 論 文 で の 「 ド ル 」 は 「 米 ド ル 」 の こ と を 指 す 。  

2） 人 間 開 発 指 数 は 、 人 間 開 発 の 達 成 度 を 、 長 寿 、 知 識 、 人 間 ら し い 生 活 水 準 の ３ つ

の 分 野 に つ い て 測 っ た も の で あ る 。具 体 的 に は 、出 生 時 平 均 余 命（ 平 均 余 命 が 85歳

以 上 で 指 数 １ 、25歳 以 下 で 指 数 ０ ）、（ 15歳 以 上 の ）成 人 識 字 率（ 100％ で 指 数 １ 、

０ ％ で 指 数 ０ ） 、 総 就 学 率 （ 100％ で 指 数 １ 、 ０ ％ で 指 数 ０ ） 、 １ 人 あ た り の GDP

（ １ 人 あ た り の GDPが 40 ,000ド ル 以 上 で 指 数 １ 、 100ド ル 以 下 で 指 数 ０ ） の ４ つ の

情 報 か ら 、 そ れ ぞ れ の 比 重 値 に も と づ い て 加 算 を し た も の で あ る 。 HDIは ０ と １ の

間 の 数 値 で 表 さ れ 、そ の 値 が １ に 近 い ほ ど 、人 間 開 発 が 進 ん で い る こ と を 意 味 す る

（ 国 連 開 発 計 画 東 京 事 務 所 ウ ェ ブ サ イ ト ht tp : / /www.undp .or . jp /hdr /参 照 ） 。  

3） NSDPで の 人 び と の 健 康 の 改 善 に 向 け た 目 標 と 、 2005年 時 点 で の 現 状 、 お よ び そ

の 後 の 数 値 目 標 は 下 表 の 通 り で あ る （ 表 A2-1） 。  

 

表 A2-1 NSDPで の 健 康 に 関 す る 目 標  

目 標  2005年  2010年  2015年
乳 児 死 亡 率 （ 対 千 人 ）  66  60  50  
５ 歳 未 満 児 死 亡 率 （ 対 千 人 ）  82  75  65  
妊 産 婦 死 亡 率 （ 対 10万 人 ）  N /A  243  140  
医 師 ・ 助 産 師 等 の 立 ち 合 い に よ る 出 産 の 割 合 （ ％ ）  N /A  70  80  
15～ 49歳 の 成 人 の HIV/AIDSの 感 染 率 （ ％ ）  1 .9  1 .9  1 .8  
マ ラ リ ア に よ る 死 亡 率 （ ％ ）  0 .36  0 .2  0 .1  
結 核 の 有 病 率 （ 対 10万 人 ）  N /A  214  135  
既 婚 女 性 が 適 切 な 出 産 間 隔 を 保 つ 割 合 （ ％ ）  20 .1  44  60  
プライマリーヘルス・サービスを提供するヘルス施設の割合（％） 33  45  70  

出 所 ： R G C  ( 2 0 0 6 )  
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4 ） 本 節 で 示 す 健 康 指 標 の 他 に 、 カ ン ボ ジ ア で の 保 健 分 野 の 大 き な 問 題 と し て 、

HIV/AIDSの 問 題 が 挙 げ ら れ る が 、 こ の 問 題 は 大 き な テ ー マ で あ り 、 本 論 文 で の 直

接 の 課 題 で は な い た め 詳 し く 述 べ る こ と は し な い 。な お 、カ ン ボ ジ ア で は HIV/AIDS

の 知 識 拡 大 や 感 染 予 防 の プ ロ ジ ェ ク ト が 功 を 奏 し 、感 染 率 が 1997年 か ら 減 少 傾 向 に

あ る こ と を 述 べ て お く （ RGC 2006） 。  

5） 出 生 時 平 均 余 命 に つ い て 、 W orld  Bank  (2006a ,  Ch .6 )は 、 2004年 の カ ン ボ ジ ア 国

勢 人 口 調 査 （ Cambod ian  In tercensa l  Popu la t i on  Survey） の デ ー タ を 用 い 、 2003

年 時 点 で 男 性 60歳 、 女 性 65歳 で あ る と し て い る 。  

6） こ れ ら の 栄 養 状 態 を 測 る 指 標 に つ い て 詳 し く は 、 第 ３ 章 の 注 ２ を 参 照 。 ま た 、

Osmani  (1992)に は 、 そ の 他 の 栄 養 状 態 の 計 測 指 標 や そ れ ら の 指 標 の 問 題 点 な ど が

ま と め ら れ て い る 。  

7） Fuj i i  ( 2005)は 、 CDHS2000の デ ー タ を 用 い て 、 ５ 歳 未 満 児 の 栄 養 不 良 を コ ミ ュ ー

ン レ ベ ル （ commune- l eve l、 カ ン ボ ジ ア の 行 政 区 で 州 ― prov ince― 、 郡 ― dis tr i c t

― の 次 に あ た る 最 小 の 行 政 単 位 で 、い く つ か の 村 ― v i l lage― か ら 形 成 さ れ る ― コ ミ

ュ ー ン に 含 ま れ る 村 の 数 は 地 域 に よ っ て 様 々 で あ り 、数 村 か ら 十 数 村 を 含 む 地 域 も

あ る ― ） で 推 定 し 、 各 地 域 の 栄 養 不 良 の 状 態 を 示 し た 地 図 を 作 成 し て い る 。  

8） WHOは す べ て の 子 供 が 、 BCGを １ 回 、ポ リ オ と DPTを そ れ ぞ れ ３ 回 、は し か を １

回 の 、 予 防 接 種 を １ 歳 ま で に 受 け る こ と を 推 奨 し て い る 。  

9） 子 供 、 特 に 乳 児 の 健 康 状 態 に 強 い 影 響 を 与 え る 、 母 親 ・ 妊 婦 の 健 康 に 関 す る 指 標

や 母 子 保 健 に つ い て は 、 NIPH and  NIS  (2006)や World  Bank (2007)な ど を 参 照 。  

10）コ ン ポ ン ス プ ー 州 お よ び タ ケ オ 州 は 、カ ン ボ ジ ア 国 内 に お い て は 、中 高 位 所 得 州

に 含 ま れ る 。  

11）B村 に つ い て 、2005年 の 調 査 で は 46世 帯 に 対 し て 聞 き 取 り を 行 っ た が 、2006年 に

は 、41世 帯 の み と な っ て い る 。こ れ は 、2006年 の 調 査 時 に 前 年 と 一 致 す る 世 帯 が 見

つ か ら な か っ た た め で あ る 。  

12）４ 村 落 と も 、住 民 の ほ と ん ど が ク メ ー ル 人 で 、仏 教 徒 で あ る 。な お 、 2005年 の 調

査 に お け る 標 本 家 計 の 概 要 は 、 第 ６ 章 の 表 A6-1を 参 照 。  

13） FAOの 統 計 デ ー タ ベ ー ス （ FAOSTAT） 参 照 （ http : / / f aos ta t . fao .o rg /） 。  

14）カ ン ボ ジ ア の 稲 作 に つ い て は 、World  Bank (2006a ,  Ch .5 )や 矢 倉  ( 2008 ,  第 ３ 章 )

な ど を 参 照 。  

15）な お 、Ｃ 村 の 村 長 は 女 性 で あ り 、彼 女 が 自 ら の 畑 で デ モ ン ス ト レ ー シ ョ ン・フ ァ

ー ム を 行 い 、 住 民 に 畑 作 の 手 本 を 示 す な ど 、 農 業 所 得 機 会 の 創 出 に 熱 心 で あ る 。

ま た 住 民 か ら の 人 望 も 厚 く 、 彼 女 の リ ー ダ ー シ ッ プ 能 力 は 他 の ３ 村 落 の 村 長 よ り

も 秀 で て い る と い え る だ ろ う 。  

16） カ ン ボ ジ ア に お け る 出 稼 ぎ に つ い て 詳 細 は 、 ア ジ ア 人 口 ・ 開 発 協 会  ( 2007 )や 矢
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倉  ( 2008 ,  第 ７ 章 )を 参 照 。  

17） 実 際 、 第 ４ 章 の 表 4-1 で 各 村 落 の 子 供 の 就 学 率 を み る と 、 B 村 が も っ と も 低 く 、

ま た 入 学 遅 延 の 子 供 の 割 合 は 高 い こ と が わ か る 。  

18） カ ン ボ ジ ア で は 多 く の 場 合 、 中 等 学 校 と 高 等 学 校 は 併 設 さ れ て い る 。  
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第３章 子供の健康・栄養の決定要因 1 ) 

 

１．はじめに 

  

既述のように、今日の開発において人的資本の形成・蓄積が果たす役割が注

目されている。とりわけ、その人的資本の１要素である子供の健康の改善は、

将 来 の 経 済 成 長 や 持 続 的 発 展 に と っ て 大 き な 意 味 を も っ て お り （ 佐 藤 ・ 青 山  

2005）、子供の健康・栄養状態の決定要因の解明は、健康改善やひいては貧困

の削減について重要な示唆を与えるものと考えられる。  

子供の健康・栄養の決定要因に関する実証研究は、多くの国や地域を対象に

行われているが、同じ決定要因であっても、子供の健康・栄養に対する影響は

それぞれにおいて差異がみられ、子供の健康・栄養改善の政策を検討する際に

は、当該地域における研究が必要不可欠であるといえる（先行研究については、

第１章２節および次節を参照）。そこで、本章では、カンボジアの農村部に居

住する子供の健康・栄養の決定要因について分析することを目的とする。  

 カンボジアの人びとの健康水準を示す指標は、いずれも改善傾向にあるもの

の、前章で示したように、周辺諸国や、同経済水準の国と比べて、依然として

低水準にある。World Bank (2006a)によると、保健分野においては、子供の栄

養不良が解決すべき重大な問題として存在しており、５歳未満児の約半数が栄

養不良で、その割合は低所得な家計の子供ほど高くなっている。  

このような現状にあるカンボジアにおいて、子供の健康・栄養の決定要因に

関する実証研究は、これまでに知られていない。したがって、カンボジアでも

特に貧困問題が深刻な、農村部での子供の健康・栄養に焦点をあてた分析を行

うことで、カンボジア特有の要因や貧困との関連性などを探ることが可能であ

ると考える。本章では、子供の健康・栄養の決定要因のなかで、特に親の教育

と家計の社会関係資本に着目し、カンボジア農村で収集した独自のデータを用

いて分析を行う。  

 本章の構成は次の通りである。第２節では、子供の健康・栄養の決定要因に

関する先行研究をまとめ、本章での検証仮説を導く。第３節では、調査対象と

なった村落における、子供の健康の特徴を記述統計により概観し、つづく第４

節では、子供の健康・栄養の決定要因について実証分析を行い、その結果を検

討する。最後に第５節で以上の議論から得られた結果をまとめる。  
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２．先行研究  

 

本節では、特に開発途上国の子供の健康・栄養の決定要因に関する先行研究

をレビューし、カンボジアの調査村落における子供の健康・栄養状態の決定要

因についての実証モデルを構築するための仮説を導出する。  

第１章２節で述べた通り、子供の健康・栄養状態の決定にはさまざまな要因

が挙げられるが、本章では、そのなかでも特に親の教育と社会関係資本に焦点

をあてる。  

先行研究において、子供の健康・栄養状態を測る指標としては、長期（慢性）

の栄養不良を評価するのに適した年齢別身長（ height /stature- for -age）がもっ

とも多く用いられている。その他にも、短期（急性）の栄養不良を評価するの

に適した年齢別体重（ weight- for -age）や身長別体重（ weight- for -height）を

はじめ、標準化した腕の周囲（ standardized arm c ircumference）や栄養摂取

量（ nutrient  intakes）、乳幼児死亡率などの指標が用いられている。本論文

では、そのなかでも、「年齢別身長」と「年齢別体重」を子供の健康・栄養状

態を測る指標として用いる 2 )。  

 子供の健康・栄養状態の決定因として、親の教育水準については、両親の教

育が共に子供の健康・栄養に正の影響を与えていることが、多くの先行研究に

おいて明確にされている。実際、 Thomas (1994)はアメリカとガーナ、ブラジ

ルの３ヵ国のデータを用いて、Wolfe  and Behrman (1982)はニカラグアのデー

タを用いてそれぞれその関係を示している。また、 Strauss  (1990)はコートジ

ボアールにおいて、 Thomas,  Strauss  and Henriques  (1990)はブラジルにおい

て、両親の教育が子供の健康に対して共に正の影響を与えていることを示した

上で、その影響は母親の教育の方が大きいとしているなど、親の教育でも、特

に母親の教育水準が父親のそれよりも大きな影響を与えていることが知られて

いる（ Wolfe  and Behrman 1987； Desai  and Alva 1998 など）。  

一方、 Horton (1986)はフィリピンを、 Haughton and Haughton (1997)はベ

トナムをそれぞれ対象にして、年齢別身長で測った子供の栄養状態への両親の

教育の影響に関して考察し、父親の教育のほうが母親のそれよりも（正の）影

響が大きいという観察事実を見出している 3 )。このことから、両親の教育の影

響、また父親・母親のどちらの教育の影響が大きいかは、国や地域によっても

異なるものと考えられる。  

また、子供の健康・栄養に対しては、親の教育が直接的に子供の健康を改善

するのではなく、教育（識字能力など）が親の情報（メディア）やヘルスに関

する知識へのアクセスを容易にすることを通じて、間接的に影響を与えている
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ことを Barrera (1990)や Thomas,  Strauss  and Henriques (1991)、 Glewwe 

(1999)、Kovsted,  Portner  and Trap (2003)らは指摘している。Thomas,  Strauss  

and Henriques  (1991)はブラジルにおいて、親の教育効果は情報へのアクセス

を通してのほうが大きいとし、 Barrera (1990)はフィリピンにおいて、親の教

育が、情報へのアクセスを容易にすることにより、間接的に子供の健康を改善

することを示している。また Glewwe (1999)のモロッコ、Kovsted,  Portner  and 

Trap (2003)のギニアビサウを事例とした研究では、教育が健康・栄養に関する

知識を増加させることにより、子供の健康に影響を与えているとしている 4 )。  

親の教育と情報が子供の健康・栄養に与える影響を検証した、これらの先行

研究のうちで、Wolfe  and Behrman (1982)や Barrera (1990)、Strauss  (1990)、

Thomas,  Strauss  and Henriques  (1991)らは、子供が居住する地域やコミュニ

ティーの属性も子供の健康・栄養状態を決定づける重要な要因であることも指

摘している。  

 次に、社会関係資本に関しては、既述のように、近年、それが経済活動や人

的資本の形成・蓄積に対して重要な役割を果たすことが明らかになりつつある

（ Coleman 1988；佐藤  2001；宮川・大守  2004； Fafchamps 2006）。また、

人的資本の一つである人びとの健康に対しても、社会関係資本が正の影響を与

えていることが指摘されており、Miller  et  a l .  (2006)はインドネシア、Yip et  al .  

(Undated)は 中国 にお ける 成人 の健 康に 関す るデ ータ を用 いて 、そ れぞ れそ の

正の影響を示している。  

以上の議論を踏まえると、カンボジア農村における、子供の健康・栄養の決

定要因についての実証分析で検証すべき仮説として、  

（ 3-1）教育水準の高い親を持つ子供ほど健康である／栄養状態がよい、  

（ 3-2）教育が親の情報へのアクセスを容易にすることにより、間接的に子供

の健康・栄養に正の影響を与える、  

（ 3-3）社会関係資本の蓄積が大きい家計の子供ほど健康である／栄養状態が

よい、  

（ 3-4）子供が居住するコミュニティー・地域の属性が子供の健康・栄養状態

に影響を与える、  

の４点が挙げられる。本章では、これらの実証仮説のうちでも、特に仮説（ 3-1）

と（ 3-3）および（ 3-4）の３点を実証すべき仮説をとして、次節以降で、これ

までに研究のなされていないカンボジア農村でのデータを用いて実証分析を行

う 5 )。  
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３．調査村落での子供の健康・栄養  

  

本章の分析には、 2006 年９～ 10 月にカンボジアのコンポンスプー州とタケ

オ州の４村落で実施された、農村聞き取り調査のデータを用いる（調査村落の

概要については前章２節を参照）。各村落の住民台帳よりランダムに抽出され

た、調査対象 168 世帯のうち、14 歳以下の子供が少なくとも１人はいる家計は

136 世帯で、14 歳以下の子供の総数は 284 人である。本章では、両親の教育が

子供の健康に与える影響を考察するために、５歳以上～ 14 歳以下の子供がおり、

父親と母親がともに健在である家計（ 107 世帯）のみを分析の対象とする（そ

の年齢の子供は 201 人）。その子供と家計の属性を村落ごとに示したのが表 3-1

である。  

 子供の健康・栄養を測る指標として、本論文では長期の栄養不良を評価する

のに適した指標である「年齢別身長ｚスコア」と、短期の栄養不良を評価する

のに適した指標である「年齢別体重ｚスコア」の２つの指標を用いる（これら

の指標については注２参照）。  

表 3-1 より、年齢別身長ｚスコアの平均値をみると、C 村の－ 2.15 がもっと

も高く（子供の平均的な栄養状態が一番よく）、もっとも低い B 村では－ 3.29

となっている。また、年齢別体重ｚスコアの平均値も C 村がもっとも高く－ 2.23

で、もっとも低い B 村は－ 3.37 となっており、子供の健康・栄養状態が村落間

でも差があることがわかる。 NIPH and NIS (2006)は、ｚスコアの値が－２以

下を栄養不良、さらに－３以下を深刻な栄養不良としており、これに従うと、

どの村落の平均値も栄養不良の（ B 村は深刻な栄養不良）の水準にあるといえ

る。また成長阻害と低体重で測った栄養不良の子供の割合も高く、調査村落に

おいて子供の栄養不良は深刻な問題であるといえる。  

これらの子供の健康・栄養状態を示すｚスコアの平均値は、 C 村がもっとも

高く、次いで D 村または A 村、そして B 村の順となっている。この関係は、

前章の表 2-4 の、各村落の「家計所得」や「１人あたり家計所得」の平均値、

また「貧困ライン以下の家計」の割合の順番にほぼ対応した関係となっており、

調査村落においても、低所得（貧困）と健康には関連があるものと考えられる。  

両親の教育年数に関しては、 A 村が父親と母親の共にもっとも長く、ついで

C 村、D 村、B 村の順となっている。B 村の平均教育年数が、A 村のそれと（父

親と母親のいずれも）２年近く異なることから、同じ州内であっても、教育水

準に格差が生じているものと考えられる 6 )。  

また、親の情報源へのアクセスに関しては、どの村落もテレビを見ている割

合がもっとも高く、ついでラジオ、新聞の順となっている（ただし C 村はその
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逆）。なかでもラジオとテレビは A 村が、新聞については C 村が他の村落と比

べて、家計のそれらへのアクセスの割合が高くなっている。  

現地での聞き取り調査において、B 村および D 村では、健康や衛生に対する

住民全体の意識・認識が、A 村および C 村と比べて低いという現状がみられた。

このことが、各家計での「飲み水の沸騰率」と「トイレ使用率」に反映されて

いるものと考えられる。  

以上の記述統計から、カンボジア農村において、村落全体として健康や衛生

に対する認識が高く、貧困家計の割合が少ない村落に居住している子供の方が、

そうでない村落に居住している子供よりも、より健康である、栄養状態がより

よい傾向にあることがわかる。  

 

表 3-1 調査 村落にお ける子供 および家 計の属性  

 コンポンスプー州 タケオ州  

         村落  A 村 B 村 C 村  D 村  
子供の属性  

５～ 14 歳の子供数（人）    35    56    57    53  
 女児比率（％）  54.29  53 .57   56 .14   41 .51  
年齢別身長ｚスコア  － 2.81  － 3.29  － 2.15  － 2.77  
 成長阻害の割合（％） a 77.14  81 .14   52 .63   73 .58  
年齢別体重ｚスコア  － 3.02  － 3.37  － 2.23  － 3.27  
 低体重の割合（％） a 85.11  89 .29   54 .39   77 .36  

家計・親の属性  

家計数    21    28    32    26  
母親の教育年数（年）   4 .14   2 .18   3 .53   3 .42  
父親の教育年数（年）   5 .71   3 .75   5 .69   5 .42  
情報源      

ラジオを聞く家計の割合（％）  38.10  28 .57  18 .75  34 .62  
テレビを見る家計の割合（％） 95.24  75 .00  78 .13  69 .23  
新聞を読む家計の割合（％） 19.05  14 .29  28 .13  19 .23  

飲み水の沸騰率（％）  85.71  71 .43  78 .13  57 .69  
トイレ使用率（％）  57.14  42 .86  46 .88  26 .92  
出 所 ： 2006 年 農 村 聞 き 取 り 調 査 よ り 、 筆 者 作 成  

注 ： 人 数 お よ び ％ 値 以 外 は 、 各 村 落 の 平 均 値 を 示 す  

a  年 齢 別 身 長 ｚ ス コ ア が － ２ 以 下 を 成 長 阻 害 、年 齢 別 体 重 ｚ ス コ ア が － ２

以 下 を 低 体 重 と し て 算 出  

 

 表 3-2 は、調査村落における子供の健康・栄養状態と親の教育との関係を示

したものである。はじめに、母親の教育年数と子供の年齢別身長および年齢別

体重のｚスコアをみると、その年数が０年であっても、教育を受けた母親の子

供よりも栄養状態が特に悪いとはいいきれない。また、母親の識字による違い

もみられない。母親が中等教育修了以上の教育水準であれば、子供の健康・栄



28 

 

養状態はよくなるといえるが、この記述統計からは、カンボジアの調査村落に

おいて、母親の教育水準と子供の健康・栄養状態に正の関係があるとはいいが

たい。  

 一方、父親の教育水準をみると、父親の教育年数が上がるにつれて子供の年

齢別身長ｚスコアは高くなる、つまり長期の栄養状態がよりよい傾向にあるこ

とが示されている。また、年齢別体重に関しては、無教育よりも教育を少しで

も受けた父親の子供のほうが短期の栄養状態がよりよいといえ、さらに、中等

教育修了以上であると特によいことがわかる。父親が識字の場合と非識字の場

合を比べると、識字の父親を持つ子供の方が、長期的にも短期的にも栄養状態

がよいことがわかる。このことから、本研究の調査村落では、父親の教育水準

が高いほうが、その子供の健康・栄養状態がよいと考えられる。  

 

表 3-2 調査村落における親の教育と子供の健康  

 子供   子供  
  年齢別身長 年齢別体重  年齢別身長 年齢別体重

母親  ｚスコア  ｚスコア 父親  ｚスコア  ｚスコア

教育年数    教育年数    
 ０年  － 2.63 － 2.88  ０年  － 3.28 － 3.38 
 １－３年  － 2.92 － 2.91  １－３年 － 2.99 － 2.98 
 ４－６年  － 2.74 － 2.89  ４－６年 － 2.95 － 3.10 
 ７－８年  － 2.66 － 3.37  ７－８年 － 2.52 － 3.07 
 ９年以上  － 2.17 － 2.23  ９年以上 － 1.61 － 1.61 

非識字  － 2.73 － 2.96 非識字  － 3.50 － 3.65 
識字  － 2.75 － 2.96 識字  － 2.66 － 2.88 
出 所 ： 2006 年 農 村 聞 き 取 り 調 査 よ り 、 筆 者 作 成  

 

４．実証分析 

 

4.1 実証モデル  

以下では、子供の健康・栄養の決定要因について、第２節で示した３つの実

証仮説を検証するための実証モデルを示す。本章では、家計内生産関数を考慮

した、家計の効用最大化モデルより導出された、次のような子供の健康に関す

る誘導形決定関数を用いる 7 )。  

),,,,,,( hhhihICii VSCXXFppHH                （ 3-1） 

ここで、 iH は子供 i の健康・栄養状態、 Cp と Ip は消費財 C と保健関連の投入財 I

の価格、 hF は家計資産、 iX は子供 iの属性、 hX は家計および両親の属性、 hSC は

家 計 の 社 会 関 係 資 本 、 hV は 家 計 が 居 住 す る 村 落 の 属 性 を そ れ ぞ れ 示 し て い る 。 

 （ 3-1）式より、子供の健康についての実証モデルを次のように定式化する。
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ihhhhii VSCFXXH   543210        （ 3 - 2） 

子供の健康を測る指標 iH として、本章では「年齢別身長ｚスコア」と「年齢別

体重ｚスコア」の２指標を用い、（ 3-2）式は最小二乗法（ OLS）により推計す

る。 0 ～ 5 はパラメーターを、 i は撹乱項をそれぞれ示している。実際に推計

に用いた変数の定義と基本統計量は表 3-3に示している。  

 ここで、実証仮説（ 3-1）は、両親の属性としての、母親・父親の教育水準（年

数）により検証する。また、仮説（ 3-4）の検証には、子供の健康・栄養状態が

平均的にもっともよい C村をベースとした、３つの村落ダミーを用いる。  

 第２節で示した実証仮説（ 3-3）を検証するために、本章では、社会関係資本

を「コミュニティー（村落）内の個人間の結合関係（社会的ネットワーク）と、

そのネットワークから生じる互酬関係および信頼の規範」と定義し、説明変数

の一つで ある「家 計の社会 関係資本 の指標 hSC 」として、 次のよう な２つの 指

標を用いる（社会関係資本の定義に関する議論は、佐藤  2001 や宮川・大守  2004、

および World Bank 2003 を参照）。  

第１の指標「グループ」は、家計の村落内（またはコミュニティー内）に存

在する農業グループや裁縫などの技術訓練グループなどへの参加件数であり、

家計の構造的（ structural）社会関係資本を測る指標である。  

第２の指標は、次の認知的（ cognit ive）社会関係資本に関する３つの質問に

ついて家計がどの程度であると考えているのかを問い、その回答にもとづいた

主成分分析（ princ ipal  component analysis）により得られる。  

 

Q１：過去１年間に村落全体の利益になるような活動（集会所やパゴダ、道

路の補修など）への住民の参加率  

 ［ (ほぼ )全員＝１、約半分＝２、少数＝３］  

Q２：もし水の供給などの問題が起こった場合に、問題解決に協力する住民

の割合  ［ (ほぼ )全員＝１、約半分＝２、少数＝３］  

Q３：もし自分の家畜が行方不明になった場合に、探すことを手伝ってくれ、

見つけた時には返還してくれる住民の割合  

 ［ (ほぼ )全員＝１、約半分＝２、少数＝３］  

 

第１主成分の因子負荷量（ factor  loadings）は、それぞれ Q１＝ 0.657、 Q２

＝ 0.783、 Q３＝－ 0.372 と、 Q１および Q２と強い相関がみられるので、この

２つの質問に対する回答を用いて第１主成分のスコアを求めることとする（第

１主成分の寄与度は 0.394）。  

この２つの質問は、村落レベルの社会関係資本を示すものであるため（ World  
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表 3-3 変 数 の定 義 と基 本 統 計 量  

変数名  定義  平均  標準偏差

子供の属性     

 年齢別身長  年齢別身長ｚスコア  － 2.746   1 .531  
 年齢別体重  年齢別体重ｚスコア  － 2.958   1 .539  
 子性別  子供の性別：女児＝１、男児＝０    0 .512   

子年齢(子年齢２) 子供の年齢（月） (その２乗項 ) 122.746  33 .379  
 授乳  授乳を受けた期間（月）   25 .169  13 .775  
 きょうだい  きょうだいの人数    4 .080   1 .901  
親の属性     
 母教育  母親の教育年数（年）    3 .144   2 .626  
 父教育  父親の教育年数（年）    5 .234   3 .276  

 母が高教育  
母親の教育年数が父親の教育年数より 

  0 .179  
 

 長い＝１、それ以外＝０   
 母年齢  母親の年齢（年）   38 .015   7 .413  
 父年齢  父親の年齢（年）   39 .284   8 .677  
 母身長  母親の身長（ cm）  152.399   5 .229  
 父身長  父親の身長（ cm）  162.812   6 .455  
 母身長なし  母親の身長のデータなし＝１、あり＝０   0 .050   
 父身長なし  父親の身長のデータなし＝１、あり＝０   0 .055   
家計の属性     
 社会関係資本     
  グループ  農業グループなどへの参加件数    0 .766   0 .768  
  家計 SC  家計レベルの社会関係資本（本文参照 ）   0 .000   0 .475  
 家計資産  家計の保有物的固定資産 a（対数値）  15 .791   0 .905  
村落ダミー b A 村落、 B 村落、 D 村落    

出 所 ： 2006 年 農 村 聞 き 取 り 調 査 よ り 、 筆 者 作 成    

a  物 的 固 定 資 産 に は 、 農 業 固 定 資 産 と 保 有 家 畜 、 耐 久 財 、 お よ び 家 ・ 宅 地 （ 現 在
    価 値 ） が 含 ま れ る  

b  C 村 落 の 年 齢 別 身 長 お よ び 年 齢 別 体 重 の ｚ ス コ ア の 平 均 値 が も っ と も 高 い の で 、
    ベ ー ス の 村 落 と し た  

 

Bank 2003）、はじめに、２つの質問に対する回答を用いて得られた第１主成

分のスコアの村落ごとの平均値を計算し、これを「村落レベルの社会関係資本」

と定義する。その上で、各家計の第１主成分のスコアの村落の平均値からの乖

離を、「家計レベルの社会関係資本」の指標とし、「家計 SC 」と表記する。こ

こで、この２つの質問の回答の数値が低いほうが社会関係資本は高いととらえ

ると、この指標「家計 SC 」は、社会関係資本の低さを表す指標となる。したが

って、家計の社会関係資本が子供の健康に正の影響を与えるのであれば、この

指標のパラメーターが負であれば整合的となる。  

また、本章では、両親の属性として、母親・父親の教育年数に加え、「母が

高教育」として母親の教育年数が父親のそれよりも長い場合には１をとるダミ

ー変数を加える。これは、三輪  (2007)において、カンボジア農村において父親
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の教育水準のみが子供の健康・栄養水準に影響を与えることがすでに示されて

いるが、もし母親の教育の方が高水準である場合には、果たしてその影響はど

う変化するのかを考察するためである 8 )。また、両親の年齢も考慮する。  

さ ら に 、 子 供 の 健 康 状 態 に は 、 生 ま れ な が ら に も っ て い る 健 康 の 賦 存 量

（ health endowment）も影響していると考えられるが、それは直接観察するこ

とができない。しかし、それを考慮せずに推計を行うことは、推計バイアスを

もたらす可能性があるため、そのバイアスを縮小させるために、Glewwe (1999)

にしたがい、母親と父親の身長を説明変数として含める。これは、身長が高い

親はよりよい健康の賦存量をもっているといえ、またそれが子供に遺伝すると

考えるためである 9 )。  

 

4.2 推定結果  

（ 3-2）式の子供の健康・栄養の決定関数の推定結果を示したのが表 3-4 であ

る。  

はじめに、子供の長期の健康・栄養状態を示す年齢別身長ｚスコアの推定結

果が、表 3-4 の第１列に示されている。推定結果は、カンボジア農村において、

より高い父親の教育水準が、年齢別身長ｚスコアで測った子供の健康・栄養を

高めていることを示しており、実証仮説（ 3-1）と整合的である。一方、母親の

教育は有意な影響を示していないが 1 0 )、これは、前節での記述統計（表 3-2）

でみられた傾向と整合的な結果であるといえる。  

家計の社会関係資本の指標は、「家計 SC 」の係数が有意に負となっており、

この指標が社会関係資本の低さを表す指標であることから、家計レベルの特に

認知的社会関係資本が正の影響を与えていることを意味し、実証仮説（ 3-3）を

支持する結果となっている。  

これらの仮説について、短期の栄養状態を測る指標である年齢別体重ｚスコ

アの推定結果により検証すると、表 3-4 の第２列より、年齢別体重に対しても

父親の教育が、また、「グループ」で測った家計の構造的社会関係資本が、そ

れぞれ有意に正の影響を与えていることがわかる。このことから、カンボジア

農村において、実証仮説（ 3-1）と（ 3-3）は、短期的および長期的な子供の健

康・栄養状態のどちらに対しても支持されうるといえる。  

ここで、より高い家計の社会関係資本が、子供の健康状態に影響する理由と

して、いくつか挙げられる。はじめに、家計が村落内の活動・集会に積極的に

参加し、他の家計や住民との結合・協調関係を築くことで、子供が病気になる

など、家計になんらかのショックが起こった場合に手助けをしてもらえる可能

性が高くなることが考えられる。また、他の住民と交流を図ることで、保健や
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衛生といった健康に関わる情報をより多く得ることができることが第２の理由

として挙げられる。さらに、調査村落においては、トイレ・井戸は各家計には

なく、何世帯かで共有する必要があるため、社会関係資本の蓄積はそれらへの

アクセスを容易にし、その結果として衛生状態などが改善され、子供の健康に

も正の影響を与えるものと考えられる。  

 さらに、子供の年齢別身長ならびに年齢別体重のｚスコアの平均値がもっと

も高かった C 村を基準村とした村落ダミーが、年齢別身長ｚスコアに対しては

A 村が、年齢別体重ｚスコアに対してはすべての村落がそれぞれ有意となって

いる。このことから、村落の属性も子供の健康・栄養に強い影響を与えている

ものと考えられ、実証仮説（ 3-4）が支持されることを示している。  

 その他の変数としては、年齢別身長ｚスコアに対して、子供の年齢とその２

乗項が５％水準でそれぞれ正と負で有意となっていることから、子供の年齢が

上がるにつれて健康状態は改善するが、その変化率は低減することが示唆され  

  

表 3-4 子 供 の健 康 ・栄 養 決 定 関 数 の推 定 結 果 （OLS） 

被説明変数   年齢別身長ｚスコア  年齢別体重ｚスコア  

説明変数   係数  t 値  係数   t 値  
切片   － 15.978 * * * － 3.20 － 12.603 * *  － 2.50  
子性別     0 .003     0 .01   0 .134    0 .64  
子年齢     0 .054  * *   2 .05   0 .021    0 .78  
子年齢２   － 0.0002 * * － 2.09 － 0.001 － 0.95  
授乳     0 .016  * *   2 .03   0 .007    0 .86  
きょうだい   － 0.011   － 0.12 － 0.058  － 0.63  
母教育   － 0.019   － 0.39 － 0.066  － 1.35  
父教育     0 .111  * * *   2 .59   0 .116 * * *    2 .70  
母が高教育   － 0.308   － 0.91   0 .059    0 .17  
母年齢     0 .073     1 .65   0 .125 * * *    2 .82  
父年齢   － 0.042   － 1.17 － 0.060  － 1.65  
母身長     0 .011     0 .48   0 .014    0 .62  
父身長     0 .027     1 .52   0 .031 *    1 .71  
母身長なし     1 .194     0 .73   2 .186    1 .33  
父身長なし   － 0.328   － 0.21 － 1.235  － 0.77  
グループ     0 .144     1 .05   0 .257 *    1 .86  
家計 SC   － 0.438  *  － 1.88 － 0.192  － 0.82  
家計資産     0 .161     1 .18 － 0.049  － 0.36  
A 村落   － 0.723  * * － 2.25 － 0.848 * * *  － 2.62  
B 村落   － 0.497   － 1.52 － 0.700 * *  － 2.13  
D 村落   － 0.487    － 1.60 － 1.083 * * *  － 3.52  
自由度修正済み R 2 0.163   0.158  
標本数     201   201 
出 所 ： 筆 者 作 成  

注 ： *は 10％ 、 * *は ５ ％ 、 * * *は １ ％ 水 準 で 統 計 的 に 有 意  
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る。また、カンボジア農村においては授乳期間が長いほど、子供の長期的な健

康に正の効果があるといえる。  

一方、年齢別体重ｚスコアに対しては、「母年齢」の係数が有意に正となっ

ている。これは、年齢が高い母親ほど子育ての経験や知識が豊富であると考え

られるためで、そのような経験や知識が、短期的な（急性の）栄養不良をもた

らしうる病気などを未然に防ぐことにもつながっている可能性があるといえる。

「父身長」の係数も 10％水準で正に有意であり、父親の身長が子どもの短期的

な健康状態に対して影響を与えていることが示唆される。  

 

５．おわりに 

  

本章では、子供の健康・栄養と、その親の教育水準および家計の社会関係資

本との関係を、カンボジア農村でのデータにもとづいて検証した。その分析結

果より、子供の健康・栄養に対して、親の教育、特に父親の教育、ならびに、

家計の社会関係資本が正の影響をもたらすという結論が得られた。  

 これまで子供の健康・栄養の決定要因についての研究・分析がほとんど行わ

れてこなかったカンボジアにおいて、それらを実証的に示したという点で、本

研究は意義があるといえる。特に父親の教育水準の子供の健康・栄養への有意

な影響については、カンボジアについての先行研究においてこれまでに指摘さ

れていなかった点であり、本章での分析によりカンボジア農村における新たな

知見が示されたといえる。  

 本章での分析結果を踏まえ、カンボジアにおいて人的資本としての子供の健

康・栄養を改善し、貧困削減や将来の持続的発展を実現するためには、教育水

準の改善と、より多くの家計の社会関係資本の形成・蓄積が重要な戦略となろ

う。  

 これらに加え、家計が居住する村落ダミーが子供の健康・栄養に有意に影響

を与えていることから、村落の属性（社会的ネットワーク、保健衛生や教育に

対する村全体としての意識・認識など）や農業生態環境、また村落の開発・発

展において重要な役割を果たす村長や村落開発委員会（ Vil lage  Development 

Committee）のリーダーシップなどといった要因が、その村落の子供の健康に

影響を与えているものと考えられる。さらに、本章では家計の社会関係資本の

みを考慮したが、村落の属性にも関わるコミュニティー（村落）の社会関係資

本といったものも、子供の健康・栄養に影響を与えている可能性もある。この

ような要因の村落間での差は、開発や保健衛生、教育に関するプログラムをそ

の村落で行う際の、パフォーマンスの違いももたらしうるだろう。したがって、
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子供の健康・栄養改善のためには、住民の保健や教育に関する意識を高め、子

供を村落全体でサポートできるような体制を創出することが不可欠である。  

 ただし、このようなコミュニティーの特性の差異による、子供の健康・栄養

への影響を検証するためには、村落の特徴に関する詳細なデータが必要となる

ため、それらを考慮した分析は今後の課題としたい。  

なお、本章の分析結果からは、多くの先行研究で指摘されているような、母

親の教育水準と子供の健康・栄養の明確な関係は見出せなかった。しかし、こ

のことが、カンボジア農村において母親の教育が重要ではないということを示

唆しているわけではない。それは、NIPH and NIS (2006)や World Bank (2006a)

などで、母親の教育と子供の健康の関係が記述統計により示されていることか

らも、母親の教育水準の向上も、今後の子供の健康・栄養に正の影響をもたら

す可能性が大いにあると考えられるためである。ただし、母親の子供の健康に

対する影響は、家計内での女性の地位や意思決定力といった要因にも左右され

ると考えられるので、この点についても今後さらなる検討が必要であろう 1 1 )。 

 

 

注  

1） 本 章 は 、 三 輪  (2007)を ベ ー ス に 、 加 筆 ・ 修 正 し た も の で あ る 。  

2） 年 齢 別 身 長 は 、 同 じ 性 別 ・ 年 齢 の グ ル ー プ と 比 較 し て 、 そ の 子 供 の 身 長 （ cm） が

ど の 程 度 高 い・低 い か を 示 す 指 標 で あ り 、身 長 が 子 供 の 当 該 年 齢 ま で の 長 期 の 健 康

状 態 と 、栄 養 の 過 程（ nutr i t i ona l  h is tory）を 反 映 す る も の で あ る か ら（ た と え ば 、

栄 養 が 不 十 分 な 状 態 が 続 く と 子 供 は 低 身 長 と な り う る な ど ）、年 齢 別 身 長 は 慢 性 の

栄 養 不 良 を 評 価 す る の に 適 し た 指 標 で あ る と さ れ る 。ま た 、年 齢 別 体 重 も 、同 じ 性

別・年 齢 の グ ル ー プ と 比 較 し て 、そ の 子 供 の 体 重（ kg）が ど の 程 度 重 い・軽 い か を

示 す 指 標 で あ る 。体 重 は 、食 料・ 栄 養 摂 取 量 な ど に 応 じ て す ぐ に 変 動 す る た め 、年

齢 別 体 重 は 急 性 の 栄 養 不 良 を 評 価 す る の に 適 し た 指 標 で あ る と さ れ る 。こ れ ら の 指

標 は 、WHO が 推 奨 す る よ う に 、国 際 的 な 成 長 標 準 値（ ch i ld  growth  s tandards）に

比 例 さ せ て 、ｚ ス コ ア に よ り 表 す 。ｚ ス コ ア の 値 が － ２ 以 下 の 子 供 は 軽 度 、－ ３ 以

下 の 子 供 は 重 度 の 栄 養 不 良 で あ る と 見 な さ れ る （ WHO 2006； 疫 学 管 理 予 防 セ ン タ

ー ― Centers  f o r  Disease  Contro l  and  Prevent ion ― ウ ェ ブ サ イ ト

http : / /www.cdc .gov /growthcharts /参 照 ） 。  

3） Horton  (1986 )と Haughton  and  Haughton  (1997)は 、 両 親 の 身 長 が 子 供 の そ れ に

正 の 影 響 を 与 え て い る こ と も 同 時 に 示 し て い る 。  

4）Webb  and  Block  (2004)は 、母 親 の 学 校 教 育 が 子 供 の 長 期 の 栄 養 状 態（ 年 齢 別 身 長 ）

の 重 要 な 決 定 因 で あ る 一 方 、短 期 の 栄 養 状 態（ 年 齢 別 体 重 ）に 対 し て は 、栄 養 に 関
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す る 情 報 の 蓄 積 度 合 い が よ り 影 響 を 与 え て い る こ と を 、イ ン ド ネ シ ア の 中 央 ジ ャ ワ

農 村 で の 事 例 に よ り 指 摘 し て い る 。  

5）実 証 仮 説（ 3-2）に つ い て 、 本 章 で 用 い る デ ー タ で は 、情 報 （ ラ ジ オ 、 テ レ ビ 、新

聞 ）へ の ア ク セ ス（ 情 報 源 の 選 択 ）と 親 の 教 育 と の 間 に 強 い 相 関 は み ら れ ず 、ま た 、

内 生 性 の 検 定 に お い て も 帰 無 仮 説（「 情 報 へ の ア ク セ ス は 外 生 変 数 で あ る 」）を 棄

却 す る こ と が で き な い た め 、親 の 教 育 の 間 接 的 な 影 響 の 検 証 は 困 難 で あ る 。し た が

っ て 、本 章 で は 親 の 教 育 の 直 接 的 な 影 響 の み を 考 察 す る こ と と す る 。な お 、情 報 へ

の ア ク セ ス を 外 生 変 数 と し て 、 そ の 子 供 の 健 康 へ の 影 響 を 推 定 し た 結 果 は 、 三 輪  

( 2007 )を 参 照 。  

6） た だ し 、 教 育 水 準 に 関 し て は 本 章 の 直 接 的 な 課 題 で は な い の で 、 詳 し い 分 析 は こ

こ で は 行 わ な い 。  

7） こ の よ う な 家 計 モ デ ル に つ い て は 、 Becker  and  Lewis  (1973 )お よ び Rosenzweig  

and  Schul tz  (1983 )を 参 照 。  

8）実 際 、Thomas  (1994)は 、同 様 の ダ ミ ー 変 数 を 用 い て 、そ れ が 子 供（ 特 に 女 子 ）の

身 長 に 有 意 な 影 響 を 与 え る こ と を 示 し て い る 。  

9） 両 親 の 身 長 に つ い て は 、 2007年 10～ 11月 に 同 村 落 の 同 一 家 計 に 対 し て 実 施 し た 調

査 で 計 測 し た も の を 用 い る 。た だ し 、親 が 不 在 で あ っ た た め に 、身 長 を 計 測 で き ず

身 長 の デ ー タ が な い サ ン プ ル が あ る 。こ の よ う な 親 の 身 長 の デ ー タ が な い サ ン プ ル

を 除 い て 推 計 を 行 う こ と は 、サ ン プ ル・セ レ ク シ ョ ン・ バ イ ア ス を も た ら す 可 能 性

が あ る 。 そ の た め 、 Glewwe (1999)に 従 い 、 母 親 と 父 親 の そ れ ぞ れ に つ い て 身 長 の

デ ー タ が 無 い 場 合 に は １ を と る ダ ミ ー 変 数（ 「 母 ・ 父 身 長 な し 」） を 作 成 し 、 そ れ

ら を 説 明 変 数 に 加 え る 。 ま た 、 そ の よ う な サ ン プ ル の 「 母 身 長 」 お よ び 「 父 身 長 」

の 値 は 、 そ れ ぞ れ の 平 均 （ mean） を 代 入 す る 。  

10） そ の 理 由 の 一 つ と し て 、 World  Bank  (2006a ,  Ch .6 )に 示 さ れ て い る よ う に 、 カ ン

ボ ジ ア に お い て 、母 親 の 教 育 水 準 が 中 等 教 育 以 上 で あ る と 、子 供 の 栄 養 不 良 が 大 幅

に 減 少 す る 傾 向 に あ る と い え る が 、調 査 村 落 に お い て は 、多 く の 母 親 が 小 学 校 卒 業

に も 満 た な い 教 育 水 準 で あ る た め に 、子 供 の 健 康・栄 養 へ の 有 意 な 影 響 が み ら れ な

い も の と 考 え ら れ る 。  

11） 実 際 、 Maitra  (2004)は イ ン ド に お い て 、 女 性 の 家 計 内 で の 地 位 向 上 が 、 子 供 の

健 康 に 正 の 影 響 が あ る と し て い る 。  
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第４章 子供の健康・栄養と教育 1 ) 

 

１．はじめに 

  

カンボジア農村における子供の健康・栄養の決定要因について検証した、前

章の分析結果より、親（特に父親）の教育が子供の健康・栄養に対して、正に

有意な影響を与えているという結論が得られ、親の教育と子供の健康の関連性

が示された。しかし、子供自身の教育と健康・栄養状態も密接に関連している

とされている。そこで、本章では、カンボジアの農村部に居住する子供の健康・

栄養と教育について、その関連性を検証することを目的とする。  

 今日のカンボジアにおいて、教育分野は保健分野と並んで、開発や貧困削減

の最重要課題として位置づけられている（ World Bank 2006a）。人びとの教

育水準を示す指標は、健康指標と同様に、改善傾向にあるものの、東南アジア

諸国と比較しても、依然として低水準にある 2 )。World Bank (2006a)によると、

教育分野において、子供の初等教育への就学率は高いものの、入学遅延（公式

な入学年齢である６歳以降での入学）が頻繁に観察され、教育問題の一つとな

っている。その入学遅延の子供は、低所得の家計の子供である傾向がみられ、

また、初等教育を修了する前に退学する割合も高くなっている。  

このような現状にあるカンボジアにおいて、子供の健康・栄養および教育を

改善することは、将来の生産性・労働機会へのアクセスの改善や経済成長の促

進、そして人びとが貧困の罠から脱け出すことを可能にすると期待される。  

子供の健康・栄養状態が教育に影響を与えていることは、多くの先行研究に

より実証されている（先行研究については次節を参照）。しかし、カンボジア

においては、子供の健康と教育との関係についての認識が高いとは言いがたく、

「万人のための教育（ Education for  Al l）」達成に向けた政策を示した RGC and 

MOEYS (2003)において、その点について言及されている程度で、厳密な実証

研究は行われていない 3 )。また、カンボジア農村に居住する子供の健康と教育

の関連性についての実証研究も、これまでに知られていない。  

したがって、カンボジア農村部で収集した独自のデータを用いて、子供の健

康・栄養と教育との関連性を検証し、その関係を明らかにしていくとことは、

カンボジアにおける、この分野の政策を検討する際に重要な意味をもつといえ

る。  

 本章の構成は次の通りである。第２節では、子供の健康・栄養と教育に関す

る先行研究をまとめ、本章での検証仮説を導く。第３節では、調査対象となっ
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た村落について、記述統計を用いて子供の健康と教育の特徴を概観し、つづく

第４節では、CSES03/04 のデータを用いて、子供の健康と教育との関連性を記

述統計により検証する。この CSES03/04 のデータを用いた検証により、農村

部の限られた地域だけではなく、カンボジア全体における子供の健康と教育の

関係を示すことができよう。その後、第５節では、健康と就学および入学遅延

との関係について、農村を事例として実証分析を行い、その結果を検討する。

最後に第６節で以上の議論から得られた結果をまとめる。  

 

２．先行研究 

 

本節では、子供の健康・栄養と教育との関係を示した先行研究をレビューし、

カンボジアの調査村落における子供の健康・栄養と教育との関係についての実

証モデルを構築するための仮説を導出する。  

先行研究において、子供の健康・栄養状態を測る指標として、長期（慢性）

の 栄 養 不 良 を 評 価 す る の に 適 し た 年 齢 別 身 長 が も っ と も 多 く 用 い ら れ て い る

（この指標について詳しくは、第３章注２を参照）。教育の指標としては、（初

等教育へ）入学・就学するかどうかとその時期（入学する年齢）や、テストの

点数などで測られる教育成果、また留年・中退の可能性などが挙げられる 4 )。  

 まず、子供の教育でも、初等教育へ就学（入学）するかどうか（親が子供を

入学させるかどうか）の決定に対して、子供の栄養不良が影響を与えているか

否かについては、 Fentiman,  Hal l  and Bundy (2001)がガーナにおいて記述統

計を用いて明らかにしているほか、Moock and Lesl ie  (1986)がネパール南部に

居 住 す る 農 家 の 子 供 の ク ロ ス セ ク シ ョ ン ・ デ ー タ を 用 い 、 Alderman et  a l .  

(2001)がパキスタン農村で収集した３期間のパネル・データを用いて、子供の

就学決定関数をプロビット・モデルによりそれぞれ推定し、栄養不良が入学に

負の影響を与えていることを共に明らかにしている。  

 次に、入学遅延という概念で捉えられる、子供が入学する時期（年齢）に対

する子供の栄養状態の影響を Glewwe and Jacoby (1995)と Partnership for  

Chi ld Development  (1999)、および Glewwe,  Jacoby and King (2001)は考察し

ている。 Glewwe and Jacoby (1995)は、子供の所得（の割引現在価値）を最大

化するように、両親がその子供の最適な入学時期と就学年数を決定するモデル

を示した上で、その枠組みにもとづき、ガーナでのクロスセクション・データ

を用いて入学遅延の決定因を分析し、栄養状態が入学遅延に有意な影響を与え

ていることを指摘している。また、フィリピンでのパネル・データを用いた、

Glewwe,  Jacoby and King (2001)の研究においても、同様の結果が得られてい
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る。一方、 Partnership for  Chi ld Development  (1999)は、入学遅延を測る指

標として “age- for -grade score”を、ガーナとタンザニアの子供の現在の年齢と

学年のデータから作成し、栄養不良の子供は、より遅く入学する傾向にあるこ

とを記述統計により示している。  

さらに、テストの点数や留年・中退の可能性など、学校・クラスでのパフォ

ーマンスに対しても、子供の（特に長期の）栄養状態が有意な影響を与えてい

ることが指摘されている。具体的に Glewwe,  Jacoby and King (2001)は、パフ

ォーマンスを測る指標として、数学と英語のテストの点数の合計を用い、３期

間モデルの枠組みにおいて、それへの栄養状態のインパクトを考察し、栄養の

改善がその子供の学校でのパフォーマンスを向上させるとしている。  

留年に関しては、 Jamison (1986)  5 )が中国での都市部と農村部、 Moock and 

Lesl ie  (1986)  がネ パール南部でのクロスセクション・データを用いて、よ り

健康な子供ほど留年が少ないことを示している 6 )。また、パネル・データを用

いた Glewwe,  Jacoby and King (2001)のフィリピンでの分析においても、より

よ い 栄 養 状 態 が 留 年 の 確 率 を 低 下 さ せ る こ と が 指 摘 さ れ て い る 。 さ ら に

Glewwe and Jacoby (1995)は、初等教育を修了する年齢の推定を行い、ある年

齢において身長の高い子供の方がより早く終了することを示している。これは、

身長の高い（栄養状態のよい）子供は、より早く（より公式就学年齢に近い年

齢で）入学し、学校でのパフォーマンスもよいために得られる結果であるとし

ている 7 )。  

これらの先行研究のうちで、 Jamison (1986)  と Moock and Lesl ie  (1986)、

および  Glewwe,  Jacoby and King (2001)は、慢性の栄養不良を測る指標とし

ての年齢別身長とあわせて、年齢別体重や身長別体重、体格指標（ body mass 

index： BMI）といった短期（急性）の栄養不良を評価する指標も分析に用い、

栄養不良でも慢性または急性のどちらの影響がより強いかを考察した。その結

果、慢性の栄養不良のほうが教育に対してより大きな影響を与えていることを、

それぞれ明確にしている。  

以上の議論を踏まえると実証分析で検証すべき仮説として、カンボジア農村

において、  

（ 4-1）健康・栄養状態がよりよい子供ほど、初等教育に就学する、  

（ 4-2）栄養不良の（健康状態がよくない）子供ほど入学遅延となりやすい、 

（ 4-3）子供の栄養状態の改善が教育成果（学校でのパフォーマンス）を向上

させる、  

（ 4-4）健康・栄養状態がよりよい子供ほど、卒業が早く、留年や中退の可能

性が低い、  
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（ 4-5）慢性の栄養不良が急性のそれよりも教育に対してより大きな影響を与

える、  

の５点が挙げられる。本章では、これらの実証仮説のうちでも、特に仮説（ 4-1）

と（ 4-2）および（ 4-5）の３点を検証すべき仮説とし、次節以降で、これまで

に研究のなされていないカンボジア農村でのデータを用いて実証分析を行う 8 )。 

 

３．調査村落での子供の健康・栄養と教育  

  

本章の分析には、前章と同様に、 2006 年９～ 10 月にカンボジアのコンポン

スプー州とタケオ州の４村落で実施された、農村聞き取り調査のデータを用い

る。また、分析対象の子供は、前章ならびに、同じ調査村落において、児童労

働が子供の教育と健康に与える影響を検証した Miwa,  Han and Fukui  (2008)

と同様に、５歳～ 14 歳の子供（ 201 人）を対象とする 9 )。調査村落における子

供の教育について、その概要を表 4-1 に示している（子供の健康指標について

は、第３章表 3-1 参照）。  

 表 4-1 には、子供の教育を測る指標として、子供が学校へ就学（入学）して

いるかどうか、学校への入学が遅延であった（６歳以降に入学した）かどうか、

およびその入学遅延の程度（年数）の３つの指標を示している 1 0 )  1 1 )。  

これより、分析対象となる５～ 14 歳の子供の、学校への就学率は 85.6％と、

CSES03/04 でのカンボジア全体の就学率（ 80.9％）より高いが（表 4-4 参照）、

就学率の高い D 村と低いＢ村を比べると、その差は 15.7％にものぼる。小学校

へ入学するカンボジアでの正式な年齢は６歳であるが、その年齢までに入学を

せず、それ以降の年齢で入学をする入学遅延の子供の割合は、 87.8％となって

いる。これは、 CSES03/04 での全体の割合（ 76.9％）よりも高い割合である。

その入学遅延の年数は、平均 2.1 年である。ここでももっとも遅延の少ない D

村と、もっとも多いＢ村では差が大きく（ 13.7％の差）、また C 村と B 村の入

学遅延の年数差は 1.8 年ほどあり、村落間で教育に差があるといえる 1 2 )。  

 

表 4-1 調査 村落にお ける子供 の教育  

 コンポンスプー州 タケオ州  

       村落  A 村 B 村 C 村 D 村  

５～ 14 歳の子供数（人） 35 56  57  53  
教育      
 就学率（％）  82.86  76 .79  89 .47  92 .45  
 入学遅延率（％）  93.10  95 .35  84 .31  81 .63  

 入学遅延年数（年）   2 .07   3 .19   1 .39   1 .86  

出 所 ： 2006 年 農 村 聞 き 取 り 調 査 よ り 、 筆 者 作 成  
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子供の就学率は村落間で差がみられるが、これを年齢別にみると、表 4-2 よ

り、子供の年齢が上がるにつれて就学率は上昇していき、10 歳以上の子供では

就学率がほぼ 100％となっていることがわかる 1 3 )。ただし、就学していても入

学遅延の子供も多いため、同じ年齢であっても、学年にはばらつきがみられる。  

  

表 4-2 調査 村落にお ける子供 の就学率 および在 籍学年  

 人数  
 就学率  入学遅延率 学年  （ /在籍者数）  

 （％）  （％） a 1 2  3  4  5  6  7  8  9  
合計・平均 201  85.57  (172)  87.79 (151) 34 30 21 19 25 24  15  2  2  
年齢別  （歳）              

 5 -6  b  18   22 .22  (  4 )   0 .0   (  0 ) 4  0  0  0  0  0  0  0  0  
7  24   66 .67  (16)  68 .75  (11) 11 4 1  0  0  0  0  0  0  
8  24   95 .83  (23)  91 .30  (21) 12 9 2  0  0  0  0  0  0  
9  14   85 .71  (12)  91 .67  (11) 4  4  3  1  0  0  0  0  0  

10  24   100.0  (24)  87 .50  (21) 3  6  3  9  2  1  0  0  0  
11  13   100.0  (13)  84 .62  (11) 0  2  2  5  2  2  0  0  0  
12  21   100.0  (21)  95 .00  (20) 0  2  2  2  8  6  1  0  0  
13  32   100.0  (32)  93 .75  (30) 0  3  7  1  6  6  7  1  1  
14  29   93.10  (27)  96 .30  (26) 0  0  1  1  7  9  7  1  1  

出 所 ： 2006 年 農 村 聞 き 取 り 調 査 よ り 、 筆 者 作 成  

注 ： 括 弧 内 は 該 当 者 数  
a  就 学 者 の う ち で の 割 合 を 示 す  

b  分 析 対 象 と な る ５ 歳 児 が ５ 人 と 少 な い た め 、 ６ 歳 児 と 合 わ せ て い る  

 

表 4-3 は、調査村落における子供の健康と就学・入学遅延との関係を年齢ご

とに示したものである。前章と同様に、本章でも、年齢別身長ｚスコアと年齢

別体重ｚスコアを、子供の健康・栄養状態を測る指標として用いる。  

就学している子供とそうでない子供の年齢別身長ｚスコアを比べると、どの

年齢においても就学している子供の健康状態がよりよいことがわかる。また、

就学者を通常入学者（６歳またはそれ以前に入学）と遅延入学者（６歳以降に

入学）にわけ、そのｚスコアを比較すると、遅延入学者の方が低くなっている。

ここから、カンボジアの調査村落において、より健康・栄養状態のよい子供の

方が学校により就学をし、また入学遅延にもなりにくいという傾向がみられる

ことがわかる 1 4 )。  

 

４． CSES03/04 による記述統計 

 

ここでは、本章の分析の焦点である、子供の健康と教育との関連性、および

そのカンボジア全体での実態を、 2003～ 04 年に実施されたカンボジア社会経

済調査（ CSES03/04）のデータを用いて記述統計により考察していく。子供の  
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表 4-3 調査 村落にお ける子供 の健康と 就学・入 学遅延  

年齢別身長ｚスコア  

 全体   就学者 未 就 学 者
通常  遅延   

入学者 a 入学者 a 

全体  － 2.75   － 2.59 － 3.66 － 1.34 － 2.77  
年齢別  （歳）       

5‐ 6 － 2.47   － 2.30 － 3.76  － 2.30  …  

7 － 2.50   － 2.10 － 3.29  － 1.66  － 2.30  
8  － 2.84   － 2.82 － 3.27    1 .67  － 3.11  
9  － 2.66   － 2.41 － 4.15  － 1.17  － 2.53  

10  － 2.22   － 2.22 …  － 2.20  － 2.22  
11  － 2.47   － 2.47 …  － 1.02  － 2.73  
12  － 2.84   － 2.84 …  － 2.06  － 2.92  
13  － 2.69   － 2.69 …  － 1.20  － 2.79  
14  － 2.96   － 2.89 － 3.95  － 0.07  － 3.00  

年齢別体重ｚスコア  

 全体   就学者 未 就 学 者
通常  遅延   

入学者 a 入学者 a 

全体  － 2.96   － 2.86 － 3.51  － 1.80  － 3.01  
年齢別  （歳）       

5‐ 6 － 3.03   － 1.56 － 3.40  － 1.56  …  

7 － 2.88   － 2.41 － 3.81  － 2.29  － 2.47  
8  － 3.04   － 3.05 － 2.81  － 1.51  － 3.19  
9  － 3.09   － 2.89 － 4.30  － 2.08  － 2.96  

10  － 2.86   － 2.86 …  － 2.72  － 2.88  
11  － 2.67   － 2.67 …  － 0.94  － 2.99  
12  － 2.99   － 2.99 …  － 1.39  － 3.07  
13  － 2.88   － 2.88 …  － 1.92  － 2.94  
14  － 3.11   － 3.14 － 2.79    0 .16  － 3.26  

出 所 ： 2006 年 農 村 聞 き 取 り 調 査 よ り 、 筆 者 作 成  

注：数値はそれぞれ平均値を示し、…は該当データがないことを示す 

a  就 学 者 の み の 平 均 値 を 示 す  

 

対象年齢は、本章での分析と同様に５～ 14 歳とする 1 5 )。はじめに、カンボジ

アの子供の就学状況を概観する（表 4-4）。  

表 4-4 によると、就学率は全体で 80.9％となっており、それは年齢が上がる

につれて高くなっていく傾向がみられる。就学したことのある子供のなかで、

調査実施時に実際に授業を受けていた割合（授業参加率： attendance rat io）

は、 96.6％となっており、 UNICEF (2006)が指摘する男子 66％、女子 65％ほ

ど 低 水準で は ないと い える。 授 業参加 率 を年齢 別 にみる と 、６～ 11 歳 ま で は

98％以上でほぼ横ばい状態であるが、それ以降は低下していく傾向があること

がわかる。これは、World Bank (2006a)が指摘しているように、年齢があがる

につれて、（家計内での家事手伝いも含む）児童労働の機会や、その必要性が

上昇することも一因として考えられる。  
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入学遅延に関しては、 World Bank (2006a,  Ch.6)が指摘するようにその割合

は高く、全体で 76.9％にのぼり、カンボジアの教育分野における問題のひとつ

となっている 1 6 )。またその割合は年齢が上がるにつれてより高くなっているこ

とがわかる。  

 

表 4-4 子供 の就学と 入学遅延  

  人数  
 就学率  授業参加率 入学遅延率  

 （％）  （％） a （％）  b 

全体  19,466   80.86 (15,741) 96.60 (15,204) 76.91 (11,694) 
年齢別  （歳）      

5 1 ,478   23.81 (  351) 96.30 (  338) … 

6 1 ,685   48.96 (  825) 98.67 (  814) … 

7 1 ,886   69.83 ( 1,317) 98.79 ( 1,301) 55.50 (  722) 
8  1 ,842   82.41 ( 1,518) 99.54 ( 1,511) 71.87 ( 1,086) 
9  1 ,854   89.75 ( 1,664) 98.92 ( 1,646) 77.76 ( 1,280) 

10  2 ,191   92.29 ( 2,022) 98.96 ( 2,001) 83.71 ( 1,675) 
11  2 ,040   94.07 ( 1,919) 98.65 ( 1,893) 86.85 ( 1,644) 
12  2 ,110   94.60 ( 1,996) 96.09 ( 1,918) 89.78 ( 1,722) 
13  2 ,339   94.61 ( 2,213) 94.49 ( 2,091) 92.20 ( 1,928) 
14  2 ,045   93.69 ( 1,916) 88.26 ( 1,691) 92.37 ( 1,562) 

出 所 ： CSES03 /04 よ り 、 筆 者 作 成  

注 ： 括 弧 内 は 該 当 者 数 で 、 … は 該 当 デ ー タ が な い こ と を 示 す  

a  就 学 者 の う ち で の 割 合 を 示 す  

b  調査実施時にも就学中であった子供の入学遅延の割合を示す 

 

次に、表 4-5 はカンボジアの子供の健康と就学・入学遅延の関係を示してい

る。健康に関する指標には、CSES03/04 での次の３つ質問に対する回答をそれ

ぞれ用いる。  

 

１．自己評価による健康：  

【１＝とてもよい（ Very good）～５＝とても悪い（ Very bad）】の５

段階で回答  

２．同年齢の子供と比較した健康：  

【１＝とてもよい（ Much better）～５＝とても悪い（ Much worse）】

の５段階で回答  

 ３．障害の有無：子供に身体的・精神的な障害があるかどうか 1 7 )   

 

第１・２番目の質問は、それに対する回答の数値が低いほど、より健康状態

がよいと感じているということになる。表 4-5 中の P 値は、就学者と未就学者、

および通常入学者と遅延入学者の、それぞれにおける平均値または割合の差を  
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検定した結果を示している（この検定の帰無仮説は、「就学者と未就学者、ま

たは通常入学者と遅延入学者の平均／割合が等しい」）。  

 表 4-5 上段は、就学者と未就学者の健康状態を示している。これより、全体

ではどの指標に対しても、その平均／割合の差の検定結果が１％水準で統計学

的に有意となっており、就学者のほうが未就学者と比べてより健康であると感

じており、また障害のある子供の割合も少ないといえる。これを年齢別でみて

も、どの年齢においても同様の傾向がみられ、３つの指標のいずれか、または

表 4-5 子 供 の健 康 と就 学 ・入 学 遅 延  

健康と就学  

  自己評価による健康   同年齢の子供と比較した健康 障害のある子供の割合（％）

   就学者  未就学者 P 値     就学者 未就学者 P 値 就学者  未就学者 P 値  

全体   2.89  2 .95  0 .00 * * *   2 .92  2 .96  0 .00 * * * 1 .02  2 .63  0 .00 * * *

年齢別  （歳）              
5   2.87  2 .93  0 .02 * *   2 .91  2 .97  0 .06 *  1 .14  1 .42  0 .68  
6   2.91  2 .95  0 .11   2 .93  2 .97  0 .05 *  0 .36  1 .63  0 .00 * * *

7   2.90  2 .95  0 .03 * *   2 .93  2 .94  0 .49  0 .91  1 .41  0 .33  
8   2.90  2 .92  0 .47   2 .92  2 .93  0 .89  1 .12  2 .47  0 .05 *  
9   2.90  2 .97  0 .02 * *   2 .89  2 .98  0 .02 * *  1 .02  3 .16  0 .01 * *  

10   2.90  2 .97  0 .06 *   2 .93  2 .98  0 .13  0 .94  6 .51  0 .00 * * *

11   2.89  2 .97  0 .08 *   2 .90  2 .95  0 .25  1 .09  4 .96  0 .00 * * *

12   2.87  3 .00  0 .00 * * *   2 .90  2 .98  0 .07 *  1 .25  9 .65  0 .00 * * *

13   2.88  3 .02  0 .00 * * *   2 .85  3 .00  0 .01 * *  0 .99  8 .73  0 .00 * * *

14   2.85  2 .89  0 .38    2.87  2 .88  0 .86   1.10  5 .43  0 .00 * * *

               
健康と入学遅延  

  自己評価による健康   同年齢の子供と比較した健康 障害のある子供の割合（％）

  

通常  遅延  
P 値  

  

通常  遅延  
P 値

 

通常  遅延  
P 値

 入学者  入学者  入学者 入学者 入学者  入学者

全体   2.89  2 .89  0 .76   2 .91  2 .91  0 .54  0 .74  1 .04  0 .10  
年齢別  （歳）              

5  2.88  … …   2 .92  … … 1.18  … …  

6  2.91  … …   2 .93  … … 0.37  … … 

7  2.89  2 .90  0 .88   2 .92  2 .93  0 .87  0 .35  1 .52  0 .05 *  
8   2.92  2 .90  0 .31   2 .95  2 .92  0 .15  1 .41  1 .01  0 .54  

9  2.87  2 .91  0 .23   2 .88  2 .91  0 .85  0 .55  1 .17  0 .29  

10  2.94  2 .89  0 .09 *   2 .92  2 .94  0 .58  1 .23  0 .90  0 .95  

11  2.84  2 .90  0 .10   2 .87  2 .92  0 .17  1 .20  1 .09  0 .87  

12  2.83  2 .87  0 .27   2 .89  2 .92  0 .77  0 .51  1 .05  0 .47  

13  2.82  2 .88  0 .16   2 .84  2 .91  0 .15  0 .61  0 .93  0 .67  

14  2.79  2 .86  0 .14    2.83  2 .83  0 .31   0.78  1 .02  0 .78   

出 所 ： CSES03 /04 よ り 、 筆 者 作 成  

注 ： 数 値 は 該 当 者 の 平 均 値 を 示 し 、 … は 該 当 デ ー タ が な い こ と を 示 す  

P 値 は 、 そ れ ぞ れ の 平 均 値 ／ 割 合 の 差 を 検 定 し た 結 果 を 示 し 、 *は 10％ 、 * *は ５ ％ 、 * * *は １ ％ 水 準

  で 統 計 学 的 に 有 意  



44 

 

全部の平均／割合が有意に異なるという結果が得られている。  

表 4-5 の下段には、カンボジアの公式な初等教育への入学年齢である６歳で

（またはそれ以前に）入学をした通常入学者と、それ以降の年齢で入学をした  

入学遅延者の健康状態が示されている。それぞれの平均値／割合の差の検定結

果は、自己評価による健康の 10 歳が、また、７歳の障害のある子供の割合の

差のみが、それぞれ 10％水準で有意に異なることを示している。しかし、それ

以外には、カンボジアでは通常入学者と遅延入学者の健康および障害の有無に

は有意な差がないことを示唆している。その平均値／割合を比較すると、いく

つかの年齢・質問に対しては、通常入学者のほうが遅延入学者よりも健康であ

るとは感じていない、もしくは同水準である場合もみられる。このことから、

カンボジアにおいては、初等教育への入学遅延に対して、子供の健康状態が必

ずしも影響を与えているわけではないものと考えられる。  

以上の CSES03/04 のデータを用いた記述統計より、カンボジアにおいては、

子供のよりよい健康・栄養状態が、教育の、特に就学（入学）するかどうかの

決定に対して有意な影響を与えているといえ、第２節で示した実証仮説（ 4-1）

と整合的である。一方、入学遅延へは子供の健康状態の有意な影響はあまり見

られず、仮説（ 4-2）が支持されているとはいいがたい。これらの子供の健康・

栄養状態と教育の関連性について、次の第５節では、カンボジア農村の事例に

もとづき、実証分析によりさらに検証していく。  

 

５．実証分析 

 

5.1 実証モデル  

 以下では、子供の健康と学校への就学および入学遅延の関連性について考察

するための実証モデルを示す。はじめに、実証仮説（ 4-1）を検証するための子

供の就学の決定関数を次のように定式化する。  

ihhhiii VYXXHSE   54131210
ˆˆ         （ 4 - 1） 

被説明変数である iSE は、   





　　　それ以外　　　＝０

が就学している子供＝１

if

iif
SEi  

のどちらかの値をとる２値変数であるので、（ 4-1）式はプロビット・モデルに

より推計する。ここで、 iH は子供 i の健康・栄養状態、 iX1 は子供の属性、 hX1 は

両親および家計の属性、 hY は家計所得、 hV は家計が居住する村落の属性をそれ

ぞれ示している。また、 0 ～ 5 はパラメーターを、 i は撹乱項を示す。  

 次に、実際に就学している子供（ 172人）のみに焦点をあて、入学時期（入
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学遅延年数）の決定要因を考察（実証仮説（ 4-2））するために、それの決定関

数を次のように表す。ただし、いったん就学した子供は退学することはなく、

留年もないものと仮定する 1 8 )。  

ihhhiii eVYXXHDE  54131210
ˆˆ          （ 4-2）  

入学遅延を測る被説明変数 iDE には、本来の学年（６歳で入学した場合の学年）

と子供 iの現在の学年との差を年数で測った「遅延年数」を用い、６歳以前に

初等教育へ入学した子供については、遅延年数をゼロとし、（ 4-2）式はトービ

ット・モデルにより推計していく 1 9 )。説明変数は（ 4-1）式と同じ変数を用い、

0 ～ 5 はパラメーターを、 ie は撹乱項をそれぞれ示している。実際に推計に用

いた変数の定義と基本統計量は、表 4-6に示している。  

 第２節で示した実証仮説（ 4-5）の検証には、子供の健康・栄養状態 iH とし

て、年齢別身長ｚスコアを慢性の栄養不良、年齢別体重ｚスコアを急性の栄養

不良を測る指標として説明変数に含め、それぞれの指標について別々に（ 4-1）

および（ 4-2）式を推計する。  

ここで、（ 4-1）式および（ 4-2）式を推定する際の説明変数である、子供の

健 康 ・ 栄 養 状 態 iH と 家 計 所 得 hY に は 、 内 生 性 の 問 題 が 生 じ る （ Glewwe and 

Jacoby 1995； Alderman et  al .  2001； Glewwe,  Jacoby and King 2001）。そ

こで、この問題を回避するために、はじめに次で表される１人あたり家計所得

決定関数を OLSで推計する。  

hhhhiih vVXXXXY  5241322110          （ 4 - 3） 

次に、（ 4-3）式の推定により得られた１人あたり家計所得の理論値 hŶ を含め、

次の子供の健康・栄養の決定関数を、年齢別身長と年齢別体重のｚスコアにつ

いて、それぞれ OLSにより推計する。  

     ihhhiii uVYXXXH  541322110
ˆ          （ 4 - 4） 

 （ 4-3）式の推定の際には、家計所得を構成する「非農業所得」と「送金」の

ダミー変数、生産性の向上や所得創出機会の拡大をもたらしうる「家計資産」、

および就業中の家計構成員が全構成員に占める割合を示す「労働力」を操作変

数（ hX 2 ）として用いる 2 0 )。また、（ 4-4）式の子供の健康決定関数の推定の際

には、（ 4-1）・（ 4-2）式には含まれない外生変数（ iX 2 ）である、「授乳期間」

と「子年齢２」、および「母親の年齢」を含める 2 1 )。これは、子供の乳幼児期

の健康やそれに対するケアが、その後の健康にとって重要となること、また年

齢によっても子供の免疫力や抵抗力が変化すると考えられることからである

（ 0 ～ 5 と 0 ～ 5 はパラメーターを、 hv と iu は撹乱項をそれぞれ示す）。  

 これらの推定により得られた、子供の健康・栄養および１人あたり家計所得

の理論値（ iĤ と hŶ ）も含め、（ 4-1）式および（ 4-2）式の推計を行い、第２節
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で示した実証仮説（ 4-1）と（ 4-2）、および（ 4-5）を検証し、カンボジア農村

における子供の健康・栄養状態と、学校への就学および入学遅延との関係を考

察する。  

 

表 4-6 変 数 の定 義 と基 本 統 計 量  

変数名  定義  平均  標準偏差

子供の属性     

 就学  就学＝１、していない＝０    0 .856   
 遅延年数  入学遅延の年数（年）    2 .055   1 .610  
 子性別  子供の性別：女児＝１、男児＝０    0 .512   

子年齢(子年齢２) 子供の年齢（月） (その２乗項 ) 122.746  33 .379  
 きょうだい  ５～ 14 歳のきょうだい数（人）    2 .353   1 .157  
 年齢別身長  年齢別身長ｚスコア  － 2.746   1 .531  
 年齢別体重  年齢別体重ｚスコア  － 2.958   1 .539  
 授乳  授乳を受けた期間（月）   25 .169  13 .775  
親の属性     
 母教育  母親の教育年数（年）    3 .144   2 .626  
 父教育  父親の教育年数（年）    5 .234   3 .276  

 母が高教育  
母親の教育年数が父親の教育年数より

  0 .179  
 

 長い＝１、それ以外＝０   
 母年齢  母親の年齢（年）   38 .015   7 .413  
家計の属性     
 家長性別  世帯主が女性＝１、男性＝０    0 .065   
 家計所得  過去１年の１人あたり家計所得（対数値）  12 .927   0 .683  
 非農業所得  非農業所得あり＝１、なし＝０    0 .851   
 送金  送金あり＝１、なし＝０    0 .383   
 家計資産  家計の保有物的固定資産 a（対数値）  15 .791   0 .905  
 労働力  家計内で就業中の家計構成員比率（％）  46 .345  24 .921  
村落ダミー b A 村落、 B 村落、 D 村落    

出 所 ： 2006 年 農 村 聞 き 取 り 調 査 よ り 、 筆 者 作 成    

a  物 的 固 定 資 産 に は 、農 業 固 定 資 産 と 保 有 家 畜 、耐 久 財 、お よ び 家・宅 地（ 現 在
    価 値 ） が 含 ま れ る  

b  C 村 落 の 遅 延 年 数 が も っ と も 短 い の で 、 ベ ー ス の 村 落 と し た  

 

5.2 推定結果  

 （ 4-3）式の１人あたり家計所得決定関数の推定結果、および（ 4-4）式の子

供の健康・栄養決定関数の推定結果は、表 A4-2 の通りである（付録１）。こ

れらの決定関数の推定により得られたそれぞれの理論値も含め、（ 4-1）式およ

び（ 4-2）式の就学・入学遅延決定関数を推定した結果を表 4-7 に示している。 

はじめに、（ 4-1）式の子供の就学決定関数をプロビット・モデルにより推定

した結果を示したのが、表 4-7 第 1・ 2 列である。推定結果より、年齢別身長

ならびに年齢別体重の z スコアの係数が、それぞれ１％水準で正に有意となっ

ていることから、子供のよりよい健康状態が就学の可能性を高めていることが



47 

 

示唆され、実証仮説（ 4-1）と整合的である。また、その係数の値を比較すると、

年齢別身長ｚスコアの係数が 2.49、年齢別体重ｚスコアのそれが 2.22 であり、

前者の方が後者よりもその値が大きいことから、慢性の栄養不良が急性のそれ

よりも教育に対してより大きな影響を与える、という実証仮説（ 4-5）を支持す

る結果となっている。  

 また、両親の教育年数そのものの影響はみられないものの、父親よりも高い

教育水準である母親を持つ子供の方が、就学している傾向にあることがわかり、

世帯主が女性である場合にも、子供を積極的に学校へ就学させていることがわ

かる。さらに、年齢が高い子供ほどより就学することが示唆されるが、これは、

第３節および第４節の記述統計でみられた傾向と同様に、子供の年齢が上がる

につれて就学する割合が増加していくためであるといえる（表 4-2 および表 4-4

参照）。  

 年齢別体重ｚスコアを考慮した推定においては、子供の性別も就学の可能性

に有意な影響を与えている、つまり、女児であると就学の可能性が低下するこ

とが示されており、男女間で学校への就学率が異なることが示唆される。この

点は、 World Bank (2006a,  Ch.6)などで示されているデータと整合的な結果と

いえる。  

 ここで、家計所得の子供の就学に対する有意な影響はみられないが、これは

カンボジアの初等教育の授業料が無料であること、および、就学率が高いこと

からもわかるように、就学年齢に達していれば（何歳で入学するかは別として）

慣習的に子供は学校に就学するためであると考えられる。  

次に、実際に就学している子供（ 172 人）のみに焦点をあて、（ 4-2）式の子

供の入学遅延年数の決定関数を、トービット・モデルにより推定した結果を示

したものが表 4-7 第 3・ 4 列である。これより、入学遅延年数に対して、カン

ボジア農村においては、栄養不良の子供ほど入学遅延となりやすい、という実

証 仮 説（ 4-2） を 支 持 す る結果 は 得られ て いない 。 ただし 、 これは 第 ４節で の

CSES03/04 を用いた記述統計（表 4-5）の含意と整合的であり、カンボジアに

おいては、子供の健康・栄養状態が入学遅延には有意な影響を与えていないと

いえる。  

その理由として、子供の入学時期（年齢）の決定が、他のきょうだいと一定

の間隔をあけて入学させる、また村落内の同年齢の子供と同じ時期に入学させ

るなど、一種の社会的な慣習に従っていることが要因のひとつとして挙げられ

るだろう 2 2 )。上記の理由は、子供の年齢の係数が入学遅延年数に有意に正、つ

まり入学遅延年数がより長いこと、および、きょうだいの数の係数が有意では  

ないものの正となっていることからも、もっともらしいといえる。  
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表 4-7 就学・入学遅延決定関数の推定結果 

モデル  プロビット・モデル トービット・モデル 

被説明変数  就学＝１、していない＝０ 遅延年数（年） 

説明変数 

 
係数 

 
ｚ値 

Marginal
係数 

 
ｚ値 

Marginal  
係数 

 
t 値 係数 

 
t 値 

  effect  effect    

切片    6.031    0.70  －6.129  －0.86     10.249 **   2.44    10.395 **   2.49 
年齢別身長ｚスコア 

  2.494 ***   3.91   0.120  
 

  
 

  0.275
 

  0.82  
 

 
 （理論値）      
年齢別体重ｚスコア 

      2.223 ***   2.73   0.095
 

 
 

   0.328 
 

  0.94 
 （理論値）     
子性別  －0.520  －1.40 －0.026 －1.051 ** －2.61 －0.051  －0.174  －0.98 －0.221  －1.17 
子年齢    0.033 ***   4.75   0.002   0.041 ***   5.74   0.002    0.029 ***   9.14   0.029 *** 9.15 
きょうだい  －0.019  －0.11 －0.001 －0.154  －1.04 －0.007    0.155    1.48   0.155    1.51 
母教育    0.084    0.70   0.004   0.119    1.05   0.005  －0.039  －0.98 －0.018  －0.37 
父教育  －0.076  －0.71 －0.004   0.023    0.24   0.001  －0.066  －1.43 －0.064  －1.51 
母が高教育    1.764 **   2.42   0.041   1.452 **   2.17   0.031  －0.034  －0.12 －0.093  －0.34 
家長性別    2.487 **   2.42   0.029   3.369 **   2.38   0.029    1.245 ***   2.69   1.419 **   2.52 
家計所得（理論値） －0.180  －0.29 －0.009   0.612    1.14   0.026  －0.909 *** －2.98 －0.917 *** －3.02 
A 村落    0.334    0.49   0.013   1.371    1.45   0.030    0.465    1.43   0.566    1.51 
B 村落    1.644 **   2.27   0.054   2.604 **   2.25   0.083    1.279 ***   3.25   1.401 ***   3.03 
D 村落    2.183 ***   2.90   0.069   3.306 ***   2.66   0.107    0.770 **   2.35   0.969 **   2.07 
Sigma             1.089     1.086   
尤度  －34.349   －40.105    －247.653  －247.545  
LR 統計量  97.19 ***  85.68 ***   132.00 *** 132.22 *** 
擬似決定係数 0.586   0.517    0.210  0.211  
標本数  201     201      172   172   

出所：筆者作成 

注：*は 10％、**は５％、***は１％水準で統計的に有意 
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その他の変数としては、１人あたり家計所得の係数が負に有意となっている

ことから、家計所得が高い家計の子供は、より公式な就学年齢に近い年齢で入

学していることが示唆される。また、世帯主が女性である場合には、既述のよ

うに就学する可能性は高まるが、入学遅延年数はより長くなることが示されて

いる。これは、世帯主が女性の家計の所得が他の家計と比べて低水準であるこ

ととも関連しているだろう（家長性別と所得との関係は表 A4-2 を参照）。そ

れに加え、本章の分析で用いた入学遅延には、注 11 のような理由により、学

年進行遅延の子供も含んでいる可能性があることから、世帯主が女性の場合に

はその家計の子供が、家計の経済活動を支えるため、また家事や幼いきょうだ

いの世話などのための児童労働により、進学が遅れている子供がいるためでは

ないかと考えられる 2 3 )。  

 これらの就学の決定と入学遅延年数の決定の推定結果より、村落ダミーがそ

れぞれ有意となっていることから、居住する村落によっても子供の教育に差が

あることが示唆される。  

 以上の推定結果より、健康・栄養状態がよりよい子供ほど学校へ就学し、そ

の影響は長期の栄養状態の方が短期のそれよりも大きいことが示唆され、また、

家計所得は就学には影響を与えないと結論づけられる。子供の就学（入学）時

期に対しては、健康・栄養状態の有意な影響はみられず、むしろ家計所得や子

供の年齢、世帯主の性別、さらに子供が居住する村落の属性が影響を与えるこ

とが示唆される。  

 

６．おわりに 

  

本章では、子供の健康・栄養と子供の就学と入学遅延との関連性について、

カンボジア農村からのデータを用いて検証した。その分析結果より、子供の教

育のなかでも、初等教育への就学に対して、カンボジア農村においても子供の

健康・栄養状態が強い影響を与えているという結論が得られた。一方、入学遅

延に対しては子供の健康の有意な影響は見られず、これまでの先行研究とは異

なる結論となっている。その入学遅延には、家計所得が有意な影響を与えてい

ることが示された。  

これらに加え、家計が居住する村落ダミーが子供の健康・栄養だけでなく、

教育に対しても有意な影響を与えていることから、同じ農村部であっても、村

落によって教育水準に差が生じているといえる。  

 これまでに子供の健康・栄養と教育との関連性についての実証的な研究がほ

とんど行われてこなかったカンボジアにおいて、その関係の存在を実証的に示
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したという点で、本研究は意義があるものといえる。  

 本章での分析結果を踏まえ、カンボジアにおいて人的資本としての健康およ

び教育を向上させ、貧困削減や将来の持続的発展を実現するためには、就学年

齢に達している子供の健康・栄養状態の改善により、初等教育への就学率を向

上させるような政策が重要となるであろう。また、親の健康と教育に対する意

識の改善や、低所得が入学遅延に有意な影響を与えていることから、実際に調

査地域において実施されている労働のための食料（ Food for  Work）やマイク

ロファイナンスなどの貧困削減プロジェクトを効率的に実施してゆくことも、

カンボジアの保健・教育分野の問題の解決に貢献するものと期待される。  

 なお、本章の分析では、年齢別身長ｚスコアを用いて、子供の長期的な栄養

状態の教育への影響は検証できているものの、（特に年齢が高い子供について）

子供の就学開始時（決定時）の正確な健康・栄養状態は考慮しきれていない。

また、現時点の健康状態が影響を与えるであろう、子供の教育成果（テストの

点数や成績など）との関係も検証できていない。しかし、これらの点を考慮す

るためには、長期間の調査によるパネル・データや、子供の学校でのパフォー

マンスに関する詳細なデータが必要となるため、このような研究分析は今後に

残された課題である。  

 

 

注  

1） 本 章 は 、 三 輪  ( 2008a)を ベ ー ス に 、 加 筆 ・ 修 正 し た も の で あ る 。  

2） 表 A4-1 に 、 東 南 ア ジ ア 諸 国 の 教 育 指 標 を 示 し て お く 。  

3） 実 際 、 World  Bank (2006a)で は 子 供 の 教 育 お よ び 健 康 と 家 計 所 得 （ 貧 困 ） と の 関

係 と 、母 親 の 教 育 と 子 供 の 栄 養 状 態 と の 関 係 が 示 さ れ て お り 、ま た 、NIPH and  N IS  

(2006 )に お い て も 同 様 に 母 親 の 教 育 と 子 供 の 栄 養 の 関 係 が 明 確 に さ れ て い る が 、 子

供 自 身 の 健 康 ・ 栄 養 状 態 が 教 育 に 与 え る 影 響 に つ い て は 示 さ れ て い な い 。  

4） 開 発 途 上 国 に お い て 、 就 学 年 齢 の 子 供 の 健 康 ・ 栄 養 状 態 の 教 育 に 与 え る 影 響 を 分

析 す る 際 の 理 論 的 枠 組 み と 、実 証 分 析 の 際 の 問 題 点 と そ の 解 決 法 、お よ び そ れ に 関

す る 先 行 研 究 で の 結 果 を ま と め た も の に 、Be hrman  (1996)と Glewwe  (2005 )が あ る 。 

5） Jamison  (1986)は 、 分 析 で 用 い た デ ー タ に 、 子 供 の 家 計 の 属 性 に 関 す る 情 報 が 含

ま れ て い な い た め 、推 定 結 果 に は バ イ ア ス が 生 じ て い る 可 能 性 が 高 い こ と を 指 摘 し

て い る 。  

6） た だ し 、 子 供 の 健 康 状 態 や 教 育 成 果 は 、 Jamison  (1986)や Fent iman ,  Hal l  and  

Bundy  (2001)が 指 摘 し て い る よ う に 、同 じ 国 内 で あ っ て も 子 供 が 居 住 す る 地 域（ 農

業 生 態 環 境 や 、都 市 部 ・農 村 部 の 違 い な ど ）に よ っ て 差 が あ る の で 、そ の 地 域 の 属  
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表 A4-1 東 南 ア ジ ア 諸 国 の 教 育 指 標  

 15 歳以上の 15～24 歳 粗 就 学 率 a  純 就 学 率 a   第５学年

 成人識字率 の 識 字 率 初等教育 中等教育 初等教育 中等教育  まで到達

 （ ％ ）  （ ％ ）  （ ％ ） （ ％ ） （ ％ ） （ ％ ）   する割合

国 名  

1995－  1995－  
2006 年 2006 年 2006 年 2006 年  

 （ ％ ） b

2005 年  2005 年   2004 年

カ ン ボ ジ ア  73 .6  83 .4  122  38   90  24   63  
インドネシア 90 .4  98 .7  115  62   95  57   89  
シンガポール 92 .5  99 .5   78  63   …  …   …  
タ イ  92 .6  98 .0  108  78   94  71   …  
フ ィ リ ピ ン  92 .6  95 .1  111  85   97  93   75  
ベ ト ナ ム  90 .3  93 .9   90  76   84  69   96  
マ レ ー シ ア  88 .7  97 .2  100  72   99  72   98  
ミ ャ ン マ ー  89 .9  94 .5  114  49  100  46   70  
ラ オ ス  68 .7  78 .5  116  43   84  35   63  

出 所 ： U N D P  ( 2 0 0 7 )、 a は W o r l d  B a n k  ( 2 0 0 8 )   

注：デ ー タ の 観 測 年 が 1 9 9 5－ 2 0 0 5 年 は 、各 国 の デ ー タ が そ の 期 間 内 の 最 新 年 の も の が 記 載 さ れ

て い る こ と を 示 し 、 … は 該 当 デ ー タ が な い こ と を 示 す  

b  第 １ 学 年 に 就 学 し た 生 徒 の な か で の 割 合  

 

性 も 考 慮 し た 上 で 議 論 す る 必 要 が あ る 。  

7）以 上 の 議 論 の 他 に 、Miguel  and  Kremer  (2004 )は 、子 供 の 健 康 を 改 善 す る た め の 、

駆 虫 処 理 （ deworming  t reatment） プ ロ ジ ェ ク ト の 実 施 が 、 子 供 の 学 校 の 欠 席 率 を

低 下 さ せ た こ と を 示 し て い る 。ま た 、Behrman (1996)は 、子 供 の 健 康 状 態 が 、就 学

中 だ け で は な く 就 学 後（ postschoo l ing）の 生 産 性 に も 影 響 を 与 え る こ と を 指 摘 し て

い る 。  

8） 教 育 成 果 と 留 年 ・ 中 退 に つ い て は 、 デ ー タ 制 約 上 の 問 題 か ら 分 析 が 困 難 で あ る た

め 、 本 章 で は 分 析 の 対 象 と は せ ず 、 今 後 の 課 題 と す る 。  

9） カ ン ボ ジ ア の 公 式 の 初 等 教 育 へ の 就 学 年 齢 は ６ 歳 で あ る が 、 CSES03 /04に よ る と

５ 歳 で の 就 学 も み ら れ 、 カ ン ボ ジ ア に お い て は 早 期 の 就 学 が 観 察 さ れ て い る 。  

10）こ こ で の 学 校 は 、主 に 初 等 教 育 の こ と を 指 し 、初 等 教 育 の ６ 年 間 が 修 了 し た 後 は 、

そ の ま ま 中 等 教 育 に 進 学 す る も の と す る 。実 際 、本 章 の 分 析 対 象 で あ る ５ ～ 14歳 の

子 供 で 、一 旦 就 学 し た 後 に 働 い て い る 子 供 は ま だ お ら ず 、全 員 が 学 生 の ま ま で あ る 。

ま た 、入 学 遅 延 に つ い て は 、調 査 実 施 時 に 就 学 中 で あ っ た 子 供 を 分 析 の 対 象 と し て

い る 。こ こ で 、「 就 学 中 の 子 供 」 と は 、（ デ ー タ の 制 約 上 ）就 学 し て い る と 自 己 申

告 し た 子 供（ 調 査 実 施 時 の 職 業 が 学 生 で あ っ た 子 供 ）と し 、１ 年 の う ち 何 日 以 上 出

席 し な い と 休 学 と 判 断 す る な ど の 明 確 な 基 準 は 定 め て い な い 。  

11）以 後 、本 章 の 分 析 で は 、一 旦 就 学 し た 子 供 の 退 学・留 年 は な い も の と 仮 定 し た 上

で 、「 公 式 学 年 ＝ 年 齢 － ６ 歳 」の 値 と 、そ の 子 供 の 実 際 の 学 年 を 比 較 し 、そ の 差 が

１ 以 上 で あ る 子 供 を 、「 入 学 遅 延 （ 者 ） 」と 定 義 す る 。 た だ し 、 実 際 こ れ に は 、６
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歳 で 入 学 し た も の の 何 ら か の 理 由 で 一 時 的 に 休 学 を し た 、ま た は 留 年 を し た た め に

公 式 学 年 よ り 遅 れ て い る 、「 学 年 進 行 遅 延 」の 子 供 も 含 ん で い る 可 能 性 が あ る こ と

を 言 及 し て お く 。  

12）Ａ・Ｂ 村 と 比 較 し て 、Ｃ・Ｄ 村 の 教 育 に 関 す る 指 標 が 優 れ て い る が 、こ れ は 両 村

落 に お い て 、学 校 で の 授 業 以 外 に 補 習 授 業 が 行 な わ れ て い る な ど 、教 育 に 比 較 的 熱

心 に 取 り 組 ん で い る 結 果 で あ る と い え る 。た だ し 、補 習 授 業 で は 先 生 に 対 し て い く

ら か の 授 業 料 を 支 払 わ な く て は な ら ず 、貧 し い 家 計 の 子 供 は そ れ に 参 加 す る こ と が

困 難 で あ る こ と を 言 及 し て お く 。  

13） 14 歳 の 子 供 の 就 学 率 が 93 .1％ と な っ て い る が 、 こ れ は 学 校 に 通 う こ と が 困 難 な

身 体 障 害 者 が 含 ま れ て い る た め で あ る 。  

14）実 際 、就 学 者 と 未 就 学 者 お よ び 通 常 入 学 者 と 遅 延 入 学 者 の 、年 齢 別 身 長 と 年 齢 別

体 重 ｚ ス コ ア の 平 均 値 の 差 の 検 定 を そ れ ぞ れ 行 う と 、全 体 で は と も に １ ％ 水 準 で 有

意 に 異 な る と い う 結 果 が 得 ら れ て い る （ P 値 は と も に 0 .000） 。 た だ し 、 標 本 数 が

少 な い た め 、 年 齢 別 で の 検 定 は 行 え て い な い 。  

15）CSES03 /04に お い て 、調 査 対 象 と な っ た ５ ～ 14歳 の 子 供 は 19 ,525人 で あ る が 、そ

の な か で も 健 康 と 教 育 に 関 す る デ ー タ の あ る 19 ,466人 の み を 分 析 の 対 象 と す る 。  

16）入 学 遅 延 に つ い て は 、デ ー タ の 制 約 上 、調 査 実 施 時 に 就 学 中 で あ っ た 子 供（ 実 際

に 授 業 を 受 け て い た 子 供 15 ,204人 ）の み の デ ー タ を 用 い る 。な お 、カ ン ボ ジ ア の 教

育 分 野 に お い て 、入 学 遅 延 と 並 ん で 取 り 上 げ ら れ る 問 題 と し て 、学 校・教 師 の 質 の

問 題 が 挙 げ ら れ る が 、こ れ に 関 し て は 本 章 の 直 接 的 な 課 題 で は な い の で 、詳 し く 述

べ る こ と は し な い 。  

17）CSES03 /04で は 、障 害 の 症 状（ 具 体 的 に 障 害 が あ る 部 分 な ど ）に 関 す る 回 答 も 得

て い る が 、 こ こ で は 障 害 の 有 無 の み に 注 目 し 、 そ の 症 状 は 考 慮 し な い も の と す る 。 

18） カ ン ボ ジ ア で は 、 留 年 率 （ repet i t i on  rate） が 減 少 傾 向 に あ る も の の 、 周 辺 諸 国

と 比 較 す る と い ま だ に 高 い こ と を World  Bank  (2006a ,  Ch .6 )は 指 摘 し て い る 。 し か

し 、本 章 で の 分 析 の 目 的 が 留 年 そ の も の で は な い こ と 、ま た 、調 査 村 落 で の 聞 き 取

り に お い て 、（ 具 体 的 な 数 値 は 示 せ な い も の の ）一 旦 就 学 す る と 留 年 す る 子 供 は ほ

と ん ど い な い と い う 情 報 が 得 ら れ て い る こ と 、さ ら に デ ー タ の 制 約 上 の 問 題 か ら も 、

本 章 の 実 証 モ デ ル に お い て は 、 退 学 ・ 留 年 は な い も の と 仮 定 す る 。  

19） こ こ で 、 iDE の 推 定 に ト ー ビ ッ ト ・ モ デ ル を 用 い る の は 、 被 説 明 変 数 の 入 学 遅 延

年 数 が ゼ ロ 以 下 の 値 を と ら な い こ と に 加 え 、そ の 推 定 が 就 学 中 の 児 童 の み を 分 析 対

象 と し て い る た め に 、サ ン プ ル・ セ レ ク シ ョ ン・バ イ ア ス が 発 生 し て い る 可 能 性 が

あ り 、 そ の 問 題 を 回 避 す る た め で あ る 。  

20） 「 送 金 」 と い っ た 変 数 は 、 家 計 所 得 だ け で は な く 、 （ 4-4） 式 に お い て 子 供 の 健

康 に も 影 響 を 与 え て い る 可 能 性 が 考 え ら れ る 。し か し 、本 章 の 分 析 に お い て は 、送
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金（ 外 生 所 得 と す る ）を 家 計 所 得 の 構 成 要 素 の 一 つ と し て と ら え 、デ ー タ の 制 約 上

の 問 題 か ら そ の 目 的 ま で は 考 慮 し て い な い 。ま た 、家 計 所 得 と 家 計 資 産 の 影 響 を 同

時 に 検 証 す る こ と が 困 難 で あ る こ と 、さ ら に 、多 く の 先 行 研 究 に お い て 、家 計 所 得

の 子 供 の 健 康 に 対 す る 影 響 が 検 証 さ れ て い る こ と か ら も 、本 章 で は 、こ れ ら の 変 数

を （ 4-3） 式 の 操 作 変 数 と し て 用 い る 。  

21）（ 4-1）式 お よ び（ 4-2）式 の 推 定 に は 、 Moock  and  Les l ie  (1986)な ど の 先 行 研 究

に し た が い 、 「 子 年 齢 ２ 」 を 説 明 変 数 と し て 含 め て い な い が 、 こ れ は 、 一 般 的 に 、

子 供 の 年 齢 が 上 が る に つ れ て 就 学 率 が 高 ま る 、ま た 、入 学 遅 延 の 可 能 性 も 高 ま る も

の と 考 え ら れ る た め で あ る 。ま た 、（ 4 -4）式 の 推 計 に「 母 年 齢 」を 含 め る 理 由 は 、

第 ３ 章 の 推 定 結 果 よ り 、 そ れ が 年 齢 別 体 重 に 強 い 影 響 を 与 え て い る た め で あ る 。  

22）た だ し 、家 計 が そ の 村 落（ 地 域 ）の 慣 習 に ど の 程 度 従 っ て い る か な ど は 、家 計 の

属 性 や 家 計 の 村 落 内 で の 地 位 と い っ た 要 因 に も 左 右 さ れ る と 考 え ら れ る の で 、こ の

点 に 関 し て は 今 後 さ ら な る 検 討 が 必 要 で あ る 。  

23）な お 、本 章 で は デ ー タ 制 約 上 の 問 題 か ら 、入 学 遅 延 と 学 年 進 行 遅 延 の 子 供 を 区 別

す る こ と が 困 難 で あ る た め 、こ の 点 に つ い て は そ の 可 能 性 の 言 及 の み に 留 め て お く 。 
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付録１  

 

表 A4-2 所得および健康・栄養決定関数の推定結果 (OLS) 

被説明変数   １人あたり家計所得 年齢別身長ｚスコア 年齢別体重ｚスコア

説明変数   係数   t 値  係数  t 値  係数   t 値  
切片     7 .803  * * *    7 .84 － 11.778 * * － 2.35 － 4.828   － 0.96
子性別     0 .060     0 .79 － 0.014  － 0.07   0 .197     0 .93
子年齢   － 0.006   － 0.66   0 .063 * *   2 .35   0 .024     0 .91
子年齢２     0 .000     0 .59 － 0.0003 * * － 2.33 － 0.0002   － 1.06
きょうだい   － 0.091  * *  － 2.45 － 0.069  － 0.61 － 0.122   － 1.07
授乳   － 0.006  * *  － 2.01   0 .014 *    1 .69   0 .001     0 .12
母年齢     0 .007     1 .05   0 .005    0 .31   0 .037  * *    2 .25
母教育     0 .034  *    1 .94 － 0.038  － 0.80 － 0.069   － 1.44
父教育     0 .022     1 .44   0 .090 * *   2 .19   0 .073  *    1 .75
母が高教育   － 0.208  *  － 1.72 － 0.188  － 0.56 － 0.146   － 0.43
家長性別   － 0.117   － 0.62 － 0.613  － 1.32 － 1.054  * *  － 2.25
非農業所得     0 .263  * *    2 .23       
送金     0 .301  * * *    2 .64       
家計資産     0 .314  * * *    6 .11       
労働力     0 .006  * * *    3 .58       
家計所得      

  0 .441   1 .12   0 .023     0 .06
（理論値）     

A 村落   － 0.297  * *  － 2.57 － 0.547  － 1.62 － 0.872  * *  － 2.57
B 村落   － 0.427  * * *  － 3.75 － 0.713 * * － 2.07 － 1.025  * * *  － 3.48
D 村落     0 .098      0 .81 － 0.653 * * － 2.18 － 1.250  * * *  － 4.14
自由度修正済み R 2 0.439   0.155   0.152  
標本数     201   201   201 
出 所 ： 筆 者 作 成  

注 ： *は 10％ 、 * *は ５ ％ 、 * * *は １ ％ 水 準 で 統 計 的 に 有 意  

 

  

SC
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第５章 子供の健康・栄養へのショックの影響 

 

１．はじめに 

 

第３章では、カンボジア農村での聞き取り調査のデータを用いて、子供の健

康・栄養の決定要因として、親の教育や社会関係資本といった、その改善をも

たらす要因について検証した。しかし、子供の成長にはリスクが伴い、病気や

食料・栄養摂取量の変動（低下）などにより、健康・栄養状態が悪化しうる。

特に幼少期の子供（乳幼児）は脆弱で、それらの影響を受けやすいとされる。

幼 少 期 の 健 康 ・ 栄 養 状 態 が そ の 後 の 成 長 に 強 い 影 響 を 与 え る こ と か ら も

（ Hoddinott  and Kinsey 2001； del  Ninno and Lundberg 2005）、健康状態の

形成にとって大切なその時期に、健康・栄養状態（あるいは成長）を安定的に

保つために、リスクを回避する、またはその影響を最小限にとどめるような施

策は重要な意味をもつと考えられる。  

乳幼児の健康・栄養状態を左右する要因としては、病気や栄養摂取量のほか

にも、洪水や干ばつなどの自然災害や、農作物被害などの予期せぬショック、

およびそれらに伴う家計所得・消費の変動などが挙げられる。しかし、このよ

うな不測のショックとそれに伴う家計所得・消費変動を補填することは、開発

途上国の特に貧困家計にとっては困難であるため、人びとは所得変動や健康・

栄養状態の変動のリスクと隣り合わせの生活をしているといえる。  

本研究の対象であるカンボジアでも、多くの人びとが所得や健康状態の変動

のリスクと隣り合わせの生活をしている。既述のように、2004 年時点で、カン

ボジアの総人口の 35％の人びとが貧困ラインを下回る水準で生活しており、そ

の貧困層の 91％が農村部に居住していることから、農村部での貧困は特に深刻

である（ World Bank 2006a）。多くの家計がこのようなリスクに直面してい

るカンボジアの農村部において、実際にその家計がなんらかの不測のショック

を受けた場合に、家計内の幼少の子供の健康・栄養へはどのような影響がある

のだろうか。  

この疑問に答えるために、本章では、カンボジア全土を対象に 2003～ 2004

年に実施された、カンボジア社会経済調査のデータを用いて、貧困が特に深刻

な農村部に居住する年齢が０～ 60 ヵ月の乳幼児を対象に、家計が受けた不測の

ショックが、健康・栄養状態に与える影響を考察することを目的とする。  

本章では、ショックが乳幼児の健康・栄養に与える影響を検証するために、

開発プログラムやプロジェクトのインパクト評価などに多く用いられている分
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析手法である、 “Average Treatment Ef fects（ ATE、平均的効果） ”の概念を用

いる。この概念を用いるのは、次のような理由からである。  

一般に開発などのプロジェクトの評価を行う際の問題点として、プロジェク

トの参加者が無作為（ランダム）に決定されているかどうかという点が挙げら

れる。たとえば、開発途上国において貧困削減プロジェクトを実施する場合、

そのプロジェクトの対象者／参加者は、無作為に決められたわけではなく、も

ともと貧困層のみに限られている可能性がある。そのように対象者が無作為に

決定されていないであろう場合に、そのプロジェクトのインパクト評価に、OLS

などの標準的な実証分析の手法を用いることは、プロジェクトの参加に関する

セレクション・バイアスによって、その推定量に偏りが生じることになる。  

本章で扱うショックについても同様のことがいえる。つまり、病気にかかる、

ヘルス・ショック 1 )を受ける人は、貧困であるが故に住環境が十分に整ってお

らず、また食料消費が少ないために栄養状態が悪く、もともと病気になりやす

い人かもしれない。また、農作物被害のショックを受ける家計は、（多少の）

降水量の変化などに対処するための十分な知識や、安定した収量を得られる土

地を所有していない家計かもしれないと考えられる。  

このようなセレクション・バイアスは、パネル・データを用いて分析するこ

とで解決することが可能であるが、本研究では、データの制約上、パネル・デ

ータを利用することができない。そこで、この問題を回避するために、本章で

は、ショックの乳幼児の健康・栄養に対するインパクトを ATE として検証する。

またその分析手法には、 “Propensity  Score  Matching (PSM)”を用いる 2 )。  

本章の構成は以下の通りである。第２節では、ショックが家計の経済活動や

子供の健康・栄養へ与える影響に関する先行研究をまとめ、本章での検証仮説

を導く。第３節では、CSES03/04 のデータを用いて、子供の健康・栄養とショ

ックとの関連性を記述統計により概観し、つづく第４節では、実証分析を行う

ための理論的枠組みを示す。第５節では、本章で用いる分析手法について解説

し、その手法にもとづいて、ショックが子供の健康・栄養に与える影響につい

て実証分析を行い、その結果を検討する。最後に第６節で以上の議論から得ら

れた結果をまとめる。  

 

２．先行研究 

 

本節では、主にショックの健康・栄養への影響と、ヘルス・ショックと家計

の経済活動・消費行動との関係を示した先行研究をレビューし、カンボジア農

村部における乳幼児の健康・栄養に対するショックの影響についての実証モデ
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ルを構築するための仮説を導出する。  

人びとの健康・栄養に対するショックの影響を考察した先行研究においては、

いくつかの種類のショックが取り上げられている。はじめに、病気のショック

（ヘルス・ショック）が人びとの健康・栄養状態に与える影響について考察し

た研究に、 Foster  (1994)と Dercon and Krishnan (2000)がある。  

Foster  (1994)は バ ン グ ラ デ シ ュ と フ ィ リ ピ ン の 農 村 部 か ら の デ ー タ を 用 い

て、（特により貧しい家計において）長期的な病気がその個人の BMI の有意な

低下をもたらすことを指摘している。また、ヘルス・ショックが労働供給量を

減少させることによる所得変動を通じて、子供のカロリー消費にも影響を与え

ていることを同時に示している。 Dercon and Krishnan (2000)は、エチオピア

農村の成人の栄養状態に関するパネル・データを用いて、個人が長期にわたり

栄養状態の平準化が可能かどうかを検証し、小規模農家とより貧しい家計にお

いては、ヘルス・ショックに対する完全な栄養の平準化はなされていないとし

ている 3 )。  

ただし、これらのヘルス・ショックに対する健康・栄養状態の影響の分析対

象は、成人であり、子供に関しては言及がなされていない。したがって、この

点について、子供の場合はどうであるのかを検証する必要があるだろう。  

ヘルス・ショックに関して、それが家計の経済活動に影響を与えることも先

行研究において指摘されている。 Lindelow and Wagstaf f  (2005)は、中国にお

いて、世帯主の（自己評価による健康指標で測った）健康状態の悪化が、医療

支出の有意な増大と、家計所得と労働供給の有意な減少をもたらすことを示し

て お り、そ の インパ ク トは貧 困 家計に お いてよ り 大きい と してい る 。 Schultz  

and Tansel  (1997)は、西アフリカのコートジボアールとガーナの２ヵ国におい

て、病気により日常生活を送れなかった日数（ “days o f  disabi l i ty”）で測った、

成人の病気（罹病率）が、賃金と労働供給、および所得に対して、どちらの国

においてもそれぞれ負の影響を与えていることを示している。また、Wagstaf f  

(2007)は、就労年齢の家計構成員に関する複数のヘルス・ショックの指標を用

いて、それらのショックが家計所得の減少と医療費の有意な増大をもたらすと、

ベトナムでの２期間のデータを用いた分析により結論づけている。  

その Wagstaf f  (2007)は、就労年齢の家計構成員の病気の深刻さ（入院期間

の長さや病気による死亡）が、家計の消費、特に食料消費を有意に減少させる

ことも指摘している。同様に、 Gertler  and Gruber  (2002)は、インドネシアに

おいて、世帯主の病気の有無と深刻度による、消費平準化の程度を考察し、軽

い病気に対しては、家計は完全な保険が可能であるが、病気が深刻になるに従

い、消費を完全に保険すること、つまり消費を平準化することは困難であると
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している。  

以上のことから、ヘルス・ショックが人びとの健康・栄養状態を有意に低下

させる一方で、ヘルス・ショックにより労働供給量や家計所得に変動がもたら

され、さらに、家計消費の平準化も困難にするという悪循環が存在しているこ

とが示唆される 4 )。また、多くの先行研究が指摘しているように、ヘルス・シ

ョックの影響は特に貧困家計において深刻である。  

本研究の対象国であるカンボジアにおいて、構成員の病気が家計の経済活動

に与える影響を考察した研究には、 Yagura (2005)がある。彼は、カンボジア

農村において、家計は病気に伴う医療費支出を、追加的な収入ではなく、資産

（主に土地）の売却により捻出する傾向が強いことを指摘し、家計構成員が病

気にかかることが、他のショックである不作になることよりも、大きな経済的

ダメージをもたらすとしている。しかし、そのショックが人びとの健康におよ

ぼす影響までは言及されていない。  

ヘルス・ショックのみならず、他のショック、特に洪水や干ばつなどの自然

災害、病虫害などによる農業生産の落ち込み、失業などの不測のショックも、

家計の消費行動に影響を与える（ Fafchamps and Lund 2003； Kazianga and 

Udry 2006 ほか）。その消費（特に食料消費）は、人びとの健康・栄養状態の

維持（改善）にとって、もっとも重要な要素であることから、ショックによる

消費の減少は、家計構成員の健康・栄養状態に大きな影響をもたらす 5 )。特に、

子供は成人よりも、それらの変動に対して敏感で、脆弱であるために、その影

響は深刻であり、その後の成長にも影響を及ぼすと考えられる。  

それらのショックの子供の健康・栄養への影響についても研究がなされてお

り、Foster  (1995)は 1988 年に、del  Ninno and Lundberg (2005)は 1998 年に、

それぞれバングラデシュで起こった大洪水による、子供の健康・栄養状態の変

化と、その後の長期的な影響（成長への影響）を考察している。はじめに、Foster  

(1995)は、大洪水の最中とその後の、６～ 36 ヵ月児の体重変化により子供の成

長に対する洪水の影響を、リスクをシェアする手段の一つである信用へのアク

セスも考慮したうえで検証している。それより、大洪水直後には、特に土地な

しの家計の子供の成長が鈍化していることを示しており、またその成長パター

ンの変化は、信用市場の不完全性の影響も受けるとしている。子供の身長によ

り成長を測った del  Ninno and Lundberg (2005)は、洪水の被害を受けた子供

は、受けていない子供よりも低身長である、つまり、栄養状態が悪いことを指

摘している。洪水後の成長については、被害を受けた子供の方が、受けなかっ

た子供よりも成長が速いが、完全なキャッチアップはなされていないとしてい

る 6 )。  
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Hoddinott  and Kinsey (2001)は、ジンバブエ農村に居住する 12～ 60 ヵ月児

に焦点をあて、パネル・データを用いた分析により、多くの家計に深刻な食糧

不足をもたらした 1994～ 95 年の干ばつの、身長の伸び（成長）に対する影響

を検証した。その結果、干ばつの影響により、特に 12～ 24 ヵ月児、貧しい家

計の子供、および女児が低成長である（成長が遅い）ことを指摘し、また、成

長のキャッチアップは限られているため、それらの子供の低成長はその後も継

続するとしている。 Alderman,  Hoddinott  and Kinsey (2006)も同様に、ジン

バブエ農村での就学年齢前の子供の栄養状態（年齢別身長）に、干ばつが有意

に負の影響を与えていることを示し、また、同時に内戦の負の影響も指摘して

いる。  

農作物被害の６～ 60 ヵ月児の（身長で測った）成長への影響を考察した、

Yamano,  Alderman and Christ iaensen (2005)は、エチオピアにおいて、 60 ヵ

月以下の子供でも、特に６～ 24 ヵ月児が、ショックに対して脆弱であるという

結論を得ている。またその年齢層の子供の成長に対しては、食糧支援（ food aid）

が正の効果をもつとしている。  

ある１種類のショックの影響だけでなく、さまざまな経済的ショック（正負

どちらのショックも含む）の影響を考察した、 Cater  and Malucc io  (2003)は、

南アフリカにおいて、３歳以下の子供の栄養状態に、マイナスのショックが負

の影響をもたらすことを示している 7 )。  

 子供の健康・栄養状態へのショックの影響を検証したこれらの先行研究より、

ショックが子供のそれに影響を与え、また成長を鈍化させる、低成長に陥らせ

ることがわかった。また、家計が直面した予期せぬショックとしては、家計構

成員の病気とそれに伴う死亡などのヘルス・ショックに加え、洪水や干ばつ、

農業生産の落ち込みなど、異なるタイプのショックが挙げられ、それらのショ

ックが人びとの健康・栄養状態に影響を与えているといえる。  

 以上の議論を踏まえると実証分析で検証すべき仮説として、カンボジア農村

において、  

（ 5-1）病気によるヘルス・ショックが、健康・栄養状態を低下させる、  

（ 5-2）ヘルス・ショックが、家計の経済活動に負の影響を与える、  

（ 5-3）ヘルス・ショックに対して、家計は完全な保険または消費平準化は困

難である、  

（ 5-4）子供の健康・栄養に対してショックが負の影響を与える、  

（ 5-5）ショックは子供の成長を鈍化、低成長とさせる、  

（ 5-6）人びとの健康・栄養に対して、異なるタイプのショックが影響を与え

る、  
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の６点が挙げられる。本章では、カンボジアにおいて、年齢が０～ 60 ヵ月の農

村部に居住する乳幼児の健康・栄養状態に関するデータを用い、これらの実証

仮説のうちでも、特に仮説（ 5-1）と（ 5-4）の２点を検証すべき仮説とし、次

節以降で実証分析を行う 8 )。  

 

３．CSES03/04 による子供の健康・栄養とショックの概要 

  

本章の分析には、2003 年から 2004 年にかけてカンボジア全土を対象に実施

された、カンボジア社会経済調査（ CSES03/04）の家計レベルのデータを用い

る。分析対象は、農村部に居住し、調査時点での年齢が０～ 60 ヵ月であった子

供と、その子供がいる家計とする。その年齢の子供は、5922 人であり、うち男

児が 3062 人、女児が 2860 人である。  

 CSES03/04 での健康に関する質問項目としては、自身による５段階の健康評

価や、障害の有無、過去４週間の病気・ケガの有無とその種類・治療方法など

に加え、喫煙や HIV/AIDS に関する質問項目があり、これらの質問は、全家計

構成員について聞き取りがなされている。また、調査時点で６歳未満であった

子供については、身長と体重の測定を実施しており、そのデータが利用可能で

ある。  

そこで、第３・４章と同様に、本章でも、分析対象の子供の健康・栄養状態

を測る指標として、測定された身長と体重のデータより算出した「年齢別身長

ｚスコア」と「年齢別体重ｚスコア」の２つの指標を用いることとする。  

これらの２つの指標を用いて、はじめに、カンボジア農村部に居住する乳幼

児の健康・栄養状態を概観する。各指標のｚスコアおよび栄養不良の子供の割

合を、年齢ごとに示したのが、表 5-1 である。年齢別身長ｚスコアの値をみる

と、カンボジアの農村部に居住し、年齢が 60 ヵ月以下の子供の平均値は－ 2.47

であり、栄養不良の基準とされるｚスコアの値－２よりも低いことがわかる。

また、そのｚスコアが－２以下の子供の割合を示した、栄養不良（成長阻害）

の子供の割合は、全体で 56.4 パーセントにのぼり、農村部においては半数以上

の子供が慢性的な栄養不良の状態にあることがわかる。  

 短期的な栄養不良を測る、年齢別体重ｚスコアの値は、全体の平均値が－ 2.23

と、この値も栄養不良（低体重）の水準であり、低体重の子供の割合は、全体

で 52.6 パーセントにのぼる。これらのことからも、カンボジア全土の農村部に

おける栄養不良の子供が半数以上と多く、乳幼児の栄養不良が深刻な問題であ

るといえる。  
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表 5-1 乳幼 児の健康 ・栄養状 態（年齢 別）  

 
子供数  
（人）  

年齢別身長  年齢別体重  

ｚスコア
成長阻害の

ｚスコア 
低体重の  

割合 (％ ) 割合 (％ ) 

全体  5,922  － 2.47 56.43 － 2.23  52 .58  
年齢別（月）      
 0～11  ヵ 月 1,204  － 1.65 38.31  － 0.94  25 .23  
12～23  ヵ月 1,041  － 2.29 55.37  － 2.50  57 .50  
24～35  ヵ月  843  － 2.91 64.71  － 2.56  61 .00  
36～47  ヵ月 1,213  － 2.84 63.60  － 2.54  58 .28  
48～60  ヵ月 1,621  － 2.68 63.61  － 2.60  60 .75  
出 所 ： CSES03 /04 よ り 、 筆 者 作 成  

注：データの制約上、「年齢別身長」は 5,857 人、「年齢別体重」は 5,848 人（異常 

  値 の子供も除く）のデータを用いて計算している（異常値の検定には、ス ミ ル  

  ノ フ・グラブス検定を用いた） 

  

次に、子供と家計が受けたショックについて概観する。本章では、ショック

として、次の３つの指標を用いる。  

 

１．「子供の病気」：子供自身の過去４週間の病気の有無  

２．「成人の病気・死亡」：就労年齢（ 15～ 64 歳）の構成員の過去４週間の

病気の有無、および、その年齢の構成員の過去 12

ヵ月間の病気による死亡の有無  

３．「農作物被害」：過去２シーズンの農業生産量の減少の有無  

 

この指標１および２は、ヘルス・ショックを示す指標である。本章では、ショ

ック指標１を「個人レベルのショック」、指標２と指標３を「家計レベルのシ

ョック」としてとらえることとする。表 5-2 は、３つのショックのうち、いず

れか一つのショックか、複数のショック、またはどのショックも受けなかった

分析対象の子供の、それぞれの割合を示している。  

 一つ以上のショックを受けた子供は、 4311 人であり、約 73 パーセントの子  

 

表 5-2 ショ ックを受 けた乳幼 児の割合 （％）  

ショック  ショックなし 子供の病気
成人の病気

農作物被害 すべて  
・死亡  

ショックなし  27.20          
子供の病気    6 .75        
成人の病気・死亡   7 .28  10 .18      
農作物被害    5 .79  10 .13  26 .44    

          6 .21  
出 所 ： CSES03 /04 よ り 、 筆 者 作 成    
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供が何らかのショックを受けたことがわかる。そのうち、（表中で薄い灰色で

色づけした）ショックを一つのみ受けた子供は 2569 人（ 43.4 パーセント）、

２つのショックを受けた子供は 1374 人（ 23.2 パーセント）であり、３種類の

ショックをすべて受けた子供は 368 人（ 6.2 パーセント）となっている。  

表 5-3 では、そのショックを受けた（または、受けていない）子供の健康・

栄養状態を、受けたショックごとに示している。子供自身の病気によるヘルス・

ショックを受けた子供は、家計レベルのショックを受けた子供およびショック

をまったく受けなかった子供と比べて、年齢別身長と年齢別体重のｚスコアの

平均値がともに低く、栄養状態が悪いことがわかる。  

家計ショックを受けた子供も、ショックを受けなかった子供と比べて、両指

標ともｚスコアの平均値が低く、その差は急性の栄養不良を測る年齢別体重の

ほうが大きくなっている。また、家計ショックのなかでも、成人の病気・死亡

のショックを受けた子供のほうが、農作物被害を受けた子供よりもｚスコアが

若干低くなっていることがわかる。  

以上のことから、子供の受けたショックでも、個人レベルのショックのほう

がその影響は大きく、家計レベルのショックについては、個人ショックほど大

きな影響はもたらしていないのではないかと推測される。  

 

表 5-3 乳幼 児の健康 ・栄養状 態（ショ ック別）  

ショック  

子供数  
（人）  

年齢別身長  年齢別体重  

ｚスコア 
成長阻害の

ｚスコア 
低体重の  

割合 (％ ) 割合 (％ ) 

ショックなし  1611  － 2.44  57 .40  － 2.17  51 .57  
子供の病気  1542  － 2.55  58 .84 － 2.34  54 .38  
成人の病気・死亡 1614  － 2.46  58 .78  － 2.25  52 .30  
農作物被害  2877  － 2.45  57 .34  － 2.23  53 .17  
出 所 ： CSES03 /04 よ り 、 筆 者 作 成  

注 ： 複 数 の シ ョ ッ ク を 受 け た 子 供 も 含 む  

 

４．理論的枠組み 

 

ここでは、子供の健康・栄養状態へのショックの影響を考察するための、理

論的枠組みを示す。本章では，家計 hが各構成員 )...,,1( Ni  の健康・栄養状態 iH

と、それに影響を与える消費 iC から得られる効用、  

 


N

i
iii CHU

1

,
                       

（ 5-1） 

を最大化するものと仮定する（選好は家計内において共通であるとする）。こ
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こで、 0HU 、 0HHU 、 0CU 、 0CCU とする。  

各構成員 i の健康・栄養状態は、消費と病気によるヘルス・ショック iI 、およ

び健康の賦存量などを特徴づける各構成員の属性 iX に依存する。  

    ),,( iiiii XICHH                       （ 5-2） 

ここで、すべての構成員の消費を合わせた家計消費 


N

i iCC
1

を、次のように定

義する。  

     



J

j
wjwjhaa LYXSLAYC

1

)(),,,(
                （ 5-3）  

家計構成員のうち、就労年齢の成人の構成員（就労者）を特に )...,,1( Jj  で表記

し、 ij とすると、家計消費は、農業所得 aY と、成人の構成員 jの労働供給 wjL に

より得られる賃金所得 wjY を合わせたものとなる。したがって、（ 5-3）式は家

計の予算制約式ととらえられる 9 )。その農業所得は、生産のための物的投資 A と

家計全体の農業労働投入  


J

j aja LL
1

、収穫量の減少をもたらす洪水や干ばつな

どの自然災害、または病虫害などの外生的なショック S 、および家計の属性 hX

により決定される。  

 農業以外の賃金所得を決定づける構成員 jの労働供給は、（各 jに対して一定

の）労働可能な総時間 T から、ヘルス・ショック jI による時間損失（ t ime loss）

jZ を差し引いたものであると仮定する（レジャーは外生とする）。  

     )( jjwj IZTL 
                     

（ 5-4） 

ここで、 0IZ 、 0IIZ であり、ヘルス・ショックが労働供給量を減らし、それ

により賃金所得が減少することとなり、ひいては家計消費にも影響を与えると

いえる。  

 （ 5-2）～（ 5-4）式の制約のもとで、（ 5-1）式の効用関数を最大化すること

により、次のような各構成員の健康・栄養状態 iH の誘導形の決定関数が得られ

る。  

     ),,,,( hijiii XXSIIHH 
                  

（ 5-5）
 

また、各構成員の消費 iC の誘導形の決定関数も、  

),,,,( hijiii XXSIICC 
                   

（ 5-6） 

と表すことができる。  

 子供の健康・栄養状態に対して、消費、特に食料消費も重要な決定要因であ

るため、実証分析にあたってその点も考慮する必要がある。そのため、本章で

は、 Rosenzweig  and Schultz  (1983)に従い、合成関数（ hybrid equation）に

より健康・栄養の決定関数を次のように表す。  
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),,,,,( hijiiii XXSIICHH                     （ 5-7） 

これより、各構成員の健康・栄養状態は、消費と、ヘルス・ショック、農業所

得に影響する外生的な不作ショック、および、個人と家計の属性により決定さ

れる。  

ここで、家計のなかでも、幼少の構成員のみに着目すると、その子供の健康・

栄養に影響を与えるショックは、自分自身の病気によるショック ( iI )に加え、

他の家計構成員の特に成人の構成員（就労者）の病気と病気による死亡のヘル

ス・ショック ( jI )、および農作物被害のショック ( S )が含まれる。  

 以下では、子供自身の病気を個人レベルのショック、また、成人の構成員の

病気および病気による死亡と農作物被害のショックを家計レベルのショックと

してとらえ、それらのショックが子供の健康・栄養状態に与える影響を、実証

分析により検証していく。  

  

５．実証分析  

 

5.1 分析手法： Average Treatment Effects と Propensity Score Matching 

 本章では、個人レベルおよび家計レベルのショックの子供の健康・栄養状態

に対するインパクトを、 “Average Treatment Effect  (ATE)”として検証してい

く。またその手法として、 “Propensity  Score  Matching (PSM)”を用いる。  

本研究のような、複数のトリートメント（ショック）が与えるインパクトに

関する研究は、今日の研究において重要視されつつあるが、現時点では、複数

の ト リ ート メ ン トで も 、 それ が 重 複し な い （ non-overlapping） ト リ ー ト メン

トに関してのみ、PSM の枠組みが確立されている。そこで、本節では、はじめ

に 、 Rosenbaum and Rubin (1983)が 示 し た ２ つ の ト リ ー ト メ ン ト に 対 す る

PSM のアプローチを、複数の重複しないトリートメントのケースに拡張した

Imbens (2000)および Lechner  (2001)にもとづき、そのフレームワークを示し

ていく。  

以下では、上記文献で用いられている「トリートメント」を、本章での検証

対象である「ショック」に置き換えて説明する（ただし、重要な仮説や定理に

ついては、先行研究の記述にしたがう）。  

 

1）複数のショックに対する Propensity Score Matching の枠組み  

 はじめに、 1K の異なる、重複しないショックを考え、ショックを受けたこ

とから得られるアウトカム（健康・栄養状態）を、  KHHH ...,,, 10 とする。ゼロ

は「ショックなし」を示す。本章では、この K 個のショックを、各個人（子供）
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の直面する K 種類のショックととらえる。  

各個人は、どれか一つのショックのみを受けるものと仮定する。したがって、

各個人に対して、  KHHH ...,,, 10 のうち一つのアウトカムのみが観察でき、残り

の K 個のアウトカムは、観察できない反事実（ unobserved counterfactuals）

となる。これより、本章での実証分析においては、ショックを一つだけ受けた

子供と、どのショックも受けなかった子供のみを分析の対象とすることができ

る。  

ここで、  KT ...,,1,0 を、あるショック K を受けたことを測る指標とする。シ

ョック K を受けたことによる影響は、他のショック  1...,,1,0  KK の影響との一

対比較（ pair -wise  comparison）により、あるパラメータとして識別すること

が可能となる（ Lechner  2001）。ショック K の K と比較したその影響は、 K を

受けたことを条件として、ショック K と K の平均的効果（ average ef fect）を

比較することといえる（ただし、ショックを受ける人は母集団 N からランダム

に抽出される）。これが、 “Average Treatment  Effect  on the treated (ATT)  ”

であり、  

     
     

  KKKKKfor

KTHEKTHEKTHHEATT KKKK



 

,...,,1,0,
       （ 5 - 8） 

と表される。この式の右辺第１項は、本章でいうところの、ショック K を受け

た子供のアウトカム（健康・栄養状態）の平均であるので、そのデータが観察

できるが、第２項目の  KTHE K  は、観察することができない。  

 しかし、この第２項目は、ある仮定のもとで、観察可能なデータ  KTH K  ,  を

用いて推定することができる、つまり、ある仮定のもとで、ATT が識別される

こ と が 知 ら れ て い る 。 そ の 仮 定 は 、 “Condit ional  Independence Assumption 

(CIA、独立性仮定 )  ”と呼ばれる、次のようなものである。  

 

  CIA：観察できる変数（特性）の集合（または、共変量集合： covar iate   

set） X を条件として、トリートメント指標 T と起こりうるアウト  

カムは独立である；  

       XTHHH K ...,,, 10                   （ 5-9） 

 

は独立を示す記号であり、この仮定は、「 X を条件として、トリートメント T

とアウトカムは独立である」ことを意味している。  

この CIA が満たされるなら、（ 5-8）式の右辺第２項は、  

    KTXKTHEEKTHE KK   ,  

となり、（ 5-8）式の ATT は、次のように書き換えられる。  
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            KTXKTHEEXKTHEEXKTHHE KKKK   ,,,   （ 5-10） 

（ただし、 KKKK ATTATT ,,   で、 ATT は非対称である。）  

ここで、（ 5-10）式が成立するためには、共変量集合 X がショック K を受け

たグループと、 K を受けたグループで同じでなくてはならない。そこで、その

共変量集合 X が、同一となるように、ショック K を受けたグループと、 K を受

けたグループを選ぶことを、「マッチング（ matching）」と呼ぶ。しかし、も

し、 X の次元が高い（ high-dimensional）と、同一の X をシェアする２つのグ

ループを見つけること、つまりマッチングをすることは非常に困難となる。こ

のようなマッチングの問題を解決しうるのが、 Propensity  Score  Matching と

いう手法である。  

 端的にいうと、PSM は、高次元 X のマッチングを、一次元のマッチングの問

題へと縮小する手段であり、 “propensity  score  (PS)”とは、「観察された共変

量集合を所与とした、ショックを受ける確率」：  

        XTPXp 1  

と定義される（ 1T は、あるショックを受けたことを示す）。この PS につい

て、 Rosenbaum and Rubin (1983)は、 CIA のもとで、次の定理が成立するこ

とを示している。  

 

定理１： Propensity  score  )(Xp を所与として、トリートメント指標 T と観  

察された共変量 X は独立である；   XpXT   

 

つまり、同じ PS の値をもつ観測値は、受けたショックとは独立に、同一の観

察できる（および観察できない）共変量の分散をもつといえる。この定理１は、

多変量標準共変量（ multivar iate  normal  covariates）のケースであるが、こ

れは X の分布に関わらず成立することから、定理１は次の定理２に含まれる一

つのケースであるといえる（ Rosenbaum and Rubin 1983）。  

 

  定理２（ BSP）： )(Xb を X の関数とする。 )(Xb が )(Xp よりもよい時、つま  

りある関数 f に対して )}({)( XbfXp  のとき、かつそのときのみ、  

)(Xb は “balancing score”である；   XbXT   

 

（ balancing score の証明については、Rosenbaum and Rubin 1983 を参照。）  

 また、CIA のもとで、（ 5-9）式が成立することより、定理２の “balancing score 

property  (BSP)”を用いて次の定理が導かれる（ Lechner  2001）。  
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定理３： Propensity  score を所与として、すべての )...,,0( KT  に対して  

        XpXKTpXbXKTpE K 、および   10  Xp K ならば、トリ  

ートメント T とそのアウトカムは独立である；   

 XbTHHH K ...,,, 10  

 

定理３より、あるショック K を受けることと、 K を受けることは、与えられた

balancing score（または PS）の値に対してランダムであるといえる（定理３

の証明については、 Lechner  2001,  Appendix  A を参照）。  

 以上のことから、 ATT は balancing score（または PS）を用いて、次のよう

に求められる。  

     

 
  
     
     KTXbKTHEEXbKTHEE

KTXpKTHEEXpKTHEE

XpKTHHEE

KTHHEATT

KK

KK

KK

KK

















)(,)(,

)(,)(,

)(,

　　　

　　　

　　　
       （ 5 - 1 1） 

 

2） Matching Estimators の推計方法  

 Propensity  score に も と づ い た ATT の マ ッ チ ン グ 推 定 量 （ matching 

est imators）の推計は、次の手順で行う 1 0 )。  

 

手順１  ショック K を受ける確率（ PS）を推定する（＋ BSP の検定）：

 ・ BSP が満たされる  →  手順２へ  

 ・ BSP が満たされない   

→  別の特定化（説明変数の組み合わせ）  

手順２  同じ（またはもっとも近い） PS をもつ、ショック K を受けた

サンプルの観測値を抽出する  

手順３  手順２で抽出されたサンプルと、ショック K を受けたサンプル

とのアウトカムの期待値の平均により、 ATT を求める  

 

上表の手順に従うと、本章での実証分析でははじめに、個人レベルまたは家

計レベルのショックを受ける確率（ PS）を推定する。その推計には、ロジット・

モデルを用い、 BSP の検定も同時に行う。  

次に、このロジット推定から得られた、BSP を満たすショックを受ける確率

をもとに、ショック K を受けた子供と他のショック K を受けた子供とをマッチ

ン グ さ せ る こ と に な る 。 本 章 で は 、 そ の マ ッ チ ン グ の 方 法 と し て 、 “Nearest  

Neighbor  Matching”と “Kernel  Matching”の方法を用いる 1 1 )。  
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Nearest  Neighbor  Matching (NNM)は、ショック K を受けたグループの子供

と、もっとも近い PS をもつ、ショック K を受けたグループの子供をマッチン

グさせ、両者を単純に比較する方法である。この方法は、その容易さから先行

研究において多く用いられている。  

ここで、 T をショック・グループの集合（ショック K を受けたグループ）、 C

をコントロール・グループ（ショック K を受けたグループ、またはショックを

まったく受けなかったグループ）とし、それぞれの観察されたアウトカムを、 T
iH

と C
gH と定義する。また、PS を )1( XTPP  とし、ショック・グループ内のメン

バー i に対するマッチングの相手を )( iPC とする。その相手が、 )( ig PCP  となるコ

ントロール・グループ内のメンバー Cg  であり、相手 g は、 })({ igi PCPCgQ 

で示される集合 iQ に属している（ iQ は singleton set）。すると、 NNM は、  

     gi
g

i PPPC  min)(                     （ 5 - 1 2） 

により定義される。これは、 iP にもっとも近い値 gP をもつコントロール・グル

ープのメンバーが、マッチングの相手として選ばれるということである。  

 しかし、この NNM の方法では、あるショック K を受けたグループの子供に

対しては、そのマッチングの相手が、PS が大きく異なる相手となり、その分マ

ッチングが不十分となる可能性がある。そこで、この問題を解決しうるのが、

Kernel  Matching である（ Becker  and Ichino 2002）。  

 Kernel  Matching（ KM）は、ショック K を受ける確率にもとづき、ショック

K を受けたそれぞれの子供を、ショック K を受けた子供の加重平均とマッチン

グさせる方法であり、そのマッチング推定量は次のように定義される。  
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           （ 5-13） 

ここで、 )(G はカーネル関数を、 nf は bandwidth parameter である。bandwidth

とカーネルの標準的な条件のもとで、  
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は、反事実のアウトカム C
iH の一致推定量となる（ Becker  and Ichino  2002；

Smith and Todd 2005）。  
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本章では、いずれのマッチングの方法においても common support  condit ion

を課し、最大のショック K を受ける確率をもつショック K を受けた子供よりも、

確率が高いショック K を受けた子供、および、最小のショック K を受ける確率

をもつショック K を受けた子供よりも、確率が低いショック K を受けた子供を

サンプルから除くこととする。  

そして最後に、ショック K の子供の健康・栄養状態へのインパクトを示す、

ATT を求める。ATT の推定量の標準誤差は、先行研究にしたがい、ブーツスト

ラップ標準誤差（ bootstrap standard error）により得る。この標準誤差を利

用する理由は、PMS 推計には複数のステップがあるために、一つのステップか

ら得られる標準的な推定量に比べて PMS 推定量がより大きな分散をもつため

である（戸堂  2008） 1 2 )。  

 

既述のように、現在の複数のショックに対する PSM のフレームワークにお

いては、重複するショックは扱うことができない。そこで、本章では、カンボ

ジア農村部に居住する年齢が０～ 60 ヵ月の子供で、個人レベルのショックまた

は、家計レベル・ショックのいずれかひとつのショックを受けた子供と、それ

らのショックをまったく受けなかった子供のみを分析の対象とする。  

 本章での検証事項は、下表の９通りであり、「行」に示されたショックの子

供の健康・栄養状態への影響の、「列」に示されたショックのそれへの影響と

の比較をすることになる。  

 

シ ョック  子供の病気  成人の病気・死亡 農作物被害  ショックなし

子供の病気    ①  ②  ③  

成人の病気・死亡 ④    ⑤  ⑥  

農作物被害  ⑦  ⑧    ⑨  

 

具体的に、①は「成人の病気およびそれに伴う死亡のショックと比較した、

子供自身の病気によるショック（個人ショック）の影響の大きさ」、②は「農

作物被害のショックと比較した、子供自身の病気によるショックの影響の大き

さ」、また、③は「ショックなしと比較した、子供自身の病気によるショック

の影響の大きさ」、である。  

これらの９通りについて ATT の推計を行い、第２節で示した実証仮説（ 5-1）

と（ 5-4）を検証し、カンボジアの農村部に居住する乳幼児の健康・栄養に対す

るショックの影響を考察する。  
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5.2 推定結果  

子供および家計が受けたショックの、乳幼児の健康・栄養状態への影響を、

PSM の手法によりその ATT を推定した結果を示したのが表 5-4 と表 5-5 であ

る。表 5-4 は年齢別身長ｚスコア、表 5-5 は年齢別体重ｚスコアの推定結果を

それぞれ示している。また、両表において、上段は Nearest  Neighbor  Matching、

下段は Kernel  Matching による推定結果を示している。  

はじめに、年齢別身長ｚスコアで測った子供の長期の栄養状態へのショック

の影響を推定した ATT の結果を示した表 5-4 より、マッチングの方法に関わら

ず、子供自身の病気によるヘルス・ショックを受けた子供が、成人の病気・死

亡のショックを受けた子供、およびショックをまったく受けなかった子供と比

較して、年齢別身長が有意に低い（栄養状態が悪い）ことがわかる。また、NNM

による推定結果は、子供の病気が農作物被害を受けた子供よりも年齢別身長ｚ

スコアが有意に低いこと、ならびに、成人の病気・死亡のショックを受けた子

供の方が、自身の病気によるショックを受けた子供よりもｚスコアが有意に高

い一方で、農作物被害を受けた子供よりは有意に低いということを示している。 

一方、成人の病気・死亡のショックのショックなしの子供と比較した ATT、

および農作物被害のインパクトを測るどの ATT の推定値も、どちらのマッチン

グの方法を用いても長期の栄養状態に対して有意な影響はみられない。  

 

表 5-4 年齢 別身長ｚ スコア（ ATT の推 定結果 )  

Nearest  Neighbor  Matching
  子供の病気  成人の病気・死亡 農作物被害  ショックなし

子供の病気  
 

－ 0.542  － 0.364  － 0.359  
  (－ 2.35) * *   (－ 1.77) *   (－ 1.80) *  

成人の病気・死亡 
0.477  

 
－ 0.500  － 0.212  

  (2 .04) * *    (－ 2.82) * * *   (－ 1.22)  

農作物被害  
0.281  － 0.068  

 
0 .182  

 (1 .22)   (－ 0.36)    (1 .23)  
   

Kernel  Matching  

  子供の病気  成人の病気・死亡 農作物被害  ショックなし

子供の病気  
  

－ 0.314  － 0.180  － 0.244  
  (－ 1.83) *   (－ 1.25)    (－ 1.70) *  

成人の病気・死亡 
0.199  

  
－ 0.078  － 0.078  

 (1 .18)   (－ 0.64)   (－ 0.63)  

農作物被害  
0.216  － 0.005  

  
－ 0.026  

 (1 .29)   (－ 0.04)   (－ 0.25)  
出 所 ： 筆 者 作 成  

注 ： 括 弧 内 は 、 ブ ー ツ ス ト ラ ッ プ 標 準 誤 差 を 用 い て 得 ら れ た t 値 を 示 し 、 *は 10％ 、

  * *は ５ ％ 、 * * *は １ ％ 水 準 で 統 計 的 に 有 意   
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表 5-5 年齢 別体重ｚ スコア（ ATT の推 定結果 )  

Nearest  Neighbor  Matching
  子供の病気  成人の病気・死亡 農作物被害  ショックなし

子供の病気  
  

－ 0.550  － 0.271  － 0.251  
   (－ 3 .05) * * *  (－ 1.62)   (－ 1.58)  

成人の病気・死亡 
0.495  

  
－ 0.169  0 .079  

  (2 .45) * *    (－ 1.16)   (0 .55)  

農作物被害  
0.166  － 0.150  

  
0 .061  

 (0 .89)   (－ 1.06)   (0 .51)  
   

Kernel  Matching     

  子供の病気  成人の病気・死亡 農作物被害  ショックなし

子供の病気  
  

－ 0.279  － 0.219  － 0.229  
  (－ 2.00) * *    (－ 1.76) * *     (－ 1.86) *  

成人の病気・死亡 
0.193  

  
0 .043  0 .029  

 (1 .38)   (0 .49)   (0 .31)  

農作物被害  
0.155  － 0.080  

  
－ 0.009  

 (1 .06)   (－ 0.75)   (－ 0.10)  
出 所 ： 筆 者 作 成  

注 ： 括 弧 内 は 、 ブ ー ツ ス ト ラ ッ プ 標 準 誤 差 を 用 い て 得 ら れ た t 値 を 示 し 、 *は 10％ 、

  * *は ５ ％ 、 * * *は １ ％ 水 準 で 統 計 的 に 有 意   

 

次に、年齢別体重ｚスコアの ATT を推定した結果を示した表 5-5 より、 KM

を用いた場合には、自身の病気のショックを受けた子供は、他のショックを受

けた子供またはショックをまったく受けなかった子供と比較して、年齢別体重

ｚスコアが有意に低いことがわかる。 NNM を用いた場合には、子供の病気シ

ョックと成人の病気・死亡のショックを受けた子供の間に、年齢別体重の有意

な差が存在することが示唆される。それ以外のケースについては、受けたショ

ックによる短期の栄養状態の有意な違いはみられない。  

以上の推定結果は、子供自身の病気によるヘルス・ショックが、子供の健康・

栄養状態に対して、長期的にも短期的にも有意に負の影響を与えていることを

示している。これは、第２節で示した実証仮説（ 5-1）および（ 5-4）の一部（自

身のヘルス・ショック）を支持する結果といえる。一方で、成人のヘルス・シ

ョックと農作物被害という家計レベルのショックは、子供の健康・栄養状態を

有意に低下させていないと結論づけられる 1 3 )。  

 

６．おわりに  

  

本章では、乳幼児の健康・栄養に対する、個人レベルのショックおよび家計

レベルのショックの影響を、カンボジア社会経済調査（ CSES03/04）の農村部

に居住する子供・家計のデータにもとづいて検証した。分析結果より、個人レ
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ベルのヘルス・ショックが、子供の長期と短期のどちらの健康・栄養状態に対

しても、有意に負の影響を与えているという結論が得られた。  

 このことから、まずは、乳幼児の罹病率を下げるような政策が求められる。

乳幼児が自ら行動を起こすとは考えられないため、親や成人の構成員を対象に、

カンボジア農村部で多く実施されている、保健衛生や栄養などに関するプログ

ラムをより効率的に実施し、家計が子供の病気を未然に防ぐように促すことも、

カンボジア農村での乳幼児の健康・栄養改善にとって重要な政策となるであろ

う 1 4 )。また、もし病気になった際には、各家計で症状に応じて最低限必要な対

処をできるようにするために、上記プログラムなどにより病気の知識や対処方

法を十分に伝えることも重要であろう。  

これに加え、農村部でのヘルス・センターや病院の増設と医師や看護師など

の医療従事者の育成、貧困家計のヘルス・ケアへのアクセスを改善させるよう

な政策も、カンボジアの子供の不健康と栄養不良の問題解決に貢献するものと

考えられる 1 5 )。  

一方、分析結果からは、成人の構成員の病気とそれによる死亡、および農作

物被害で測った家計レベルのショックの、その家計の乳幼児の健康・栄養状態

への有意な影響は示されていない 1 6 )。その有意な影響がみられない要因として、

家計内において何らかの方法で、または、インフォーマル・リスクシェアリン

グや資産の売却などを通じて、それらのショックの影響が緩和されている可能

性が考えられる 1 7 )  1 8 )。  

本研究の対象であるカンボジア農村においても、主に家計間での所得移転を

通じたインフォーマルなリスクシェアリングが観察されている。しかし、矢倉

(2008,  第８章 )は自身のカンボジア農村での聞き取り調査での観察や、記述統

計により、リスクシェアリングによるショックへの対応能力を疑問視し、カン

ボジア農村においては家計間での所得移転によるそれは完全ではないとしてい

る。そのため、この点についてはさらなる検討が必要であろう。  

そこで、次章では、本研究の調査村落において頻繁に観察される、親戚や友

人間での贈与交換や信用供与によるリスクシェアリングのメカニズム、決定要

因について実証分析により検証していく。  

 最後に、本章の分析に用いた PSM の手法では、ショックの有無によるイン

パクトは検証できるが、そのショックの程度、深刻度といった点までは考慮し

きれない。しかし、当然のことながらショックの深刻度が増すにつれ、その影

響は大きくなると考えられるため、他の分析手法を用いた、ショックの程度が

健康・栄養に与える影響と、その影響の差の検証などは、今後に残された研究

課題である。  
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 注  

1） 以 下 、 本 論 文 で は 、 症 状 や 種 類 、 そ の 重 病 度 （ た と え ば 、 日 常 生 活 を 送 れ な か っ

た 日 数 や 入 院・手 術 の 有 無 ）な ど に 関 わ ら ず 、な ん ら か の 病 気 に か か る こ と を「 ヘ

ル ス ・ シ ョ ッ ク 」 と 定 義 す る 。  

2 ） PSM を 用 い た 実 証 研 究 に は 、 職 業 訓 練 プ ロ グ ラ ム の イ ン パ ク ト を 推 定 し た

Heackman,  I ch imura  and  Todd  (1997)を は じ め 、 近 年 で は 、 Mu and  van  de  Wal le  

(2007) が ベ ト ナ ム に お け る 農 村 の 道 路 建 設 の 貧 困 に 対 す る イ ン パ ク ト を 、 戸 堂  

( 2008 )が イ ン ド ネ シ ア の 鋳 造 産 業 に お け る 日 本 の ODA に よ る 技 術 援 助 プ ロ グ ラ ム

の イ ン パ ク ト を 、Tong  (2008 ,  Ch .5 )が カ ン ボ ジ ア 農 村 に お い て 実 施 さ れ た マ イ ク ロ

フ ァ イ ナ ン ス の プ ロ グ ラ ム の 借 り 手 の 厚 生 （ wel fare） に 与 え る イ ン パ ク ト を 評 価

し て い る 。ま た 、同 じ カ ン ボ ジ ア に お い て 、Guarce l l o ,  Kovrova  and  Rosat i  (2007)

は 、 洪 水 ・ 干 ば つ ・ 不 作 の 複 数 の シ ョ ッ ク が 児 童 労 働 に 与 え る イ ン パ ク ト を 、

CSEC03/04 の 村 レ ベ ル の デ ー タ を 用 い て 検 証 し て い る 。  

3） Dercon  and  Kr i shnan (2000)は 、 リ ス ク シ ェ ア の 程 度 は ジ ェ ン ダ ー に よ っ て も 異

な り 、 女 性 の 病 気 の リ ス ク は シ ェ ア さ れ て い な い と も し て い る 。  

4）ヘ ル ス・シ ョ ッ ク の 消 費 へ の 影 響 を 、Gert l er  and  Gruber  (2002)や Asfaw and  von  

Braun  (2004)、 De Weerdt  and  Dercon  (2006)ら は 検 証 し て お り 、 ヘ ル ス ・ シ ョ ッ

ク が 消 費 平 準 化 を 困 難 に し て い る こ と 、ま た 、よ り 深 刻 な 病 気 に つ い て は 、リ ス ク

シ ェ ア リ ン グ 制 度 に よ る 完 全 な 保 険 は 不 可 能 で あ る こ と を そ れ ぞ れ 示 し て い る 。  

5）実 際 、Glewwe (1999)は １ 人 あ た り 消 費 が 、Thomas ,  Strauss  and  Henr iques  (1990)

は 家 計 消 費 が 、 子 供 の 栄 養 状 態 に 影 響 を 与 え て い る こ と を そ れ ぞ れ 指 摘 し て い る 。

ま た 、Behrman and  Wol f e  (1987)は カ ロ リ ー で 測 っ た 消 費 が 影 響 を 与 え る と し て い

る 。  

6） del  Ninno  and  Lundberg  (2005)は 、 支 援 プ ロ グ ラ ム が 子 供 の 健 康 ・ 栄 養 状 態 の 平

準 化 に も た ら す 効 果 も 考 察 し て お り 、災 害 に 対 し て 実 施 さ れ る 支 援 プ ロ グ ラ ム よ り

も 、（ 洪 水 前 か ら 実 施 さ れ て い た ）長 期 に わ た り 子 供 の 健 康・ 栄 養 を 改 善 す る た め

に デ ザ イ ン さ れ た プ ロ グ ラ ム の ほ う が 、 よ り 効 果 的 で あ る と し て い る 。  

7） Cater  and  Malucc i o  (2003)は 同 時 に 、 社 会 関 係 資 本 が そ の シ ョ ッ ク へ の 対 処 能 力

（ cop ing  capac i ty）を 拡 張 し う る か ど う か に つ い て も 検 証 し 、社 会 関 係 資 本 が 高 い

家 計 ほ ど 、 経 済 的 損 失 に 対 応 す る 能 力 が 高 い と い う 結 果 を 得 て い る 。  

8）こ の ２ 点 の 仮 説 を 検 証 す る こ と は 、同 時 に 、仮 説（ 5-3）の 消 費 平 準 化 に 関 す る 議

論 に も つ な が る 。そ れ は 、食 料 消 費 が 人 び と の 栄 養 状 態 を 決 定 づ け る も っ と も 重 要

な 要 素 で あ り 、家 計 消 費 の 平 準 化 は 、栄 養 状 態 を 維 持（ 栄 養 状 態 の 平 準 化 ）を も た

ら す と い え る た め で あ る 。 な お 、 仮 説 （ 5-2） と （ 5-5） お よ び （ 5-6） は 、 デ ー タ
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制 約 上 の 問 題 か ら 検 証 が 困 難 で あ る た め 、本 章 で は 分 析 の 対 象 と は せ ず 、今 後 の 課

題 と す る 。  

9） 本 章 で は 、 各 構 成 員 の 消 費 は 、 平 年 の 家 計 所 得 に も と づ い た 最 適 な 家 計 内 配 分 に

よ り 決 定 づ け ら れ る と 仮 定 す る 。ま た 、平 年 よ り 家 計 所 得 が 減 少（ 増 加 ）し た 際 に

は 、 そ の 減 少 分 （ 増 加 分 ） は 均 一 に 各 構 成 員 に 振 り 分 け ら れ る も の と す る 。  

10）複 数 の ト リ ー ト メ ン ト の 場 合 の 実 証 分 析 の 方 法 は 、先 行 研 究 に お い て 具 体 的 に 明

記 さ れ て い な い 。 そ の た め 、 本 章 で は 、 Heckman ,  I ch imura  and  Todd  (1997)や

Simth  and  Todd  (2005 )、 戸 堂  (2008)な ど に 示 さ れ て い る 、 ２ つ の ト リ ー ト メ ン ト

の 場 合 の PSM の 推 計 手 順 に 従 う 。  

11） そ の 他 の マ ッ チ ン グ の 方 法 に は 、 Radius  Match ing や Strat i f i ca t i on  Match ing

が 挙 げ ら れ る（ 詳 し く は 、Becker  and  I ch ino  2002；Smith  and  Todd  2005 を 参 照 ）。  

12） 複 数 の シ ョ ッ ク を 扱 っ た Guarce l lo ,  Kovrova  and  Rosat i  ( 2007)と 同 様 に 、 実 際

の 推 計 に は 、Leuven  and  S ianes i  (2003 )に よ る Stata の コ マ ン ド で あ る psmatch2

を 用 い る 。な お 、PS の 推 計 に は 、子 供 の 病 気 は 子 年 齢 、子 性 別 ダ ミ ー 、平 均 教 育 、

労 働 者 比 率 、家 計 消 費 、貧 困 州 ダ ミ ー に 加 え 、調 査 時 期 に よ り 罹 病 率 に 差 が み ら れ

た た め 、乾 季 後 半 、雨 季 前 半・後 半 の ３ つ の シ ー ズ ン・ダ ミ ー 変 数 を 説 明 変 数 と し

て 用 い た 。 成 人 の 病 気 ・ 死 亡 の PS に は 家 長 年 齢 、 家 長 性 別 ダ ミ ー 、 平 均 教 育 、 労

働 者 比 率 、家 計 消 費 、貧 困 州 ダ ミ ー 、雨 季 ダ ミ ー（ 成 人 に 関 し て は 、季 節 に よ る 変

動 が 少 な い た め 一 つ の シ ー ズ ン・ダ ミ ー の み ）を 推 計 に 用 い 、ま た 、農 作 物 被 害 の

PS の 推 計 に は 家 長 年 齢 、 家 長 性 別 ダ ミ ー 、 平 均 教 育 、 労 働 者 比 率 、 農 地 ダ ミ ー 、  

家 計 資 産 お よ び 貧 困 州 ダ ミ ー を 用 い た 。 こ れ ら の 変 数 の 定 義 は 、 表 A5-1 に 示 し て

い る（ PS は ATT を 求 め る ９ 通 り の そ れ ぞ れ の 分 析 対 象 の デ ー タ を 用 い て 推 計 し て

お り 、 基 本 統 計 量 と ロ ジ ッ ト 推 定 量 は そ れ ぞ れ 異 な る た め 、 こ こ で は 示 さ な い ） 。 

13） な お 、 成 人 の 病 気 と 農 作 物 被 害 を 合 わ せ た も の を 、 ま と め て 家 計 シ ョ ッ ク と し 、

そ の 家 計 シ ョ ッ ク の 子 供 の 健 康 ・ 栄 養 へ の 影 響 を 同 様 に PSM に よ り 推 定 し て も 、

ATT は 家 計 シ ョ ッ ク の 有 意 な イ ン パ ク ト を 示 さ な い 。  

14）本 研 究 の C 村 以 外 の 調 査 村 落 で は 、実 際 に 、保 健 衛 生 や 母 子 保 健 、家 族 計 画 な ど

に 関 す る ヘ ル ス ・ プ ロ グ ラ ム（ 講 習 会 ）が 、月 １ 回 程 度 実 施 さ れ て い る 。そ の プ ロ

グ ラ ム は 、主 に Reproduct ive  Hea l th  Assoc ia t i on  o f  Cambodia  (RHAC)に よ る も の

（ あ る い は RHAC の サ ポ ー ト に よ る も の ） で あ る 。  

15）実 際 、本 研 究 の 調 査 村 落 に お い て 、村 落 か ら ヘ ル ス・セ ン タ ー ま で の 距 離 が 短 く 、

村 落 内 に 私 立 診 療 所 や（ ト レ ー ニ ン グ を 受 け た ）看 護 師 が い る 村 落 の 方 が 、子 供 の

健 康 ・ 栄 養 状 態 は よ り よ い 傾 向 に あ る （ 表 2-4 お よ び 表 3-1 参 照 ） 。  

16）し か し 、本 章 で の 分 析 に 用 い た シ ョ ッ ク の 種 類 は 限 ら れ て お り 、家 計 レ ベ ル の シ

ョ ッ ク と し て は 、他 に も 家 計 構 成 員 の 失 業 や 事 故 の シ ョ ッ ク 、ま た 、よ り 広 域 な 村  
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表 A5-1 変 数 の 定 義  

変 数 名   定 義  

シ ョ ッ ク    

 子 供 の 病 気   過 去 ４ 週 間 に 子 供 自 身 の 病 気 あ り ＝ １ 、 な し ＝ ０  

 成人の病気・死亡 
 過 去 ４ 週 間 に 就 労 年 齢 の 成 人 の 病 気 お よ び  

       そ れ に 伴 う 死 亡 あ り ＝ １ 、 な し ＝ ０  

 農 作 物 被 害   過 去 ２ シ ー ズ ン に 農 業 生 産 量 の 減 少 あ り ＝ １ 、 な し ＝ ０  

子 供 の 属 性    

 子 年 齢   子 供 の 年 齢 （ 月 ）  

 子 性 別   子 供 の 性 別 ： 女 児 ＝ １ 、 男 児 ＝ ０  

家 計 の 属 性    

 家 長 年 齢   世 帯 主 の 年 齢 （ 年 ）  

 家 長 性 別   世 帯 主 が 女 性 ＝ １ 、 男 性 ＝ ０  

 平 均 教 育   家 計 内 の 就 労 年 齢 の 成 人 の 平 均 教 育 水 準 a 

 労 働 者 比 率   家 計 内 で 就 労 年 齢 の 成 人 の 家 計 構 成 員 比 率 （ ％ ）  

 家 計 消 費   １ ヵ 月 間 の 1 人 あ た り 家 計 消 費 額 （ 対 数 値 ）  

 農 地   所 有 農 地 あ り ＝ １ 、 な し ＝ ０  

 家 計 資 産   家 計 の 保 有 資 産 額 （ 対 数 値 ）  

地 域 、 シ ー ズ ン ・ ダ ミ ー  

 貧 困 州   子 供 が 貧 困 州 に 居 住 ＝ １ 、 そ れ 以 外 ＝ ０ b 

 乾 季 後 半   調 査 月 が ２ ～ ４ 月 ＝ １ 、 そ れ 以 外 ＝ ０  

 雨 季   調 査 月 が ５ ～ 10 月 ＝ １ 、 そ れ 以 外 ＝ ０  

 雨 季 前 半   調 査 月 が ５ ～ ７ 月 ＝ １ 、 そ れ 以 外 ＝ ０  

 雨 季 後 半   調 査 月 が ８ ～ 10 月 ＝ １ 、 そ れ 以 外 ＝ ０  

出 所 ： C S E S 0 3 / 0 4 よ り 、 筆 者 作 成  

a  C S E S 0 3 / 0 4 で の 回 答 （ 0 = p r e - s c h o o l ,  1 = C l a s s  o n e ,  . . . ,  1 2 = C l a s s  t w e l v e ,  1 3 = S e c o n d a r y  

s c h o o l  c e r t i f i c a t e , 1 4 = P r e - s e c o n d a r y  d i p l o m a ,  1 5 = P o s t - s e c o n d a r y  d i p l o m a ,  1 6 = C o l l a g e /

u n i v e r s i t y  u n d e r g r a d u a t e ,  1 7 = C o l l a g e / u n i v e r s i t y  g r a d u a t e ,  1 8 = P o s t - g r a d u a t e）に も と

づ き 、 各 家 計 の 平 均 値 を 算 出  

b  W o r l d  B a n k  ( 2 0 0 6 a ,  p p . 3 7 )の F i g u r e 3 . 3 に お い て 、 州 の 平 均 1 人 あ た り 消 費 （ リ エ ル /日 ）

  が 3 , 5 0 0 リ エ ル 以 下 の 州 を 貧 困 州 （ ＝ １ ） と し て い る  

 

レ ベ ル の シ ョ ッ ク と し て の 洪 水 や 干 ば つ な ど の 自 然 災 害 な ど の シ ョ ッ ク も 考 え ら

れ る 。 こ れ ら の 多 種 類 の シ ョ ッ ク を 考 慮 し た 分 析 は 、 今 後 の 課 題 と し た い 。  

17） シ ョ ッ ク に 対 す る リ ス ク シ ェ ア リ ン グ に つ い て 詳 し く は 、 Dercon  and  Kr i shnan  

(2000 )、 Fafchamps  and  Lund (2003)、 De Weerdt  and  Dercon  (2006)ら を 参 照 。

ま た 、 資 産 の 売 却 に つ い て 、 Rosenzweig  and  Wolp in  (1993 )は 、 イ ン ド に お い て 、

所 得 変 動 の 際 の 消 費 平 準 化 の た め に 、牛 な ど の 家 畜（ 役 畜 ）が 購 入 ま た は 売 却 さ れ

て い る こ と を 示 し て い る 。  

18）本 研 究 の 調 査 村 落 に お い て 、家 計 が 被 っ た シ ョ ッ ク に 関 す る 詳 細 な 聞 き 取 り を 実

施 し た 2007 年 10～ 11 月 の デ ー タ を 用 い 、過 去 ３ 年 間 に 家 計 構 成 員 が 受 け た（ 病 気・

ケ ガ の ）シ ョ ッ ク と そ れ に よ る 死 亡 に 対 す る 医 療 費 と 葬 儀 費 の 捻 出 方 法 を 、表 A5-2

に 示 し て お く 。 表 A5-2 よ り 、 医 療 費 の た め に 約 半 数 が 資 産 の 売 却 や 信 用 ・ 贈 与 を

利 用 し て お り 、ま た 、葬 儀 費 に つ い て は 、ほ と ん ど の 家 計 が 贈 与 を 受 け て い る こ と
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が わ か る （ な お 、 サ ン ガ ハ に つ い て は 第 ７ 章 注 ４ を 参 照 ） 。  

 

表 A5-2 過 去 ３ 年 間 の シ ョ ッ ク へ の 対 処 方 法 （ 費 用 の 捻 出 方 法 ）  

シ ョ ッ ク  病 気 ・ ケ ガ  家 計 構 成 員 の 死 亡  

件 数  159 件  24 件  

平 均 医 療 費 /葬 儀 費 （ リ エ ル ） 664 ,095  2 ,771 ,667  
費 用 捻 出 方 法    
 家 計 所 得  103  (64 .8%)  15  (62 .5%)  
 家 計 所 得 （ 消 費 縮 小 を 伴 う ） 35  (22 .0%)  8  (33 .3%)  
 資 産 売 却  13  (  8 .2%)  6  (25 .0%)  
 信 用 借 入  48  (30 .2%)  4  (16 .7%)  
 贈 与  17  (10 .7%)  19  (97 .2%)  
 サ ン ガ ハ  8  (  5 .0%)  6  (25 .0%)  

出 所 ： 2 0 0 7 年 農 村 聞 き 取 り 調 査 よ り 、 筆 者 作 成  

注 ： 費 用 捻 出 方 法 は 、 複 数 回 答 可  
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第６章 リスクシェアリングのメカニズム 1 ) 

 

１．はじめに  

  

前章において、幼少期の子供の健康・栄養に対して、個人レベルのショック

（子供自身のヘルス・ショック）は有意に負の影響を与えるが、家計レベルの

ショックは有意な影響は与えないという分析結果が得られた。その家計レベル

のショックが影響を与えない理由として、それらが家計内でシェアされている

こと、または、インフォーマルなリスクシェアリングや資金の売却などにより

その影響が緩和されている可能性が考えられる。  

 ショックによる所得の落ち込みや、医療費・葬儀費用による支出の増大を補

填することは、特に貧困家計にとっては困難である。そのため、ショックを受

けることで貧困家計は慢性的な貧困状態に、低所得家計は一時的な貧困状態に

追い込まれる可能性がある。そこで、それらを補う保険や融資などは、貧困の

緩和や増加防止に重要な役割を果たすと考えられる。しかし、開発途上国の特

に農村部においては、所得変動や予期せぬ支出に対処するための保険市場や信

用市場が一般に未発達であり、多くの家計は親戚や友人間での贈与交換や信用

供与を通じた所得移転などのインフォーマルなリスクシェアリング（相互扶助

行動）に依存している 2 )。  

 本研究の対象であるカンボジア農村部においては、保険市場は未発達であり、

信用市場は金融機関などのフォーマル信用は存在するが、それへのアクセスは

一部の家計に限られている。一方で、親戚や友人間での贈与交換や資金の貸借

が多く観察されており、それらが相互扶助の役割を果たしていることが示唆さ

れる。このようなインフォーマルなリスクシェアリングの存在、およびそれに

家計が参加することにより、家計の経済活動や人的資本などへのショックの影

響が緩和されうるだろう 3 )。  

そこで、本章では、カンボジア農村における家計間での所得移転によるリス

クシェアリングに焦点をあて、その決定要因について分析することを目的とす

る。  

その分析のために、Fafchamps (1999)で示された理論モデルを実証的に検証

していく。Fafchamps (1999)のモデルは、同様に不完全なコミットメントのも

とでのインフォーマルな保険契約モデルを示した Ligon,  Thomas and Worrel l  

(2002)や Foster  and Rosenzweig  (2001)らとは、その理論的枠組みが異なり、

また、実証的な検証も行われていない。さらに、本研究では、データ制約上の
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問題から、パネル・データを利用することができないことからも、 Fafchamps 

(1999)で示されたモデルにもとづく実証分析により、家計のリスクシェアリン

グの決定要因を明確にしていく。これにより、今までにそれに関する実証研究

がなされていないカンボジア農村において 4 )、家計が一時的な貧困状態に陥る

ことを防止する政策や、貧困削減政策を検討する際に重要な示唆を与えるもの

と考えられる。  

 本章の構成は次の通りである。第２節では、インフォーマルなリスクシェア

リングに関する先行研究をレビューし、第３節で、調査村落における家計間の

贈与交換と信用市場の特徴を、記述統計を用いて概観する。つづく第４節では、

所得移転によるリスクシェアリングの決定要因について、理論的枠組みにより、

実証モデルを構築するための仮説を導く。第５節では、リスクシェアリングの

決定要因について、仮説にもとづいた実証分析を行い、その結果を検討し、第

６節で、以上の議論から得られた結果をまとめる。  

 

２．先行研究  

 

リスクシェアリングに関する先行研究において、  Kimbal l  (1988)や Coate 

and Raval l ion (1993)は、互酬的な所得移転を、リスク回避的な家計間の各期

の所得増減に応じた所得移転による相互保険契約としてとらえ、繰り返しゲー

ムの枠組みを用いて理論的に説明し、家計間のリスクシェアが完全均衡として

達成できることを示した。また、 Kocherlakota  (1996)と Fafchamps (1999)、

Ligon,  Thomas and Worral l  (2002)らは、完全なリスクシェアリング・モデル

や静学的な保険契約を動学的な枠組みに拡張し、より効率的なリスクシェアリ

ングが可能であることを明らかにしている。  

このような完全なリスクシェアリング仮説や効率的なリスクシェアリング・

モデルは、Townsend (1994)のインド、Udry (1994)のナイジェリア、Grimard 

(1997)のコートジボワール、黒崎  (2001)のパキスタンなど、途上国のミクロデ

ータを用いた実証的な検証により棄却されている。しかし、彼らは、親戚や友

人間での贈与や信用供与による所得移転が、完全ではないながらも、インフォ

ー マ ル な リ ス ク シ ェ ア リ ン グ と し て の 役 割 を も つ こ と を 示 し て い る 。

Fafchamps and Lund (2003)も同様に、フィリピン農村において、親族間での

贈与交換や資金貸借が、リスクシェアリングの機能をもつことを指摘している。 

Dercon and Krishnan (2000)は エ チ オ ピ ア 農 村 の 、 Fafchamps and Lund 

(2003)はフィリピン農村の、そして、 De Weerdt  and Dercon (2006)はタンザ

ニア農村のデータを用いた研究により、贈与や信用供与による所得移転は、家
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計が不作や失業、病気や家計構成員の死亡などの予期せぬショックに直面した

際に、特にリスクをシェアする役割を果たしていることを明らかにしている。

このことから、リスクシェアリングとしての所得移転は、不測のショックを被

った家計ほど、頻繁に行っているものと考えられる。  

また、これらのリスクシェアリングとしての所得移転は、実現した家計所得

の水準にもとづいて行われているが、より多くの資産を保有している家計ほど、

一般に所得水準が高いので、家計の資産水準もリスクシェアリングへの参加に

影響を与えているものと予想される。実際、Fafchamps and Gubert  (2007)は、

フィリピンにおいて、親戚や友人間でのリスクシェアリングのネットワーク形

成に、家計の資産水準が正の影響を与えていることを示している。  

上述の先行研究は、合理的・利己的な経済主体を前提として相互保険契約の

成立を説明しているが、経済主体が所得移転を行う要因としては、利他性や互

酬 性 な ど の 非 合 理 的 ・ 非 経 済 的 な 要 素 も 考 え ら れ る 。 実 際 、 Foster  and 

Rosenzweig  (2001)は、利他性を考慮した動学的相互保険モデルを提示し、利

他性の正の影響を実証的に示している。  

また、今日、既述のように社会的なネットワークや組織、社会規範といった

意味の社会関係資本の果たす役割が見直され、社会関係資本が経済活動のみな

らず、インフォーマルな信用・保険なども含めた取引に与える影響が明らかに

な り つ つ あ る （ Schechter  2005； Fafchamps 2006） 5 )。 さ ら に 、 Cater  and 

Maluccio  (2003)は、南アフリカにおいて、社会関係資本をより多く蓄積してい

る家計ほど、ショックに対応する能力が高いことを指摘している。  

 本論文の第３章での分析結果より、カンボジア農村に存在する社会関係資本

が、子供の人的資本形成に正の影響を与えていることが示されたが、さらにそ

の社会関係資本と所得移転によるリスクシェアリングとの関連性を考察するこ

とで、人的資本に対する正の影響だけでなく、家計が一時的な貧困に陥ること

を回避する際に、社会関係資本が果たす役割についての情報も得られるものと

期待される。  

 

３．調査村落での贈与交換と信用市場  

  

本章の分析には、贈与交換や信用市場の利用に関する詳細な聞き取りを実施

した、2005 年のカンボジア農村での調査で得られた独自のデータを用いる。第

２章２節で述べた通り、2005 年９月の調査ではコンポンスプー州の２村落のみ

で聞き取り調査を実施した。調査対象となった家計は、各村落の住民台帳から

ランダムに抽出された、 92 世帯である。  
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調査村落の概要については、繰り返して述べることはしないが、2005 年に調

査対象となった標本家計の概要を、表 A6-1 に示している 6 )。特筆すべき事項

として、表 A6-1 と第２章の表 2-4 を比較すると、家計所得が 2005 年調査時の

方が両村落において少なく、貧困家計比率は高いことがわかる。これは、2004

年のこの地域における雨季の降雨量が平年と比べ極端に少なく、干ばつが発生

したため、主要産物であるコメの収穫量が落ち込んだ結果、農業所得が平年よ

りも低くなっているためと考えられる 7 )。  

 

3.1 贈与交換  

調査村落において、家計間の贈与交換は頻繁に観察された。調査時から過去

１年間の家計の贈与交換をまとめた表 6-1 より、贈与の取引件数をみると、標

本家計の（他の家計からの）贈与の受取りは全 193 件で、標本家計から（他家

計に）送られた贈与は全 158 件であり、家族・親戚間での取引がその多くを占

めている。これを世帯数でみると、贈与の受取り家計が全標本 92 世帯のうち

86 世帯、送り家計が 83 世帯であり、そのなかでも受取り・送りの両方を行っ

た家計は 77 世帯であった。まったく取引に参加していないのは、１世帯のみ

である。この事実からも、カンボジアの調査村落において、贈与交換が活発に

行われていることがわかる。  

 表 6-1 より、贈与交換は、家族・親戚間で行われている場合と、友人・隣人

間で行われている場合とがあるが、前者が全体の８割程度を占めている。その

家族・親戚間の取引は、友人・隣人間での取引と比較すると、金銭を媒介とし  

 

表 6-1 調査 村落にお ける贈与 交換（過 去１年間 ）  

贈与交換  

受取り（ 193 件）  送り（ 158 件）  

家族・親戚 友人・隣人 家族・親戚 友人・隣人  

件数  159 34  120 38  
平均額（リエル a） 51,567  12 ,743  69 ,767  26 ,149  
媒介物      

金銭  108  4  66  14  
食品   82  30  84  30  
その他   19   2   2   1  

目的      
日常生活の支援  25   1   2   0  
緊急時の支援   12   0   5   0  
家族の絆   93  11  84  11  
友情    9  23  12  27  
その他（祭りなど）  30   2  23   3  

出 所 ： 2005 年 農 村 聞 き 取 り 調 査 よ り 、 筆 者 作 成  

注 ： 媒 介 物 お よ び 目 的 は 複 数 回 答 可  

  a  4 , 000 リ エ ル ＝ １ ド ル  



81 

 

た取引の方が、食料などの物品を媒介とした取引よりも多くなっている。また、

取引額も友人・隣人間のものと比べると高くなっており、これは、特に緊急時

の支援などの高額の贈与が含まれているためである。  

贈与交換に参加する目的については、家族・親戚間では家族の絆を示すため

の贈与が最も多くみられ、友人・隣人間の贈与交換においては、友情を示すた

めという目的が多くみられた。このことから、調査村落における贈与交換が、

リスク回避の手段であるだけでなく、家族の繋がりや隣人間との関係を良好に

保つための手段としての役割も果たしていることがうかがわれる。しかし、日

常生活や緊急時の支援など、リスクシェアリングを目的とした贈与交換も行わ

れており、その多くは金銭を媒介としている。  

 

3.2 信用市場  

2005 年の調査において、信用市場については過去５年間の取引を聞いており、

その概要を示したのが表 6-2 である。信用市場を利用した標本家計は全 92 世

帯のうち 79 世帯（ 85.9％）にのぼり、各家計は、所得の落ち込みに直面した

際の消費、医療費や葬儀費用などの予期せぬ支出を補うため、また農業投資な

どのために、信用市場からの資金調達を行っている。家計がアクセスできる信

用市場は、インフォーマル部門およびフォーマル部門とに分けられるが、各金

融機関は貸与条件などに違いがあるため、リスク回避における役割も異なる。  

 インフォーマル金融には、金貸し・商人に加え、家族・親戚と友人・隣人な

どからの貸付も含まれる。一方、フォーマル金融には、銀行や小規模金融機関、

および NGO が含まれる。調査村落の位置するコンポンスプー州内には、アク  

 

表 6-2 調査 村落にお ける信用 市場での 取引（過 去５年間 の借入）  

  借入  期間設定 利子   担保 a

貸付者  

  平均額  あり  あり  利子率   あり  

 件数  （リエル ) （％）  （％） （％ /月）  （％）

インフォーマル         
家族・親戚   68 342,302    64 .7    2 .9  10 .0      0 .0
友人・隣人   20 207,750    60 .0   40 .0  13 .1     0 .0
金貸し・商人  18 214,417    66 .7   50 .0  20 .4     0 .0

フォーマル          
アクレダ銀行  12 420,833  100.0  100.0   3 .0   100.0
プラサック   30 665,000  100.0  100.0   3 .0   100.0
NGO   2  124,000  100.0  100.0   2 .5     0 .0

出 所 ： 2005 年 農 村 聞 き 取 り 調 査 よ り 、 筆 者 作 成  

注 ： 借 入 の 平 均 額 は 、 借 入 あ り の 場 合 の 平 均 額 を 、 利 子 率 は 利 子 あ り の 場 合 の 平 均

  利 子 率 を そ れ ぞ れ 示 す  

a  担 保 は 、 土 地 ま た は 家 で あ る  
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レ ダ 銀 行 （ The Associat ion  of  Cambodia Local  Economic  Development  

Agencies：ACLEDA8 )）と、小規模金融機関であるプラサック（ Programme de 

Rehabi l i tat ion et  d 'Appui  au Secteur  Agr ico le  du Cambodge： PRASAC）の

支店、および NGO の事務所があり、これらの機関へのアクセスは比較的容易

であるといえる。  

インフォーマル金融の貸付は、フォーマル金融の貸付と比較して手続きが簡

易で、借入が容易であるため、調査村落においてその取引が頻繁に観察されて

いる。表 6-2 に示されているように、インフォーマル貸付では、返済期間が明

示的に定まっていない貸付が約 4 割を占め、利子もない貸付の方が多く、また

担保も必要とされない。このようなインフォーマル取引のうち、家族や友人間

での取引は特に頻繁に観察され、家族・親戚からの借入（信用市場での取引全

体の約 45％）に友人・隣人からの借入も合わせると、全体の 59％に達する。  

一方、フォーマル機関からの借入には明確な返済期間および利子率が定めら

れており、土地または家が担保として必要となる（ NGO からの借入以外は）。

そのため、担保を保有し期限通りに返済が可能である一部の家計のみに、融資

が制限されることになる。  

このような特徴の違いから、各金融機関からの資金の借入にはいくつかの違

いがみられる。はじめに、表 6-2 に示されている１件あたりの平均借入額につ

いて、各金融機関を比較すると、プラサックとアクレダ銀行からの借入額が高

く、それに家族・親戚からの借入額が続き、金貸し・商人と友人・隣人および

NGO からの借入額は小さいことがわかる。このことから、より多くの資金を必

要とする場合には、銀行や小規模金融機関などから借入を行うが、小額の場合

には、主にインフォーマル金融から借入を行う傾向があるといえる。  

また、各金融機関からの資金の借入目的にも違いがみられる。表 6-3 より、

フォーマル金融からの借入資金が、主に農業・事業への投資目的であるのに対

し、インフォーマル金融からの借入は、主に非生産的な消費を目的として行わ

れていることがわかる。これは、フォーマル機関が家計の融資返済能力も考慮

したうえで、投資目的（特に農業投資目的）の借り手を対象とした貸付を行っ

ているのに対し、インフォーマル貸付は相互扶助的な精神にもとづいているた

めであると考えられる 9 )。  

家族・親戚や友人・隣人間での取引において、家計は借入のみならず、資金

の貸付も行っている。過去５年間に信用市場を利用した家計 79 世帯のうち、

55 世帯が家族や友人に対する貸し付けを実施していた。そのうち、 22 世帯は

借入・貸付の両方を行っていた。また、家族や友人からの借入のみの利用は 26

世帯、貸付のみの利用は 6 世帯である。家族や友人への資金の貸付についての
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表 6-4 から、貸付においても借入と同様に、担保や利子を要求せず、返済期間

も定まっていないものが多いことがわかる。  

 

表 6-3 信用 の借入目 的  

貸付者  

 投資  消費   
その他 

 農業/事業 家畜 住宅 教育 食費 医療   

インフォーマル          
家族・親戚  15  2  7  3  17  16    12   
友人・隣人   5   1  1  1   8   4     1   
金貸し・商人  9   1  1  0   4   2     1   

フォーマル           
アクレダ銀行  7   0  1  1   2   0     2  
プラサック  17  2  3  4  11   1     2   
NGO  1   0  0  0   0   0     1   

出 所 ： 2005 年 農 村 聞 き 取 り 調 査 よ り 、 筆 者 作 成  

注 ： 目 的 は 複 数 回 答 可  

 

表 6-4 調査 村落にお ける信用 市場での 取引（過 去５年間 の貸付）  

  貸付  期間設定 利子   担保  

借入者  

  平均額  あり  あり  利子率    

 件数  （リエル) （％）  （％） （％/月）    

家族・親戚   30 464,667 70.0    6 .7  8 .0    なし  
友人・隣人   13 151,154 61.5   30 .8  9 .4   なし  
その他    2  400,000  0 .0   0 .0  なし   なし  

出 所 ： 2005 年 農 村 聞 き 取 り 調 査 よ り 、 筆 者 作 成  

注 ： 貸 付 の 平 均 額 は 、 貸 付 あ り の 場 合 の 平 均 額 を 、 利 子 率 は 利 子 あ り の 場 合 の 平

均 利 子 率 を そ れ ぞ れ 示 す  

 

3.3 贈与交換と信用市場での取引への参加  

最後に、標本家計の物的固定資産の所得水準ごとに、過去１年間の贈与交換

への参加率および信用市場での取引への参加率を考察する。本章では、リスク

シェアリングとしての贈与と信用市場での取引に注目するために、過去１年間

の贈与交換のうちで、特に日常生活や緊急時の支援を目的とした贈与（金銭と

物品による取引をともに含む）、および、家族の絆・友情を示すことを目的と

して金銭を媒介とした贈与に分析の対象を限定する 1 0 )。また、信用市場での資

金貸借についても、消費または医療費や葬儀費用などの予期せぬ支出が目的の

貸借のみを対象に分析を行う。  

その贈与交換と信用市場での取引への過去１年間の参加率と、家計の物的固

定資産水準との関係を示したのが表 6-5 である。これによると、調査村落にお

いて、資産保有水準が高い家計ほど贈与交換への参加率が低く、資産水準が低

い家計の方が贈与交換をより積極的に行っている傾向があることがわかる。こ
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れは、 多くの資産を保有する家計ほど、所得変動のリスクに対して自己保険が

可能であるためと考えられる。  

一方、信用市場での家族や友人間での資金貸借に関しては、保有資産の水準

が比較的低い家計だけでなく、最も高い家計も積極的に参加していることがわ

かる。しかし、その他の信用市場での取引については、保有資産水準の低い家

計の方が資金借入を行う頻度が高い傾向がある。  

ここで、家計が外部にどれでだけの資金を依存しているかを明らかにするた

めに、「外部に依存した金額」を贈与受取り額と信用借入額の合計から、贈与

送り額と信用貸付額の合計を差し引いた金額であるとし、この値が正の場合を

「外部依存家計」と定義する。表 6-5 に示した外部依存家計の比率からわかる

ように、低資産水準の家計と比べ、高資産水準の家計の方が外部依存家計の比

率が低い。このことは、後者から前者に、贈与供与や信用供与が行われている

可能性を示唆している。  

 

表 6-5 物的 固定資産 水準別の 贈与・信 用市場で の取引へ の参加率 （過去１ 年間、％ ）

    信用市場   外部依存 

層  固定資産（リエル）   
贈与  

家族・ 金貸し
フォーマル 

 家計の  

友人  ・商人  比率 a 

[1] 30,000,001～  40 .0  60 .0   0 .0   0 .0     50 .0  
[2] 20,000,001～ 30,000 ,000  52 .9  29 .4   0 .0  17 .6     66 .7  
[3] 15,000,001～ 20,000 ,000  58 .3  25 .0   0 .0  16 .7     71 .4  
[4] 10,000,001～ 15,000 ,000  58 .3  33 .3   4 .2  12 .5     73 .7  
[5]  5 ,000 ,001～ 10,000 ,000  78 .9  52 .6   0 .0  15 .8     83 .3  
[6]           ～  5 ,000,000  80 .0  40 .0  26 .7  20 .0    100 .0  
出 所 ： 2005 年 農 村 聞 き 取 り 調 査 よ り 、 筆 者 作 成  

a  贈 与・信 用 市 場 で の 取 引 へ の 参 加 家 計 の う ち 、外 部 に 依 存 し た 金 額［ (贈 与 受 取 り 額 プ ラ

ス 信 用 借 入 額 )－ (贈 与 送 り 額 プ ラ ス 信 用 供 与 額 )］が 正 の 場 合 を 外 部 依 存 家 計 と し て 計 算

 

４．理論的枠組み  

 

本節では、家計のリスクシェアリングへの参加決定要因について、Fafchamps 

(1999)にもとづいた理論的枠組みを示し、そこから実証モデルを構築するため

の仮説を導出する。  

家計間の所得移転によるリスクシェアリングは履行強制が困難ではあるが、

契約・取引が長期間にわたり行われる場合（または、家計がそう考えている場

合）には成立可能である（ Kimbal l  1988； Coate  and Raval l ion 1993）。カン

ボジアの調査村落では、人や家計の他地域への移動が少なく、何世代も前から

同じ村に住み、相続した土地を所有・耕作している家計がほとんどである。こ
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のような長期的な家計間の関係が存在する村落においては、所得移転によるイ

ンフォーマルなリスクシェアリングは、履行を強制するような規則がなくとも

成立しうるであろう 1 1 )。  

Fafchamps (1999)は、家計間の長期的な関係を考慮に入れ、繰り返しリスク

シェアリング・ゲームを用いて、所得移転のいくつかの形態に対する参加制約

を期待効用の概念により示し、その成立しやすさを比較している。ここでの参

加制約は、家計がリスクシェアリングに参加し続けることから得られる期待効

用 が 、 逸 脱 す る こ と か ら 得 ら れ る 期 待 効 用 を 下 回 ら な い こ と で あ る 。 家 計

)...,,1( Mh  の移転所得 s
h は、状態 Ss に依存して決まる不確実な所得 s

hY から消費

s
hC を差し引いた、 s

h
s

h
s
h CY  であり、各家計の消費から得られる効用を )( s

hh CU と

表す。家計はリスク回避的かリスク中立的であると仮定すると、リスクシェア

リングを行うことにより家計の期待効用は増加するものと考えられる。  

また、もし家計がリスクシェアリングから逸脱した場合には、その家計に何

らかの社会的制裁（今後のリスクシェアリングへの参加を一切許さないなどの

制裁） 0hW が課されるものとする。本章では、この制裁の程度を、家計の社会

関係資本がもたらす効用の大きさととらえ、逸脱することで、これまでに蓄積

してきた社会関係資本がすべて損なわれると考える。  

以下では、 Fafchamps (1999)にもとづき、所得移転が現在の状態 sのみに依

存し、過去の移転には依存しないケースと、所得移転が過去の移転にも依存す

るケースの、それぞれの参加制約を示し、所得移転によるリスクシェアリング

の成立しやすさを比較する 1 2 )。  

はじめに、所得移転の形態として贈与交換のみが可能なケースを考える。贈

与による所得移転は現在の状態 sのみに依存し、過去の移転には依存しないも

のと仮定する 1 3 )。すると、ある状態 sに依存して決まる家計 hの消費 s
hC は、  

s
h

s
h

s
h YC   

と表される。ここで、移転所得 s
h に関して、もし家計が贈与を受取った場合に

は s
h の値は負（すなわち、右辺第２項の s

h が正）であり、贈与を他の家計に

送った場合には s
h は正の値となる。また、すべての s に対して、 0 

s
hMh  であ

る。  

すると、贈与交換が現在の状態のみに依存する場合のリスクシェアリングへ

の参加制約は、次のように表される（ )1,0( は、リスクシェアリング契約を行

う家計の間で共通の割引率）。  

h
s

hh
s
h

s
hh

s
h

s
hh

s
hh WYEUYEUYUYU 





  )(

1
)(

1
)()(





      （ 6-1） 

（ 6-1）式の左辺は家計のリスクシェアリングから逸脱することで得られる短
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期の利得、右辺は参加し続けることから得られる長期の割引期待利得である。

この（ 6-1）式は、社会関係資本を多く蓄積している家計（ hW の値が大きい）

ほど、参加制約が満たされやすく、リスクシェアリングに参加する可能性が高

いことを示している。  

次に、所得移転が過去の移転にも依存するケースを考える。このケースでは、

所得移転の手段として、贈与とローンの２形態が可能であるとする。ここでの

ローンは、担保を必要としないだけでなく、返済期間を事前に明確には定めず、

借り手・貸し手の状況に応じて返済時期が変化するなどの特徴をもつ。すなわ

ち返済のリスケジュールが可能で、返済に履行強制力のないローンである。本

章では、このようなローンを総称して「インフォーマル信用」と呼ぶこととす

る 1 4 )。  

このケースでは、 t 期での移転所得 s
th, が贈与 h とインフォーマル信用 hl の２

要素からなり、さらに前期から受け継いだ所得（たとえば、前期に家計 i が行

ったローンに対する返済や返済の受取りなど、過去での取引により生じる所得）

thd , が存在するとし、この thd , を通じて、贈与またはインフォーマル信用による

リスクシェアリングは過去の取引の影響を受けることになる。このケースでの、

家計 hの t 期での消費は、  

 th
s

th
s

th
s

th dYC ,,,,    

となる。ここで、家計が他の家計から資金の借入をする場合の、移転所得は、

tht
s

thht
s

thh
s

th ddYldY ,,,, ),(),(   、家計が他家計へ資金の貸付をする場合の移転所得

は、 tht
s

thht
s

thh
s

th ddYldY ,,,, ),(),(   でそれぞれ与えられる。移転所得はこのように

),()1( 11,  t
s

thth dYlrd を通じて、過去の取引の影響を受ける（ r は利子率を示し、

すべての t に対して 0,   thMh d ）。  

 所得移転の手段として、贈与とインフォーマル信用の２形態が可能であるこ

のケースでの家計のリスクシェアリングへの参加制約は、次のように表わされ

る。  

h
s

hh
t

s
thh

ts
hi

s
hh WYEUCEUCUYU 


 





 )(
1

)()()(
1

, 
         （ 6 - 2） 

 リスクシェアリングとしての所得移転が、贈与しか可能でない場合の参加制

約（ 6-1）式と、贈与とインフォーマル信用の両方が可能で、しかも過去におけ

るインフォーマル信用による取引にも依存する場合の参加制約（ 6-2）式を比較

すると、後者の方が、制約は少なく、より参加制約が満たされやすいといえる。

これは、前期から引き継いだ所得 thd , の存在により、今期にリスクシェアリング

に参加することから得られる効用（左辺第２項）とリスクシェアリングに参加



87 

 

し続けることから得られる長期の割引期待効用（右辺第１項）が、（ 6-1）式よ

りも（ 6-2）式のほうが大きくなるためである。したがって、インフォーマル信

用による所得移転が可能な場合には、不可能な場合と比べて、贈与またはイン

フォーマル信用によるリスクシェアリングへの参加がより促されるということ

が示唆される。  

さらに、リスクシェアリングの手段として、贈与とインフォーマル信用に加

え、返済に対して強制力があるローンも利用可能な場合を考える。ここでは、

返済に履行強制力をともなうローンを総称して「フォーマル信用」と呼ぶこと

とする 1 5 )。フォーマル信用によるローンは、返済期間が固定され、担保も要求

され、返済に対して強制力があることを特徴とする。契約通りにローン返済を

履行させるような強制力として、契約違反に対するペナルティー 0hP を仮定す

ると、このケースでのリスクシェアリングへの参加制約は、  

hh
s

hh
t

s
thh

ts
hh

s
hh WPYEUCEUCUYU 


 





 )(
1

)()()(
1

, 
        （ 6 - 3） 

と書き換えられる。これより、ペナルティーの存在は、（ 6-1）・（ 6-2）式と

比較して、その参加制約をより満たしやすくしていることがわかり、返済に対

する履行強制力をともなうフォーマル信用による融資が利用できる場合は、利

用できない場合と比べて、リスクシェアリング（贈与またはインフォーマル信

用またはフォーマル信用）への参加を促すといえる。  

第２節で示したように先行研究は、家計間のリスクシェアリングに関して、

家計が直面したショックと家計の資産水準が影響を与えていることを示してい

る（ショックについては、Dercon and Krishnan 2000 と Fafchamps and Lund 

2003、De Weerdt  and Dercon 2006、資産については、Fafchamps and Gubert  

2007）。そのショックと資産水準の影響について、（ 6-1）式の参加制約を用

いて考察すると、（ hW が一定のもとで）次のことが示唆される。  

各家計のリスク回避度が一定であると仮定すると、まず今期における予期せ

ぬ所得低下（ショック）の発生は、家計がリスクシェアリングに参加すること

から得られる効用の増加をもたらす。これは、（ 6-1）式左辺の第２項の値が大

きくなり、参加制約がより満たされやすくなるためである。次に、将来の所得

変動などのリスクについては、同じ仮定のもとで、リスクの上昇は家計がリス

クシェアリングに参加することからの割引期待効用（右辺の第１項）の値を大

きくするため、参加制約は満たしやすくなる。以上より、ショックを被った家

計や、多くのリスクに直面している家計ほど、リスクシェアリングに参加する

傾向が強いといえる。  

次に、家計の資産水準について、リスク回避度との関係をみると次のことが
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わかる。 “DARA（ decreasing abso lute  r isk aversion） ”の仮定より、より多く

の資産を保有している家計は、リスク回避度が低いものと考えられる。これよ

り、同じリスクのもとで、家計のリスク回避度の低下は、リスクシェアリング

に参加することから得られる割引期待効用（（ 6-1）式の右辺第１項）に変化は

もたらさないが、リスクシェアリングに参加せずに自己保険をする場合に得ら

れる期待効用（（ 6-1）式の右辺第２項）の増加をもたらす。つまり、リスク回

避度が低いほど参加制約が成立しにくい。したがって、資産をより多く保有し

ている家計は、リスクシェアリングに参加するインセンティブが低いと考えら

れる。  

これらのショックとリスク、および資産水準に関する議論は、 hW および hP が

一定のもとで、（ 6-2）式および（ 6-3）式の参加制約を用いても同様のことが

いえる．  

 以上の議論および理論的枠組みを踏まえると、家計の所得移転によるリスク

シェアリングへの参加に関して、カンボジア農村における実証分析で検証すべ

き仮説として、次の５点が挙げられる 1 6 )。  

（ 6-1）インフォーマル信用を利用できることが、贈与またはインフォーマル

信用によるリスクシェアリングへの参加を促す、  

（ 6-2）フォーマル信用を利用できることが、贈与またはインフォーマル信用

またはフォーマル信用によるリスクシェアリングへの参加を促す、  

（ 6-3）社会関係資本が高い家計ほど、リスクシェアリングへ参加する、  

（ 6-4）予期せぬショックを被った家計、所得変動のリスクの高い家計ほど、

リスクシェアリングへ参加する、  

（ 6-5）自己保険が可能で相互扶助の必要がない高資産水準の家計ほど、リス

クシェアリングに参加しない。  

これらすべてを実証すべき仮説として、次節では、カンボジア農村からのデー

タを用いて実証分析を行う。  

 

５．実証分析  

 

5.1 実証モデル  

 ここでは、家計間の所得移転によるリスクシェアリングへの参加について、

前節で示した仮説を検証するための実証モデルを示す。既述のように、過去１

年間の贈与交換と信用市場での取引のうち、特に日常生活や緊急時の支援を目

的とした贈与、および、家族の絆・友情を示すことを目的として金銭を媒介と

した贈与と、消費・支出目的での信用市場での取引のみを用いて分析を行う。  
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前節で示した実証仮説を検証するために、家計のリスクシェアリングへの参

加決定関数を次のように定式化する。はじめに、実証仮説（ 6-1）を検証するた

めに、所得移転の手段として贈与またはインフォーマル信用が可能な場合を考

え、  

   hhhhhthth VXFsSCl 65432
1

1,10
1
,     （ 6 - 4） 

と定式化する。また、仮説（ 6-2）の検証のための、贈与またはインフォーマル

信用またはフォーマル信用が可能な場合のリスクシェアリングへの参加決定関

数は、次のように表せる 1 7 )。  

  eVZFsSCll hhhhhththth   76543
2

1,2
1

1,10
2
,    （ 6-5） 

その他の実証仮説（ 6-3）～（ 6-5）は、（ 6-4）式および（ 6-5）式の両式によ

り検証していく 1 8 )。   

 ここで、被説明変数である 1
, th と 2

, th はそれぞれ、  







ーマル信用に不参加が贈与またはインフォ期に家計

ーマル信用に参加が贈与またはインフォ期に家計

htif

htif
th 0

11
,  







ーマル信用に不参加ーマル信用またはフォが贈与またはインフォ期に家計

ーマル信用に参加ーマル信用またはフォが贈与またはインフォ期に家計

htif

htif
th 0

12
,  

と定義され、１または０のどちらかの値をとる２値変数である。（ 6-4）式と（ 6-5）

式の推計は、それぞれ別々にプロビット・モデルにより行う。説明変数の、 hSC

は家計の社会関係資本、 hs は家計が被ったショックと将来の所得変動リスクの

大きさ、 hF は家計の物的固定資産、 hX は家計の属性、 hV は家計が居住する村落

ダミーをそれぞれ示している。  

また、家計のインフォーマル信用の利用可能性、およびフォーマル信用の利

用可能性について、家計がインフォーマル信用およびフォーマル信用を潜在的

に利用可能かどうかは明確ではないため、過去における実際の利用をもって、

家計がインフォーマル信用・フォーマル信用を利用可能であるかどうかを示す

こととする。したがって、 1
1, thl は過去におけるインフォーマル信用による取引

の有無で、実証仮説（ 6-1）の検証に、 2
1, thl は過去におけるフォーマル信用によ

る取引の有無で、実証仮説（ 6-2）の検証にそれぞれ用いる 1 9 )。 0 ～ 6 と 0 ～ 7

はパラメーターを、  と eは撹乱項をそれぞれ示す。実際に推計に用いた変数の

定義と基本統計量は、表 6-6 に示している。  

ここで、（ 6-4）式のケースの、贈与またはインフォーマル信用によるリスク

シェアリングは、第４節で示した理論的枠組みにおいて、家計がフォーマル信

用を利用不可能であるという制約のもとに成り立っている。そこで、（ 6-4）式

の推計には、フォーマル信用が利用不可能（ 02
1, thl ）な 74 家計のみを対象と

する。  
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第４節で示した実証仮説（ 6-3）を検証するために、第３章と同様に、社会関

係資本を「コミュニティー（村落）内の個人間の結合関係（社会的ネットワー

ク）と、そのネットワークから生じる互酬関係および信頼の規範」と定義し、

説明変数の一つである「社会関係資本 SC 」として、次のような２つの指標を用

いる 2 0 )。  

第１の指標「グループ活動」は、家計の居住する村落内（またはコミュニテ

ィー内）での活動（農業グループや裁縫などの訓練グループ、および集会所や

パゴダ、道路の補修など）への参加件数であり、家計の構造的社会関係資本を

測る指標である。  

第２の指標は、次の認知的社会関係資本に関する３つの質問について家計が

どの程度であると考えているのかを問い、その回答にもとづいた主成分分析に

より得られる。  

 

Ｑ１：もし水の供給などの問題が起こった場合に、どのくらいの住民が問題

解決に協力すると考えるか  ［ (ほぼ )全員＝１～誰も協力しない＝５］ 

Ｑ２：もしある家計に（病気や構成員の死などの）予期せぬ出来事が起こっ

た場合に、どのくらいの住民がその家計を手助けすると考えるか  

［ (ほぼ )全員＝１～誰も手助けしない＝５］  

Ｑ３：全般的に、住民のコミュニティー・村落内での活動などに対する協力  

・参加の姿勢はどのようであると考えるか   

［非常に高い＝１～非常に低い＝５］  

 

第 １ 主 成 分 の 因 子 負 荷 量 は 、 そ れ ぞ れ Ｑ １ ＝ 0.632、 Ｑ ２ ＝ 0.787、 Ｑ ３ ＝

0.660 となっているため、すべての問題に対する解答を用いて、第１主成分の

スコアを求めることとする（第１主成分の寄与度は 0.485）。  

上 記 の ３ つ の 質 問 は 、 村 落 レ ベ ル の 社 会 関 係 資 本 を 示 す も の で あ る た め

（ World Bank 2003）、はじめに、第１主成分のスコアの村落ごとの平均値を

計算し、これを「村落レベルの社会関係資本」と定義する。その上で、各家計

の第１主成分のスコアの村落の平均値からの乖離を、「家計レベルの社会関係

資本」の指標とし、「家計 SC 」と称する。ここで、各質問の回答の数値が低い

ほうが社会関係資本は高いととらえると、この指標「家計 SC 」は、社会関係資

本の低さを表す指標となる。したがって、この指標のパラメーターが負であれ

ば仮説（ 6-3）と整合的となる 2 1 )。  

 実証仮説（ 6-4）の検証には、実際に生じたショックとしての農業生産の大部

分を占める米の生産を行う雨季の農作物への被害の大きさ（「農作物被害」）
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を、また、所得のなかでも年によって変動のある所得を「危険所得」とし、そ

れが家計所得全体に占める割合を、将来の所得変動リスクの指標とする 2 2 )  。

そして、実証仮説（ 6-5）は、家計が所有する「家計資産」水準と「農地面積」

により検証する。  

 その他の家計の属性に関する変数には、世帯主の年齢（「家長年齢」）およ

び家計内の「労働力」を用いる。これらの変数に「村落」ダミーを含め、（ 6-4）

式および（ 6-5）式で示したリスクシェアリングへの参加決定関数を推計する。 

前節の理論的枠組みから得られる仮説の検証には、以上の分析で十分である

が、被説明変数である２形態のリスクシェアリングへの参加には、贈与の受取

りと送り、家族や友人間での資金借入と貸付という、資金の流れが正反対の取  

 

表 6-6 変数 の定義と 基本統計 量  

変数名  定義  平均  標準偏
差リスクシェアリング a   

 贈与・インフォーマル 
贈与交換またはインフォーマル信用による取引に 

  0 .772   
 参加＝１、参加なし＝０  

 全形態  
贈与交換またはインフォーマル信用またはフォーマル 

  0 .815   
 信用による取引に参加＝１、参加なし＝０  

 贈与受取り  家計の贈与受取額（対数値）    5 .484    5 .488
 贈与送り  家計の贈与送り額（対数値）    3 .914    5 .083
 インフォーマル借入 家計のインフォーマル信用借入額（対数値）    4 .748    6 .008
 インフォーマル貸付 家計のインフォーマル信用貸付額（対数値）    1 .147    3 .527
 フォーマル借入  家計のフォーマル信用借入額（対数値）    2 .156    4 .768
過去における信用取引 b   

 インフォーマル  
過去におけるインフォーマル信用による取引に 

  0 .457   
参加＝１、不参加＝０  

 フォーマル  
過去におけるフォーマル信用による取引に  

  0 .196   
参加＝１、参加なし＝０  

家計の属性     
社会関係資本     

  グループ活動  コミュニティー内のグループ、活動への参加件数   3 .033    3 .011
  家計 SC  家計レベルの社会関係資本（本文参照）    0 .000    0 .918
 農作物被害 c 家計の 2004 年雨季の農作物被害（％）   58 .402   23 .537
 危険所得  危険所得（農業所得）の家計所得に占める割合（％）   5 .431   19 .361
 家計資産  家計の保有物的固定資産（対数値）   16 .187    0 .825
 農地面積  家計の農地所有面積（ 100m 2）  110.983  163.086
 家長年齢  世帯主の年齢（歳）   45 .913   13 .692
 労働力  家計内で就業中の家計構成員比率（％）   54 .744   21 .031
A 村落  （村落ダミー） A 村落＝１、 B 村落＝０    0 .500   
出 所 ： 2005 年 農 村 聞 き 取 り 調 査 よ り 、 筆 者 作 成  

a  リ ス ク シ ェ ア リ ン グ は 過 去 １ 年 間 の 取 引  

b  過 去 に お け る 信 用 取 引 は 、過 去 ５ 年 間 の 信 用 市 場 で の 取 引 か ら 今 期（ 調 査 時 か ら 過 去 １ 年
    間 ） の 取 引 を 除 い た も の  

c  平 年 比 の 収 量 被 害 を 示 し 、 耕 作 地 が 複 数 あ る 場 合 に は そ の 加 重 平 均  
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引への参加を区別なく含んでいる。しかし、「贈与の受取りと信用借入」、「贈

与供与と信用供与」という異なる資金の流れに対しては、決定要因の影響も異

なると考えられ、これらを区別して考察する必要もあるだろう 2 3 )。  

そこで、この点を考慮するために、全家計がインフォーマルおよびフォーマ

ル信用が利用可能である（ 11
1, thl および 12

1, thl ）と仮定した上で、贈与受取り

／送り、インフォーマル信用借入／貸付、フォーマル借入のそれぞれの金額の

決定要因を検証する。これにより、所得移転による資金について、特に実証仮

説（ 6-4）と（ 6-5）がどちらの資金の流れに対して支持されうるかについて検

証が可能となる。  

本章では、家計への資金の流入を、「贈与受取り」と「インフォーマル信用

の借入」および「フォーマル信用の借入」の３ケースに分ける。また、家計か

らの資金の流出を、「贈与送り」と「インフォーマル信用（家族や友人間）の

貸付」の２ケースとする。そのうえで、それぞれのケースについて、（ 6-5）式

の推計の際と同じ説明変数を用いて、トービット・モデルにより推計する。  

 

5.2 推定結果  

（ 6-4）・（ 6-5）式の家計のリスクシェアリングへの参加決定関数を、それ

ぞれプロビット・モデルにより推定した結果を、表 6-7 に示している。  

 第１列は、（ 6-4）式、すなわち贈与またはインフォーマル信用によるリスク

シェアリングへの参加決定関数を推定した結果である。「インフォーマル」の

係数がゼロと有意に異なることから、過去のインフォーマル信用による資金貸

借の存在が、贈与またはインフォーマル信用によるリスクシェアリングへの参

加を促しているといえる。これは実証仮説（ 6-1）と整合的である。  

 次の第２列は、（ 6-5）式を推定した結果を示している。これは、リスクシェ

アリングとして、贈与またはインフォーマル信用またはフォーマル信用が可能

である場合である。「フォーマル」の係数が正でゼロと有意に異なることは、

過去におけるフォーマル信用による取引の存在が、贈与またはインフォーマル

信用またはフォーマル信用によるリスクシェアリングへの参加を促しているこ

とを意味しており、実証仮説（ 6-2）を支持する結果となっている。また、過去

におけるインフォーマル信用の取引経験も、この形態でのリスクシェアリング

に正の影響を与えていることがわかる。  

 （ 6-4）式および（ 6-5）式の推定結果より、社会関係資本のうち家計 SC の係

数は有意ではない一方、コミュニティー・村落内での活動への参加件数（「グ

ループ活動」）は正で有意な影響を与えており、構造的社会関係資本が高い家

計ほど、リスクシェアリングに積極的に参加していることが示唆される。これ
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は、実証仮説（ 6-3）を支持する結果である。また、物的固定資本を多く保有し

ている家計ほど、リスクシェアリングへの参加が消極的であることがわかり、

実証仮説（ 6-5）と整合的となっている。  

一方、家計のショックを示す農作物被害の係数および、家計の所得変動のリ

スクを示す危険所得の係数は、どちらの推定結果においても有意とはなってお

らず、実証仮説（ 6-4）は支持されないことを示している。その理由として、被

説明変数の「リスクシェアリング」には、贈与の受取りと送り、家族や友人間

の資金借入と貸付という、資金の流れが正反対のケースが区別なく含まれてい

るため、ショックやリスクの影響が相殺されている可能性があるものと考えら

れる。  

 

表 6-7 リス クシェア リングへ の参加決 定関数の 推定結果  

（ プロビッ ト・モデ ル）  

被説明変数   贈与・インフォーマル  全形態  

説明変数  

 
係数  

 
z 値  

Marginal
係数  z 値  

Marginal
  ef fect  e f fect  

切片    11 .242  *    1 .87   10 .399 *    1 .87   
インフォーマル    1 .945  * * *    3 .57   0 .179   1 .951 * * *   3 .62    0 .126
フォーマル         1 .203 * *    1 .99    0 .035
グループ活動     0 .382  * * *    2 .68   0 .027   0 .367 * *    2 .52    0 .019
家計 SC   － 0.536   － 1.38 － 0.038 － 0.412  － 1.29  － 0.021
農作物被害   － 0.008   － 0.69 － 0.001  0 .0005    0 .05    0 .000
危険所得     0 .127     1 .14   0 .009   0 .104    0 .91    0 .005
家計資産   － 0.747  *  － 1.95 － 0.053 － 0.660 *  － 1.86  － 0.033
農地面積    0 .0003     0 .26   0 .000 － 0.0002  － 0.14  － 0.000
家長年齢   － 0.015   － 0.64 － 0.001 － 0.032  － 1.44  － 0.002
労働力     0 .021     1 .49   0 .001   0 .016    1 .26    0 .001
A 村落   － 0.252    － 0.45 － 0.018   0 .160     0 .32    0 .008
対数尤度   － 21.123  － 26.579  
LR 統計量   37.52  * * *  34 .90 * * *  
擬似決定係数   0.470  0 .396  
標本数   74 92  

出 所 ： 筆 者 作 成  

注 ： *は 10％ 、 * *は ５ ％ 、 * * *は １ ％ 水 準 で 統 計 的 に 有 意  

 

上記の点を考慮するため、次に、贈与交換とインフォーマル信用貸借、およ

びフォーマル信用借入のそれぞれの取引、それぞれの資金の流れに対する決定

関数を、トービット・モデルにより推定する。その推定結果を示したのが、表

6-8 である。  

 はじめに、贈与の受取りおよび送り額を推定した結果を、第１・２列に示し

ている。これより、贈与受取り額に対して、農作物被害の係数が有意に正であ
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ることから、家計にとって、贈与の受取りがリスクをシェアする役割をもつと

いえる。また、（構造的な）社会関係資本が高い家計ほど、より多くの金額の

贈与交換を行っていることがわかる。  

家計資産水準に関しては、その係数が贈与受取り額には負に、贈与送り額に

は正に、それぞれ有意となっていることから、自己保険が可能な家計資産水準

の高い家計は、贈与を受取ることは少ないが、それらの家計が他家計へ贈与供

与を行っていることが示唆される。これは、表 6-5（特に「外部依存家計の割

合」）で示された関係と整合的な結果といえる。  

ここで、贈与送り額に対して危険所得の割合が正に有意となっている。これ

は、農業所得が家計所得の多くを占めることが、所得変動のリスクが大きいと

いうことを示している一方で、この指標が実際に実現した農業所得にもとづい

て算出されているため、農作物の被害が小さく（または被害がなく）、収穫量

が平年並みまたはそれに近い量となった家計が、被害の大きかった家計に対し

て贈与供与をしている可能性があるためと考えられる。  

 家計の属性に関しては、家計の労働者比率が贈与受取り額に正の影響を与え

ている。これは、労働者が多いほど家計所得が多くなるものと考えられる一方

で、もしそのすべての労働者が農業に従事している場合には、不作などによる

家計所得の落ち込みに対応しきれず、より消費等のための資金への需要が高ま

るためと考えられる 2 4 )。また、世帯主の年齢が上がるほど、贈与を送る額が少

なくなる傾向がみられるが、これは世帯主の年齢が上がるにつれて経済活動の

規模が縮小するため、所得をより自己家計の消費支出にむける必要性が生じる

ためであると解釈できる。  

 次に、表 6-8 第３・４列は、インフォーマル信用の貸借金額の推定結果を示

している。第３列のインフォーマル信用の借入額の推定結果より、過去におけ

るインフォーマル信用の取引の存在が、借入額を有意に増加させていることが

わかる。また、第４列のインフォーマル信用の貸付額の推定結果より、農地所

有面積が広い家計ほどその額を増やし、家長の年齢があがるにつれて、貸付額

を縮小していることがわかる。  

 ここで、インフォーマル信用による取引に対しては、家計の社会関係資本は

有意な影響を与えていない。これは、インフォーマル信用による資金貸借は、

返済期間が明確でないにしても、将来的にはその資金を返済する（返済される）

義務があるため、家計がより合理的・利己的な動機から資金の貸借を行ってい

る可能性があるためと考えられる。  

最後に、フォーマル信用の借入額を推定した結果が、第５列に示されている。

これより、過去のフォーマル信用の取引の存在が、フォーマル信用の借入額を  
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表 6-8 贈与交換・信用貸借額の決定関数の推定結果（トービット・モデル） 

被説明変数 
贈与 インフォーマル信用 フォーマル信用 

受取り額 送り額 借入額 貸付額 借入額 

説明変数 
係数 

  
t 値 係数 

 
t 値 係数 

  
t 値 係数 

 
t 値 係数 

 
t 値 

       

切片  42.804 *   1.90 －52.544 * －1.69 －0.882  －0.03 －156.064  －1.57 131.192 **   2.00 
インフォーマル   0.666    0.34 －0.316  －0.13  13.640 ***   4.57   12.823    1.52 －2.600  －0.51 
フォーマル   3.422    1.41   1.370    0.46   0.441    0.13            a   11.818 **   2.10 
グループ活動   0.936 ***   2.85   1.261 ***   3.27 －0.373  －0.78  －0.823  －0.59 －0.684  －0.67 
家計 SC  －0.609  －0.48 －1.030  －0.66   1.035    0.59  －8.580  －1.41   3.952    1.40 
農作物被害   0.102 **   2.20   0.023    0.42 －0.017  －0.26    0.028    0.16   0.164    1.44 
危険所得 －0.055  －0.80   0.147 **   2.04 －0.119  －1.15 －34.110  －0.20 －0.324 * －1.89 
家計資産 －3.285 ** －2.43   3.347 *   1.78   0.204    0.11    8.846    1.49 －9.417 ** －2.36 
農地面積 －0.017  －0.98 －0.012  －0.78 －0.270  －1.39    0.031 **   2.01 －0.061  －1.09 
家長年齢 －0.002  －0.02 －0.285 ** －2.77 －0.103  －0.98  －0.653 ** －2.00 －0.091  －0.41 
労働力   0.104 **   2.03   0.098    1.60 －0.010  －0.15    0.232    1.40 －0.102  －0.72 
A 村落 －2.129   －0.96 －1.538  －0.58 －0.043   －0.01  －8.420  －01.12  22.695 ***   2.85 
対数尤度 －194.663 －156.42 －162.645 －46.720 －81.258  
LR 統計量 28.15 *** 27.06 *** 33.14 *** 25.88 *** 30.72 *** 
擬似決定係数 0.067 0.080 0.093 0.217 0.159  
標本数 92 92 92 92 92  

出所：筆者作成 

注：*は 10％、**は５％、***は１％水準で統計的に有意 

  a この推定において、フォーマルの値が１のどの家計もインフォーマル貸付額がゼロであり、フォーマルを含めた推定ではそのｔ値が推定されないため、 

   フォーマルの変数を除いて推定をしている 
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増加させる一方で、危険所得の割合および家計資産水準が高い家計ほど、フォ

ーマル信用への需要が低いといえ、それらの家計は外部資金に頼ることなく、

自己保険が可能であることが示唆される。  

以上の推定結果より、過去におけるインフォーマル信用による取引の存在が、

贈与またはインフォーマル信用によるリスクシェアリングへの参加に有意に正

の影響を与え、また、過去におけるフォーマル信用による取引の存在が、贈与

またはインフォーマル信用またはフォーマル信用によるリスクシェアリングへ

の参加に有意に正の影響を与えているという結果が得られた。このことから、

カンボジア農村において、そうした信用制度が利用可能であることが、所得移

転によるリスクシェアリングを成立しやすくしていることが示された 2 5 )。  

また、社会関係資本の高い家計は、リスクシェアリングに積極的に参加し、  

より多くの贈与交換をしているが、自己保険が可能な高資産水準の家計は、リ

スクシェアリングへの参加に消極的であることがわかった。しかし、高資産水

準の家計ほど、贈与受取りと信用借入の額は小さい一方で、贈与と信用供与の

額が大きいことから、その家計が相互扶助的な精神にもとづいて、他の家計へ

贈与や信用取引を通じて資金を供与している可能性が示唆される。さらに、農

作物被害の大きい家計ほどより多くの贈与を受取っていることから、家計にと

って、贈与がリスクをシェアする役割をもつといえる。  

 

６．おわりに  

  

本章では、家計のリスク回避行動としてのリスクシェアリングへの参加決定

要因について、カンボジア農村のデータにもとづいて検証した。その結果、カ

ンボジア農村において、過去におけるインフォーマル信用およびフォーマル信

用による取引の経験と、家計の社会関係資本、および家計の保有資産水準が、

家計のリスクシェアリングへの参加に対して強い影響を与えているという結論

が得られた。  

 また、農作物の被害で測ったショックが、贈与の受取り額に正に有意な影響

を与えていることから、カンボジア農村における家計間での贈与供与が、リス

クを緩和する役割を果たしていることが示唆される。この結果は、前章で家計

レベルのショックが子供の健康・栄養に有意なインパクトを与えていないこと

を説明する一つの理由となりうるだろう 2 6 )。  

これまでに、家計のリスクシェアリングへの参加決定要因に関する研究・分

析がほとんど行われてこなかったカンボジアにおいて、リスクシェアリングへ

の参加が、過去の信用市場での取引や社会関係資本と関連することを実証的に
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示したという点で、本研究は意義があるものといえる。  

 本章では、家計の（特に構造的）社会関係資本が高い家計ほど、リスクシェ

アリングへ積極的に参加していることが示され、またリスクシェアリングとし

ての贈与交換に正の影響を与えていることも示された。この結果より、住民間

の協調・信頼関係を高め、社会関係資本をより多く蓄積させるような組織は、

家計間でのリスクシェアリングを通じて予期せぬ所得の低下により生ずる貧困

を緩和することに貢献するものと考えられる。したがって、貧困削減に向けた

施策をする際には、住民間の情報交換や社会的交流の場などを設けることによ

り、共同体内の相互扶助機能を推進することも視野に入れる必要があるだろう。 

 また、本章の分析結果は、家計資産の保有水準が高い家計、つまり自己保険

が可能な家計ほど、リスクシェアリングへの参加が不活発であり、かつ贈与の

受取りと信用借入が少ない一方で、贈与の送り額は有意に多く、また農地所有

面積が広い家計のインフォーマル信用の貸付額も有意に多いことを示している。

このことは、資産水準が高い家計から他の家計、資産水準の低い家計へ、贈与

とインフォーマル信用により資金の供与がなされている可能性があることを示

唆している。  

 このような所得・資産階層間の資金移動の可能性について実際の状況を検証

していくことは、貧困削減を目的として、調査村落を含むカンボジア各地で実

施されているマイクロファイナンスのプログラムに重要な含意をもたらすであ

ろう。なぜなら、中・高資産保有者（高所得者）から低所得者へと贈与や融資

が実施されている環境では、所得変動のリスクが高く借入資金の返済能力が低

いと考えられる最貧困層をターゲットとはせず、より返済能力の高い中・高所

得者へ融資したとしても、中・高所得者から贈与や融資を通じて、低所得者・

最貧困層へ資金が流れる可能性があるからである。つまり、中・高所得者に融

資することにより、マイクロファイナンスの実施機関の貸し渋りの減少や持続

可能性といった問題が解決されるとともに、間接的に低所得者・最貧困層への

資金の流入を促し、貧困緩和に対して持続的な貢献をもたらすことが期待され

る。  

しかし、本章の分析では、各家計が贈与交換および資金貸借を行った相手の

資産や所得水準までは明らかではなく、このような浸透効果が期待できるかど

うかという問題については十分に議論することができない。中・高所得者をタ

ーゲットとした融資の有効性については今後の研究課題としたい。  
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 注  

1）本 章 は 、三 輪  ( 2008b)お よ び 三 輪  ( 2009)を ベ ー ス に 、加 筆・修 正 し た も の で あ る 。  

2） 本 章 で は 、 家 計 の 他 者 に 依 存 し て 行 う リ ス ク 回 避 行 動 を 「 リ ス ク シ ェ ア リ ン グ 」

と 称 し 、そ の な か で 、家 族・ 親 戚 や 友 人 ・隣 人 間 で の 贈 与 交 換 や 信 用 貸 借 に よ る リ

ス ク 回 避 行 動 を「 相 互 扶 助 行 動 」と す る 。相 互 扶 助 行 動 以 外 の リ ス ク シ ェ ア リ ン グ

の 手 段 と し て は 、金 貸 し や 商 人 、フ ォ ー マ ル 金 融 機 関 か ら の 資 金 の 借 入 が 挙 げ ら れ

る 。  

3） た だ し 、 既 述 の よ う に 矢 倉  ( 2008 ,  第 ８ 章 )は 、 カ ン ボ ジ ア 農 村 で 観 察 さ れ る イ ン

フ ォ ー マ ル な リ ス ク シ ェ ア リ ン グ 制 度 は 完 全 で は な い と し て い る 。  

4） CDRI (2007 ,  Ch .4 )に は 、 カ ン ボ ジ ア 農 村 に お け る 家 計 が 受 け た シ ョ ッ ク へ の 対 処

方 法 が ま と め ら れ て い る が 、 厳 密 な 実 証 分 析 は 行 わ れ て い な い 。  

5） 本 章 で は 、 デ ー タ の 制 約 上 、 社 会 関 係 資 本 の み に 焦 点 を あ て 、 利 他 性 を 考 慮 し た

分 析 は 今 後 の 課 題 と す る 。  

6） 表 A6-1。  

 

表 A6-1 標 本 家 計 の 概 要 （ 調 査 年 ： 2005 年 ）  

村 落  

コ ン ポ ン ス プ ー 州  
A 村  B 村  

標 本 家 計 数  46  46  

標 本 農 家 家 計 数  46  43  
世 帯 員 数 (人 )  4 .50   4 .98  
家 族 労 働 者 数 (人 )  2 .33   2 .50  
世 帯 主 の 年 齢 （ 歳 ）  48 .56  43 .37  
農 地 所 有 面 積 (m 2) 15 ,132  7 ,557  
家 計 所 得 (リ エ ル /年 ) 1 ,626 ,669 1 ,825 ,978  

農 業 所 得 比 率 (％ ) 46 .69  43 .54  

非 農 業 所 得 比 率 (％ ) 30 .64  31 .10  

送 金 比 率 （ ％ ）  22 .61  19 .20  
１ 人 あ た り 家 計 所 得 (リエル/年) 427 ,960  456 ,271  
貧 困 ラ イ ン 以 下 の 家 計 （ ％ ）  82 .61  82 .61  

出 所 ： 2 0 0 5 年 農 村 聞 き 取 り 調 査 よ り 、 筆 者 作 成  

注 ： 標 本 家 計 数 の 値 以 外 は ， 各 集 落 の 平 均 値 を 示 す （ た だ し 、  

    は 農 地 保 有 家 計 の み の 平 均 値 ）  

 

7）な お 2005 年 の 気 象 条 件 は 平 年 並 み で あ り 、ま た 前 年 の 災 害 の 農 地 な ど へ の 影 響 は

ほ と ん ど み ら れ な か っ た 。  

8） ア ク レ ダ 銀 行 は 、 2003 年 12 月 に 商 業 銀 行 と な っ た が 、 そ れ ま で は 貧 困 層 向 け の

小 規 模 融 資 を 中 心 に 行 っ て い た 金 融 機 関 で あ る 。  

9） 特 に プ ラ サ ッ ク は 、 農 業 投 資 目 的 の 借 入 に 対 し て 積 極 的 に 融 資 を 行 っ て お り 、 同

機 関 の 全 ロ ー ン の う ち 65％ が 農 業 セ ク タ ー に 向 け ら れ て い る （ 2004 年 現 在 ） 。  
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10）こ こ で 、本 章 で は そ の 他 の 贈 与（ 家 族 の 絆・友 情 を 示 す た め に 物 品 を 媒 介 と し た

贈 与 、お よ び 祭 り な ど の 目 的 の 贈 与 ）は 分 析 の 対 象 と し な い 。こ れ は 、支 援 の 際 に

は 金 銭 に よ る 贈 与 を 行 う 傾 向 が み ら れ た た め で あ る 。  

11） 矢 倉  ( 2005 )は 、 カ ン ボ ジ ア 農 村 に お い て 、 家 計 が 被 っ た シ ョ ッ ク （ 主 に 構 成 員

の 重 い 病 気 や ケ ガ ）に 対 処 す る た め の 、村 レ ベ ル の イ ン フ ォ ー マ ル な リ ス ク シ ェ ア

リ ン グ 制 度 の 存 在 を 明 ら か に し て い る 。同 様 の 制 度 は 、本 研 究 の 調 査 村 落 に お い て

も 存 在 し て い る 。  

12） な お 本 章 で は 、 い く つ か の 点 で Fafchamps  (1999 )と は 異 な る 仮 定 や 用 語 表 記 を

用 い る 。   

13）Fafchamps  (1999)も 言 及 し て い る よ う に 、現 在 の 贈 与 の 程 度 が 過 去 の 贈 与 に 依 存

し な い （ 贈 与 が 記 憶 に 残 ら な い ） と い う 仮 定 は 、 あ ま り 現 実 的 で は な い だ ろ う 。  

14）Fafchamps  (1999)は 、返 済 に 履 行 強 制 力 の な い ロ ー ン を 贈 与（ 移 転 ）と あ わ せ て

「 準 信 用 （ quas i - c red i t） 」 に よ る リ ス ク シ ェ ア リ ン グ と 称 し 、 さ ら に 、 返 済 に 履

行 強 制 力 を と も な わ な い ロ ー ン を リ ス ケ ジ ュ ー ル 可 能 ま た は 不 可 能 に よ り 分 類 し

て い る 。一 般 に 履 行 強 制 力 が な い に も か か わ ら ず リ ス ケ ジ ュ ー ル 不 可 能 な ロ ー ン に

は 、金 貸 し や 商 人 か ら の ロ ー ン が 考 え ら れ る 。し か し 、本 研 究 の 調 査 地 村 落 に お い

て は 、そ の 数 が 限 ら れ て お り 、実 際 に は 借 り 手 の 状 況 に 応 じ て 返 済 期 間 も 変 更 さ れ

る 傾 向 が み ら れ る 。そ こ で 、本 章 で は 、返 済 に 強 制 力 が な い 親 戚 や 友 人 間 で の 資 金

貸 借 と 金 貸 し ・ 商 人 か ら の ロ ー ン を ま と め て 、「 イ ン フ ォ ー マ ル 信 用 」と 称 し 、一

般 に リ ス ケ ジ ュ ー ル は 可 能 な も の と す る 。  

15）本 章 で の「 フ ォ ー マ ル 信 用 」は 、Fafchamps  (1999)が い う と こ ろ の 、返 済 を 履 行

さ せ る 外 部 的 な 強 制 力 を と も な う 信 用（ f o rmal  c red i t）に あ た る 。こ こ で 、フ ォ ー

マ ル 信 用 機 関 も リ ス ク シ ェ ア を 行 う １ 家 計 で あ る と み な す こ と に よ り 、本 章 の よ う

な 分 類 や 解 釈 が 可 能 で あ る 。   

16） 本 章 で は 、 家 計 間 で の 長 期 に わ た る リ ス ク シ ェ ア リ ン グ が 社 会 関 係 資 本 の 形 成 ・

蓄 積 に は 影 響 し な い と い う 前 提 の も と で 、 仮 説 （ 6-3） を 示 し て い る 。 し か し 、 リ

ス ク シ ェ ア リ ン グ が 社 会 関 係 資 本 の 保 有 水 準 を 高 め る 可 能 性 は 十 分 に 考 え ら れ る

た め 、 今 後 の 課 題 と し て 、 こ の 可 能 性 も 考 慮 し た 分 析 も 行 う 必 要 が あ る と い え る 。 

17）（ 6-4）式 お よ び （ 6-5）式 は 、贈 与 ま た は イ ン フ ォ ー マ ル 信 用 、ま た は フ ォ ー マ

ル 信 用 に よ る リ ス ク シ ェ ア リ ン グ へ の 参 加 決 定 関 数 を 示 し て お り 、こ の よ う な 定 式

化 に お い て は 、贈 与 交 換 へ の 参 加 が 促 さ れ る の か 、イ ン フ ォ ー マ ル 信 用 に よ る 取 引

へ の 参 加 が 促 さ れ る の か 、あ る い は フ ォ ー マ ル 信 用 に よ る 取 引 へ の 参 加 が 促 さ れ る

の か を 明 確 に 区 別 し て 示 す こ と は で き な い 。  

18） 所 得 移 転 と し て 贈 与 交 換 の み が 可 能 で あ る 場 合 に つ い て は 、 被 説 明 変 数 を 、  
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が贈与交換に不参加期に家計＝０

が贈与交換に参加期に家計＝１

htif

htif
th ,  

の ２ 値 変 数 と し て 、 信 用 を 利 用 で き な い 38 家 計 の み を 用 い て プ ロ ビ ッ ト ・ モ デ ル

に よ り 推 計 す れ ば よ い 。 そ の 推 定 結 果 は 、 仮 説 （ 6-3） ～ （ 6-5） に つ い て 、 （ 6-4）

式 お よ び（ 6-5）式 の そ れ と 同 様 で あ っ た 。し た が っ て 、（ 6-4）・（ 6-5）式 に よ る

検 証 で 十 分 で あ る と 考 え ら れ る た め 、本 章 で は 、所 得 移 転 と し て 贈 与 交 換 の み が 可

能 で あ る 場 合 の 推 定 結 果 は 示 さ な い 。  

19） こ の ア プ ロ ー チ に は 内 生 性 バ イ ア ス の 問 題 が 生 じ て い る 可 能 性 が あ る 。 し か し 、

デ ー タ の 制 約 上 、内 生 性 バ イ ア ス を コ ン ト ロ ー ル す る こ と は 困 難 で あ る た め 、こ の

点 に つ い て は 今 後 の 課 題 と す る 。  

20） 第 ３ 章 の 、 同 じ コ ン ポ ン ス プ ー 州 の ２ 村 落 で の 2006 年 の 調 査 デ ー タ を 用 い た 研

究 に お い て 、本 章 と 同 様 の 社 会 関 係 資 本 の 指 標 を 用 い て い る が 、本 章 で は 、構 造 的

社 会 関 係 資 本 指 標 、お よ び 認 知 的 社 会 関 係 資 本 を 得 る た め に 主 成 分 分 析 に 用 い る ３

つ の 質 問 に つ い て 、第 ３ 章 と は 異 な る 質 問 を 用 い る 。こ れ は 、調 査 年 に よ り 調 査 票

に 若 干 の 変 更 を 加 え て い る た め 、社 会 関 係 資 本 の 質 問 項 目 が 2005 年 と 2006 年 の 調

査 で は 異 な り 、 同 一 の 質 問 項 目 が な い た め で あ る 。  

21） 社 会 関 係 資 本 に 関 し て は 、 注 16 で 述 べ た よ う な 理 由 に 加 え 、 グ ル ー プ 活 動 に 積

極 的 に 参 加 す る 外 交 的・社 交 的 な 家 計 が 、所 得 移 転 に も 積 極 的 に 参 加 し て い る 可 能

性 が あ る 。こ の よ う な 内 生 性 バ イ ア ス を 明 示 的 に コ ン ト ロ ー ル す る こ と は 、デ ー タ

の 制 約 上 の 問 題 か ら 困 難 で あ る た め 、こ の 点 を 考 慮 し た 分 析 は 残 さ れ た 課 題 で あ る 。 

22）家 計 が 被 る 可 能 性 の あ る シ ョ ッ ク に は 、農 作 物 被 害 以 外 に も 、家 計 構 成 員 の 病 気・

ケ ガ や 死 亡 、失 業 な ど が 挙 げ ら れ る が 、本 章 で は 、農 作 物 被 害 の 大 き さ の 影 響 の み

に 焦 点 を あ て る 。そ の 他 の シ ョ ッ ク の 影 響 に つ い て は 今 後 の 課 題 と す る 。ま た 、危

険 所 得 の 割 合 に は 内 生 性 の 問 題 が 生 じ て い る 可 能 性 が あ る 。そ こ で 世 帯 主 の 性 別 と 、

家 長 が 生 業 ま た は 副 業 と し て 農 業 以 外 に (も )就 労 し て い る 場 合 は １ を と る 、 家 長 の

職 業 ダ ミ ー 変 数 を 操 作 変 数 と し て 内 生 性 の 検 定 を 行 い 、危 険 所 得 は 外 生 変 数 で あ る

と い う 結 論 を 得 て い る 。  

23） 注 17 で 述 べ た 通 り 、 本 章 の 理 論 的 枠 組 み で 示 さ れ て い る リ ス ク シ ェ ア リ ン グ へ

の 参 加 に 対 し て は 、ど の 形 態 で の 参 加 が 促 さ れ る の か 、ま た ど ち ら の 資 金 の 流 れ へ

の 参 加 が 促 さ れ る の か を 、明 確 に 区 別 す る こ と は で き な い 。し た が っ て 、以 降 の 贈

与 交 換 と 信 用 貸 借 の 金 額 を 用 い た 分 析 は 、必 ず し も そ の 理 論 的 枠 組 み に 沿 っ た も の

で は な い こ と に 留 意 が 必 要 で あ る 。  

24）た だ し 、全 労 働 者 の 職 業 は 本 章 で の 分 析 に お い て 明 確 で は な い た め 、労 働 者 の 職

業 別 に よ る 贈 与 へ の 影 響 に つ い て は 今 後 の 課 題 と す る 。  

25）Fafchamps  (1999)で は 、そ の 理 由 ま で は 明 ら か に さ れ て い な い が 、イ ン フ ォ ー マ
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ル 信 用 な ら び に フ ォ ー マ ル 信 用 の 利 用 が 可 能 な こ と で 、リ ス ク シ ェ ア リ ン グ の 手 段

が 増 え 、家 計 が よ り 好 ま し い 手 段 を 選 択 す る こ と が 可 能 と な る た め に 、リ ス ク シ ェ

ア リ ン グ へ 参 加 し や す く な る こ と も 一 因 で あ る と 考 え ら れ る 。  

26）な お 、実 際 に リ ス ク シ ェ ア リ ン グ が 子 供 の 健 康・栄 養 に 与 え る 効 果 は 、本 章 の 分

析 だ け で は 明 確 に で き な い た め 、 こ の 点 に つ い て は 今 後 の 研 究 課 題 と す る 。  
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第７章 結 論 

 

１．分析結果の要約  

 

今日の開発において、貧困の削減や持続的開発・発展の観点から、人びとの

健康や教育といった人的資本の果たす役割が注目されており、人的資源開発が

開発目標において重要な位置を占めている。カンボジアでは、その人的資本の

度合いが、東南アジア諸国のなかでも低い水準にあり、また世界において同程

度の経済水準の国と比較しても低水準にある。また、ここ数年は高い経済成長

率を記録しているものの、所得水準は依然として低く、貧困問題の解決が国家

の最優先課題となっている。  

このような現状にあるカンボジアにおいて、本論文では、人的資本の研究の

なかでも、特に「子供の健康・栄養」に関わる研究に焦点をあて、貧困家計が

多く居住する農村部を対象に、カンボジア農村における子供の健康・栄養改善

や貧困削減政策に必要な新知見を示すことを目的に、実証的な分析を行った。  

本論文の第３章と第４章、および第６章での分析には、カンボジアのコンポ

ンスプー州とタケオ州に位置する４村落での、独自の家計調査から得られたデ

ータを用いたが、これらの実証分析から得られた知見は大筋でカンボジア農村

全体の状況を示していると考えられる。その理由は、第１に、カンボジアの農

村の大部分は、稲作中心の天水農業に依存する低地稲作地帯であり、調査村落

はその典型的な例であるという点である。第２に、本論文で見出された、調査

村落に居住する子供の健康・栄養や教育、およびリスクシェアリングを規定す

る根本的な問題、つまり子供の不健康と栄養不良、初等教育への入学遅延、保

険市場と信用市場の未発達などの問題は、カンボジア農村にほぼ共通している

という点も挙げられる。  

以下では、主に第３章から第６章での実証分析により得られた結果をまとめ

る。なお、本論文の分析に用いた子供の健康・栄養を測る指標は、「年齢別身

長ｚスコア」および「年齢別体重ｚスコア」の２指標である。  

 はじめに、第３章では、子供の健康・栄養状態の決定要因として、親の教育

と家計の社会関係資本に特に焦点をあて、その影響を検証した。開発途上国に

おける子供の健康・栄養への、親の教育の影響については、多くの先行研究に

おいて示されているが、母親・父親のどちらの教育がより強い影響を与えてい

るかについては、結論が分かれており、国や地域によって異なると考えられる。

カンボジアでは、NIPH and NIS (2006)や World Bank (2006a)などで、母親の
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教育と子供の健康状態のみがクローズアップされ、記述統計によりその関係が

示めされているなど、母親ほうがより大きな影響を与えているとの考えが一般

的であろう。  

しかし、この点について、本論文の第３章での分析結果からは、カンボジア

農村においては、父親の教育の方が有意な影響を与えているという結論が得ら

れている。これは同じカンボジアでも、親の教育水準が子供の健康状態に及ぼ

す効果は、地域によって差異があることを示している 1 )。  

社会関係資本については、これまでに成人の健康に対する影響を検証した実

証研究のみが存在していたが、第３章において、社会関係資本と子供の健康と

の関係を考察したことで、カンボジア農村において、家計の社会関係資本が子

供の健康・栄養に正の影響を与えていることが示された。このことから、社会

関係資本のより多くの蓄積は、成人のみならず子供の健康改善にも貢献し、将

来の持続的な経済成長や発展に対しても大きな役割を果たしうることが示唆さ

れる。  

 その子供の健康・栄養状態と、同じ人的資本である（子供自身の）教育との

関係を検証した、第４章での分析結果は、初等教育への就学に対して、カンボ

ジア農村において、子供の健康・栄養状態が強い影響を与えているということ

を示している。これは、先行研究と整合的な結果である。一方、入学遅延（入

学時期）に対しては、子供の健康の有意な影響はみられず、これまでの先行研

究とは異なる結論が得られている。  

 以上の第３章および第４章の分析から、本研究の４つの調査村落において、

子供の健康・栄養状態と教育に、それぞれの村落間で有意な差があることも同

時に示され、子供の居住する村落の特性も、人的資本に大きな影響を与えてい

るといえる。  

次に、第５章では、年齢が０～ 60 ヵ月の子供（乳幼児）に焦点をあて、カン

ボジア全土を対象に実施されたカンボジア社会経済調査（ CSES03/04）の農村

部に居住する家計のデータを用いて、乳幼児の健康・栄養状態を左右する要因

の一つである不測のショックの、それを受けたことによるインパクトを考察し

た。本論文で考慮したショックは、子供自身が病気にかかることのヘルス・シ

ョック（個人レベルのショック）と、（家計レベルのショックとしての）就労

年齢の構成員のヘルス・ショック（とそれに伴う死亡）と農作物被害のショッ

クの３種類のショックである。また、それらのショックの子供の健康・栄養に

対 す る イ ン パ ク ト は 、 分 析 手 法 に Propensity  Score  Matching を 用 い て 、

Average Treatment  Ef fect  (on treated)として検証した。  

 その結果、カンボジア農村における乳幼児の健康・栄養状態に、子供自身が
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受けたヘルス・ショック（個人レベルのショック）が有意に負の影響を与えて

いることが示された。その一方で、家計レベルのショックが、子供の健康・栄

養状態を有意に悪化させるという結論は得られなかった。  

この家計レベルのショックが、乳幼児の健康・栄養に有意な影響を与えてい

ない理由として、そのショックの影響が家計内でシェアされている、または、

インフォーマルなリスクシェリングなどによりその影響が緩和されている可能

性が考えられる。これを受けて、つづく第６章では、カンボジア農村で多く観

察されている、主に家計間での贈与交換や信用貸借を手段とした所得移転によ

るリスクシェアリングに焦点をあて、その決定要因をカンボジア農村で収集し

た調査データを用いて分析した。  

 その結果、カンボジア農村において、過去におけるインフォーマル信用およ

びフォーマル信用による取引の経験（言い換えると、それらの信用制度を家計

が利用可能であること）と、家計の社会関係資本、および家計の保有資産水準

が、家計のリスクシェアリングへの参加に対して強い影響を与えているという

結論が得られた。これらはすべて、Fafchamps (1999)にもとづいた理論的枠組

みから得られる実証仮説を支持する結果である。  

また、農作物被害のショックが贈与受取り額に正に有意な影響を与えている

ことから、家計間での贈与供与が、ショックの影響を緩和する役割を果たして

いることが示唆される。このことは、第５章で家計レベルのショックが子供の

健康・栄養に有意な影響を与えていないことを説明する理由の一つになるもの

と考えられる。  

 以上が、本論文の実証分析から得られた主な結論である。これらの子供の健

康・栄養の決定要因や、健康と教育との関連性、およびリスクシェアリングの

決定要因に関する、カンボジア農村を対象とした実証研究は、これまでに知ら

れていない。したがって、それらを実証的に示したという点で、本研究は意義

のあるものといえ、また、カンボジア農村において人的資本や貧困削減に関す

る政策を検討する際の基礎的情報として重要な意味をもつといえる。  

 

２．政策的含意  

 

ここでは、上記で示した本論文の実証分析の結果から得られる、カンボジア

農村での子供の健康・栄養の改善と貧困削減に向けた施策を中心に述べる（そ

の他の政策的な含意については、各章最終節を参照）。  

第３章および第４章での分析より、カンボジア農村において、人びとの健康

と教育が、密接にかつ相互に関連していることがわかる。それは、親の教育が、
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その子供の健康・栄養を決定づける重要な要因であることに加え、その子供の

健康状態が子供自身の教育（特に就学）に対して正の影響を与えていることか

らである。このような関係は、【健康・栄養改善  →  教育の向上  →（次世代の

子供の）健康・栄養改善】、という好循環が形成され、人的資本のより多くの

蓄積と、貧困家計が貧困の罠から抜け出すことで、貧困の緩和がもたらされる

可能性があることを示唆している。  

このように健康と教育は、互いにとって重要な要素であることから、保健分

野と教育分野の関係をより強化し、それを利用するような政策が求められる。

現在、カンボジアでは学校給食プログラム（ school  feeding program）や微量

栄養素（ micro-nutr ients）の提供、および学校での保健衛生教育などがすでに

実施されている。また、親（成人）に対しても、保健衛生や栄養、母子保健な

どに関するヘルス・プログラムが、各地で実施されている。そして、それらの

プログラムがカンボジアの子供の栄養状態の改善に、ある程度の成果を上げて

いるとされる（ NCN 2005 ほか）。  

しかし、World Bank (2006a)も指摘しているように、このようなプログラム

は規模や範囲がさまざまであり、十分にコーディネートされていないのが現状

である。また、これらが主に NGO と援助機関の主導によるものであることか

らも、今後は、カンボジア政府がより深く関与し、適切な組織・制度の強化や、

プログラムの実施状況やその効果についてのモニタリングと評価などを実施し

ていくことが必要である。  

加えて、これらのヘルス・プログラムに対する、住民の理解と積極的な参加

を得ることが不可欠であり、それによりプログラムのより効率的な実施や持続

可能性がもたらされると期待される。また、本論文の分析結果でも示されたよ

うに、子供の健康・栄養や教育の状況が村落によっても異なることから、ヘル

ス・プログラムに加え、開発や教育などに関するプログラムなども同時に実施

し、住民のそれらのプログラムへの積極的な参加を促し、住民全体の保健や教

育に関する意識を高めることで、村落全体として子供をサポートできるような

体制を創出することが求められる。このような住民参加型のプログラムの実施

により、子供を含め、住民の平均的な健康状態が向上し、村全体として開発や

貧困家計の削減が促進されるものと期待される 2 )。  

また、プログラムへの参加により住民が一堂に会することで、そこが住民間

の情報交換や社会的交流の場ともなり、住民間の協調・信頼関係がより高めら

れ、社会関係資本のより多くの蓄積を促進することにも貢献するものと考えら

れる。その社会関係資本は、第３章および第６章の分析から、カンボジア農村

において子供の（長期的にも短期的にも）健康・栄養に対して正の影響をもた
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らし、また家計間での所得移転を通じたインフォーマルなリスクシェアリング

の成立にも強い影響を与えていることから、社会関係資本のより多くの蓄積が、

人的資本の向上や共同体内の相互扶助機能の推進・強化にもつながるだろう。  

これらの村落全体としてのサポートや、共同体内でのリスクシェアリングな

どのインフォーマルな制度の強化に加え、子供を含めた家計構成員が病気にか

かり、重い医療費負担を強いられることによる貧困家計の拡大を抑制するため

には、マイクロインシュランス（ microinsurance） 3 )や、公的な医療保険制度

の導入により、家計の医療費負担を軽減させることも必要な政策であるといえ

る。  

 現在、カンボジアには全国レベルでの医療保険制度は存在せず、ごく限られ

た地域において、医療保険プログラムが実施されているだけである 4 )。医療保

険制度の整備や運営は容易ではなく、長期的な取り組みが必要であるが、保険

制度の普及により、医療費負担のための資産売却や貯蓄の取り崩し、子供の健

康や教育などの人的資本への投資の減少を未然に防ぐことで、病気のリスクの

軽減に加え、よりよい健康水準の実現や貧困防止にもつながると期待される。  

 

３．今後の課題  

 

カンボジア農村での聞き取り調査からのデータを用いた、主に第３章と第４

章での実証分析により、子供の健康・栄養や教育が、子供の居住する村落によ

っても違いがあることが示され、村落の特性がそれらに影響を与えていること

が示唆された。この村落間の差をもたらす要因としては、農業生態環境をはじ

め、村落の特性としての社会的ネットワーク、社会関係資本の蓄積度合い、保

健衛生に対する村全体としての意識・認識、村落の開発・発展において重要な

役割を果たす村長や村落開発委員会のリーダーシップ、また第６章で議論した

インフォーマルなリスクシェアリング制度の存在、などの要因が挙げられるだ

ろう。このような要因の村落間での差異は、前節で述べたような、子供の健康・

栄養状態の改善だけでなく、開発や教育などに関するプログラムをその村落で

行なう際の、パフォーマンスの違いももたらしうると考えられる。  

本論文の実証分析や記述統計では、子供の健康・栄養が村落によって差があ

ることは示されたが、では実際にどのような村落の特性の差異が影響している

のかといった点については議論しきれていない。農村の開発・発展にも重要な

役割を果たすと考えられる、それらの村落の特性（とその差異）が、貧困や子

供の健康・栄養に与える影響を検証することで、健康・栄養改善についてさら

に新しい知見が得られるはずであり、有効な農村の貧困削減にむけた施策にも
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役立つものと期待される。  

しかし、このような村落の特性を明らかにするには、そこに住む村民の人間

関係・親族関係やリーダーの特性にまで踏み込んだ、より詳細な情報収集と厳

密な実証研究が必要である。そこで、今後の研究として、それらに関する詳細

な聞き取り調査を実施したうえで、村落の特性が人的資本の向上や貧困削減に

与える影響をより詳しく検証していくことが重要な課題である。  

また、上記の村落の特性とも関連した、村落内に存在するインフォーマルな

リスクシェアリング制度については、第６章で取り上げた手段である、家計間

での贈与交換や信用の貸借の他にも、カンボジア農村（少なくとも本研究の調

査村落と一部の地域）では、重病人や重傷人（またはその家計）に対して各家

計が寄付をする、村単位（またはコミュニティーなどの数村単位）での「サン

ガハ」と呼ばれるリスクシェアリング制度も存在する 5 )。そこで、その制度の

有効性や、病気やケガのショックの影響を緩和し、家計の消費平準化や（特に

子供の）構成員の栄養状態の平準化がなされうるかどうかについて、今後検証

していくことで、家計が慢性的な貧困状態に陥ることを防止する政策や、貧困

削減戦略を検討する際の重要な情報が得られるものと考えられる。  

保険市場が未発達であり、近代的な医療保険制度の整備にはまだ長い時間を

要するとされるカンボジア農村の現状においては、むしろ、本論文で取り上げ

た家計間での贈与交換や信用貸借や、上記のサンガハのような村落やコミュニ

ティー・レベルでの既存のインフォーマルなリスクシェアリングの制度や慣行

を利用しながら、かつそれらを強化するようなプログラムが短期的には有効で

あろう。そのような施策のためには、本研究の調査村落で観察されるようなイ

ンフォーマルな制度が存在し、（完全とはいえないながらも）機能している理

由を、さらに探る必要がある。また、その理由には、経済合理性では説明でき

ないものも含まれていると予想されるため、行動経済学の領域にも踏み込んだ

研究をしていくことが、将来的な研究の課題といえる。  

以上のように、現状ではデータ制約上などの問題から、本論文では十分な分

析や議論ができていない点もある。しかし、カンボジア農村を対象とした実証

的な研究・分析が非常に少ない中で、本研究は、子供の人的資本やリスクシェ

アリングについて、その相互関係や決定要因についての貴重な知見を示すこと

ができたといえる。  

ただし、子供の健康・栄養は一時点での状態がすべてではなく、その成長の

過程も重要であることや、本論文での成果をさらに生かすためには、今後も同

一村落の同一家計に対する調査を継続的に実施していく必要があると考える。

それにより、パネル・データを用いた分析が可能となり、また、異時点間での
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子供の健康・栄養状態や家計経済などを比較することで、カンボジア農村の今

後の変化について、より包括的で、分析技術的にも問題の少ない研究を行うこ

とが可能となるだろう。  

 

 

注  

1） な お 筆 者 は 、 父 親 の 教 育 も 重 要 で あ る こ と が 示 さ れ た こ と を 述 べ て い る だ け で 、

カ ン ボ ジ ア 農 村 に 居 住 す る 子 供 の 健 康・栄 養 に 対 し て 、決 し て 母 親 の 教 育 が 重 要 で

は な い と 言 い た い わ け で は な い 。  

2） 住 民 が ヘ ル ス や 開 発 な ど の プ ロ グ ラ ム に よ り 参 加 し や す い シ ス テ ム を 作 る た め に

は 、各 村 落 の 特 性 を 生 か す よ う に 、既 存 の 組 織 や 制 度 、慣 行 と い っ た も の を 利 用 し

て い く こ と も 、 一 つ の 有 効 な 手 段 と な る だ ろ う 。  

3） マ イ ク ロ イ ン シ ュ ラ ン ス に つ い て は 、 Morduch  (2006)な ど を 参 照 。  

4） そ れ に は 、 GRET（ Groupe  de  Recherche  e t  d 'Échanges  Technolog iques： 技 術 研

究 交 流 グ ル ー プ ） と い う フ ラ ン ス の NGO が 主 と な っ て 実 施 し て い る 、 SKY と 呼 ば

れ る ヘ ル ス ・ イ ン シ ュ ラ ン ス の プ ロ グ ラ ム が あ る 。 詳 細 は 、 SKY ウ ェ ブ サ イ ト

http : / /www.sky- cambodia .org /ewhatsnext .h tml を 参 照 。  

5） 「 サ ン ガ ハ 」 は 、 カ ン ボ ジ ア 語 で a id の 意 味 を 持 ち 、 あ る 家 計 の 構 成 員 が 病 気 ・

ケ ガ に な っ た 際 に 、そ の 医 療 費 負 担 や（ 家 族 の ）生 活 の た め の サ ポ ー ト を 必 要 と す

る 家 計（ 主 に 貧 困 家 計 ）に 対 し て 、他 家 計 か ら 寄 付（ 本 研 究 の 調 査 村 落 に お い て は 、

基 本 的 に お 金 と 米 ）を 募 る シ ス テ ム で あ る 。な お 、こ の 制 度 に つ い て は 、矢 倉  ( 2005 )

に 取 り 上 げ ら れ て い る 。  
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